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はじめに 

内閣府経済社会総合研究所は、国際連合で採択される国民経済計算

（System of National Accounts: SNA）の国際基準に準拠し、我が国の

国民経済計算の作成・公表を行っております。こうして作成された情報

は、我が国の経済動向分析、政策の検討・立案、各種の調査研究のため

の基礎資料として幅広く御利用いただいております。 
本書の初版は、平成 12 年に我が国が 1993SNA（平成 5（1993）年

に国連で採択された国際基準）に移行した際に、国民経済計算の推計手

法及びその基礎統計を統計利用者に紹介する目的から作成いたしまし

た。その後、推計手法の変更に伴い、数度にわたり改定を行ってまいり

ました。 
令和２年末に公表した「2020 年７－９月期四半期 GDP 速報（２次

速報値）」及び「2019 年度（令和元年度）国民経済計算年次推計」にお

いては、最新の「2015 年（平成 27 年）基準改定」を実施しました。

2015 年（平成 27 年）基準改定においては、直近の「平成 27 年産業連

関表」（令和元年 6 月確報公表）等の詳細・大規模な基礎統計の取り込

みや、各種の概念・定義の変更や推計手法の見直しを行いました。今般

の改訂版は、「2020 年度（令和２年度）国民経済計算年次推計」に向け

て行う推計手法の変更を反映したもので、統計利用者の利便性向上を

図る観点から、2015 年（平成 27 年）基準改定時と同様、年次推計の計

数公表に先立って公表するものです。 
編集に当たっては、「国民経済計算の作成方法」（令和３年 11 月 10

日）、「国民経済計算推計手法解説書（四半期別 GDP 速報（QE）編）

2015 年（平成 27 年）基準版」（令和３年 11 月 22 日改訂）との内容の

重複に留意し、年次推計の推計手法に特化して記載しております。 
今後、本書が広く活用され、多くの方々に我が国の国民経済計算の理

解を深めていただく一助となれば幸いです。 
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第１章 年次推計の体系 

（１）推計の流れ 
 我が国における『国民経済計算』（System of National Accounts、以下「SNA」という。）

の年次推計の推計結果については、我が国の経済動向分析、政策の検討・立案、各種の調

査研究のための基礎資料として広く利用されている。その基本的な推計の流れは図１－

１に示すとおりであり、以下の説明は同図に基づいている。 
 
ａ．財貨・サービスのフロー 
（ａ）財貨・サービスの供給及び需要 

 市場生産者（原則として売上高が生産費用の 50％以上である、経済的に意味のあ

る価格で財貨・サービスを供給する生産者）によって生産される財貨・サービスの供

給及び需要については、コモディティ・フロー法と呼ばれる手法（以下「コモ法」と

いう。）の下、品目ごとに産出額、輸入、運輸・商業マージンを求め、これらの合計

である総供給額を中間消費、家計最終消費支出、総固定資本形成、在庫変動及び輸出

の需要項目に配分する。 
 一方、非市場生産者（無料ないし経済的に意味のない価格で財貨・サービスを供

給する生産者）である一般政府によるサービスの産出及び需要先別配分、並びに対

家計民間非営利団体によるサービスの産出及び需要先別配分については、上記の方

法によらず、決算書等の基礎統計により別途推計する。 
なお、中間消費、家計最終消費支出、総固定資本形成及び在庫変動については、

後述するように、第三次年次推計において、供給・使用表（Supply and Use 
Tables、以下「SUT」という。）の枠組みに基づく、コモ法における中間消費の推

計値と付加価値法における中間投入の推計値等との調整を通じて改定される。 
財貨・サービスの供給及び需要は「国民経済計算年次推計」においてフロー編・

付表１として表章されており、本書においては第２章で説明する。また、SUT の枠

組みによるコモ法、付加価値法等の推計の統合については、第５章で説明する。 
 
 （ｂ）国内総生産（支出側） 

以上の推計によって得られた家計最終消費支出、対家計民間非営利団体最終消費

支出、政府最終消費支出、総固定資本形成、在庫変動及び純輸出（輸出－輸入）の合

計が国内総生産（支出側）である。このうち、輸出・輸入に関しては『国際収支統計』

（財務省・日本銀行）を組み替える海外勘定の推計により別途推計する。 
なお、国内総生産（支出側）は、「国民経済計算年次推計」フロー編の統合勘定１

や主要系列表１として公表される。国内総生産（支出側）の推計の流れは、主として



第１章 年次推計の体系 

- 2 - 
 

第４章、第６章、第７章などで取り上げる。 
 
（ｃ）国内総生産（生産側） 

 国内総生産（生産側）は、市場生産者と非市場生産者を含む経済活動別の付加価値

の合計である。 
このうち市場生産者の付加価値は、付加価値法と呼ばれる手法の下、経済活動別の

産出額から中間投入額を差し引いて求めた経済活動別の付加価値を合計することに

より推計する。経済活動別の産出額は、コモ法における産出額をコントロール・トー

タルとする経済活動別財貨・サービス産出表（以下「Ｖ表」という。）に基づいて推

計する。経済活動別の中間投入額は経済活動別財貨・サービス投入表（以下「Ｕ表」

という。）に基づいて推計する。なお、中間投入については、第三次年次推計（後述）

において、SUT の枠組みに基づき、コモ法における中間消費の推計値等との調整を

通じて改定される。 
非市場生産者の産出額、中間投入額、付加価値額及びその構成項目は、決算書等の

基礎統計より別途推計する。 
市場生産者と非市場生産者の付加価値を合計すると国内総生産（生産側）１になる。 
なお、付加価値は、雇用者報酬、固定資本減耗、生産・輸入品に課される税、（控

除）補助金及び営業余剰・混合所得に分けることもできる。営業余剰・混合所得は、

付加価値から他の構成項目を控除して求める。 
 「国民経済計算年次推計」フロー編では、Ｖ表は付表４、Ｕ表は付表５、積み上げ

た構成額は統合勘定１、国内総生産（生産側）は主要系列表３及び付表２として公表

される。この一連の推計の流れは、第３章で取り上げる。 
 
ｂ．所得のフロー 

発生した所得の分配から使用までを、５つの制度部門別（非金融法人企業、金融機関、

一般政府、家計及び対家計民間非営利団体）に、制度部門別所得支出勘定として記録す

る。経済活動別に推計された雇用者報酬、営業余剰・混合所得、生産・輸入品に課され

る税、及び（控除）補助金を５つの制度部門に対応させるとともに、財産所得及び経常

移転の受払並びに海外勘定により推計される海外との雇用者報酬、財産所得及び経常

移転の受払を加えて所得支出勘定を以下のとおりに分割して作成する。 
「第１次所得の配分勘定」では、各制度部門に該当する雇用者報酬、営業余剰・混合

所得、生産・輸入品に課される税及び（控除）補助金に財産所得の受払を加えることに

より制度部門別の第１次所得バランスを推計する。 

                                                   
 1 厳密には、これらの合計に「輸入品に課される税・関税」を加え、「総資本形成に係る消費税」を控除

したものが国内総生産（生産側）である。また、付加価値法により求められる国内総生産（生産側）と

コモ法により求められる国内総生産（支出側）には統計上の不突合が存在する（統計上の不突合＝国内

総生産（支出側）－国内総生産（生産側））。 
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「所得の第２次分配勘定」では、第１次所得バランスに所得・富等に課される経常税、

社会負担・社会給付及びその他の経常移転の受払を加えて可処分所得を推計する。 
「現物所得の再分配勘定」２では、可処分所得に現物社会移転の受払を加えて調整可

処分所得を推計する。 
「所得の使用勘定」３は、更に「可処分所得の使用勘定」と「調整可処分所得の使用

勘定」に分割される。前者では、可処分所得から最終消費支出を差し引くことにより制

度部門別の貯蓄を推計する。一方、後者では、調整可処分所得から現実最終消費を差し

引くことにより貯蓄を推計する。なお、両者の使用勘定の貯蓄は同額である。 
これら所得支出勘定は、「国民経済計算年次推計」において制度部門別所得支出勘定

に記録されており、その推計方法は第９章で取り上げる。 
 

ｃ．蓄積と資本調達のフロー 
 総固定資本形成はコモ法によって推計する。 
制度部門別資本勘定のバランス項目は、純貸出（＋）／純借入（－）である。これは、

所得支出勘定の貯蓄（固定資本減耗を除く純額）に資本移転の受払を加えた「貯蓄・資

本移転による正味資産の変動」から、「資産の変動」（総固定資本形成から固定資本減耗

を控除し、在庫変動及び別途推計した土地の購入（純）を加算）を差し引いて推計する。 
制度部門別金融勘定のバランス項目は、純貸出（＋）／純借入（－）（資金過不足）

である。これは、各制度部門の資産・負債種類別金融ストックの推計から導き出される

制度部門別の資産・負債種類別金融フローから作成する。 
これら資本勘定や金融勘定は、「国民経済計算年次推計」では、フロー編統合勘定３

及び制度部門別資本勘定・金融勘定で記録されており、その推計方法は第 10 章で取り

上げる。 
 
ｄ．ストック 
 ストックは、「期末貸借対照表勘定」に記録する。その際、資産側には非金融資産と

金融資産を記録し、負債側には金融活動に伴う負債を記録する。 
 期末貸借対照表は、各制度部門別に作成され、各種資産・負債の残高を示す前年の期

末貸借対照表勘定に期中の資本取引及び価格評価等の調整を加える方法や、直接期末

残高を作成する方法等から、当年の期末貸借対照表勘定を作成する。期末資産と期末負

債の差額である正味資産がバランス項目である。 
 さらに、前期末と当期末の期末貸借対照表勘定に記録されるストックと資本勘定・金

融勘定で記録される当期のフローの関係を整合させるため、「調整勘定」が作成される。

                                                   
2 「現物所得の再分配勘定」及び「調整可処分所得の使用勘定」は、現物社会移転取引のある「家計」、

「一般政府」及び「対家計民間非営利団体」の各制度部門で記録される。 
3 「金融機関」及び「家計」の制度部門においては、「所得の使用勘定」に年金受給権の変動調整の受払が

記録される。 
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調整勘定は、「その他の資産量変動勘定」及び「再評価勘定」に分割され、「再評価勘定」

は、更に「中立保有利得または損失勘定」及び「実質保有利得または損失勘定」に分割

して推計する。「その他の資産量変動勘定」は、各種資料により直接推計され、それ以

外の調整額は「再評価勘定」に記録される。 
ストック推計の結果は、「国民経済計算年次推計」のストック編に記録され、一連の

推計方法は第 11 章において取り上げる。 
 

ｅ．デフレーターと実質化 
デフレーターを推計するためには、まずはコモ法における商品分類を統合した分類

のレベルにおいて「基本単位デフレーター」と呼ばれる価格指数を推計する。次に、各

需要項目の当該分類別に「基本単位デフレーター」により名目値を除すことで実質値を

得、それらを需要項目ごとに集計することで実質国内総生産（支出側）を推計する。

GDP デフレーターは、名目 GDP を実質 GDP で除することによって事後的（インプリ

シット）に推計する。 
 実質国内総生産（生産側）は、経済活動別に産出額と中間投入額をそれぞれ別々に実

質化し、その差から最終的に付加価値の実質値を推計する（ダブルデフレーション方

式）。 
「国民経済計算年次推計」では実質値の表章項目に合わせてデフレーターも表章さ

れている。デフレーターの推計方法は第８章で取り上げる。 
 
（２）各種年次推計（第一次、第二次、第三次）の関係 

 年次推計値は、当該年の翌年末以降に「第一次年次推計」として公表し、当該年の翌々

年末以降に（すなわち、当該翌年の「第一次年次推計」の公表と同時）に「第二次年次推

計」として公表する。さらに、その一年後には、第二次年次推計について、SUT の枠組

みの下、コモ法による推計値と付加価値法による推計値等との調整を行った数値につい

て、「第三次年次推計」として公表する。 
 「第一次年次推計」と「第二次年次推計」では、利用できる基礎統計に違いがある。「第

一次年次推計」では基本的には当該年の翌年央頃までに利用可能な基礎統計を用いて推

計を行い、「第二次年次推計」ではその後追加的に利用可能となった基礎統計を用いて改

めて推計を行う。くわえて、「第三次年次推計」においては、「第二次年次推計」について、

SUT の枠組みに基づき、コモ法による推計値と付加価値法による推計値等との調整を行

う。 
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第２章 財貨・サービスの供給及び需要の推計 

１．概要 

（１）基本的な考え方  
市場生産者により産出される財貨・サービスの供給及び需要の推計においては、当該

年における財貨・サービスの各商品（屑・副産物を含む）について、出荷額、輸出入、

在庫増減等を把握して国内総供給を推計し、さらにこれらの商品について、流通段階ご

とに消費、投資などの需要項目別に金額ベースで把握する（これを「コモ法」という）。

ここで、商品ごとの需要先別の比率を「配分比率」という。商品の流通段階で発生する

マージン額や運賃は、マージン率及び運賃率という形で、推計プロセスに組み込まれて

おり、『産業連関表』（総務省等）を基に、流通段階ごとに設定する。 
一方、非市場生産者によるサービスの産出額と需要先別配分額は、別途決算書等の基

礎統計により推計する（第４章参照）。 
なお、第三次年次推計において、中間消費、家計最終消費支出、総固定資本形成及び

在庫変動については、後述するように、SUT の枠組みに基づき、コモ法における中間消

費の推計値と付加価値法における中間投入の推計値等との調整を通じて改定される。 
 
（２）商品分類と流通経路 
ａ．商品分類 
（ａ）商品の細分化 

 コモ法における商品分類は、2,000 品目以上に及ぶ（コモ８桁分類）。これは、よ

り詳細な商品分類で推計を行うことで需要先の特定が容易となり、推計精度をより

高いものとすることが可能となるためである。 
 

（ｂ）『産業連関表』に準拠 
 コモ法では、最新の『産業連関表』を取り込む基準改定作業にあたり、基準年次

の配分比率、運賃率、マージン率等を『産業連関表』から計算する。また、コモ８

桁分類を統合した約 400 品目からなるコモ６桁分類が『産業連関表』の基本分類

（非市場生産者により産出されるサービスを除く）とおおむね整合的となるようコ

ード付けを行う（表２－１）。 
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 基準年次より後の延長年次における需要項目別の配分比率等については、第５章

で後述するように、SUT の枠組みに基づき、付加価値法による推計値等との調整を

経て設定される。 
 
 

表2-1 コモディティ・フロー法の29分類の商品数

（2015年（平成27年）基準）

29分類 6桁分類

01 農林水産業 26

02 鉱業 7

（製造業） 236

03 食料品 33

04 繊維製品 14

05 パルプ・紙・紙加工品 9

06 化学 24

07 石油・石炭製品 11

08 窯業・土石製品 12

09 一次金属 23

10 金属製品 7

11 はん用・生産用・業務用機械 29

12 電子部品・デバイス 7

13 電気機械 15

14 情報・通信機器 11

15 輸送用機械 18

16 その他の製造品 23

17 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 7

18 建設業 5

19 卸売・小売業 2

20 運輸・郵便業 19

21 宿泊・飲食サービス業 4

22 情報通信業 14

23 金融・保険業 5

24 不動産業 4

25 専門・科学技術、業務支援サービス業 21

26 公務 -

27 教育 1

28 保健衛生・社会事業 6

29 その他のサービス 20

合計 377

（屑・副産物含む） 380
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ｂ．流通経路 
 コモ法では、コモ８桁分類の全商品の経済的取引について、図２－１に示す流通経路

により推計している。 
生産された商品は、生産者製品在庫及び半製品・仕掛品在庫となる部分を除き出荷さ

れる。これに輸入を加え、輸出を控除して国内総供給を得る。 
次に、国内総供給を各需要先に配分する。これらは、卸売業を経由するものと、卸売

業を経由しないで直接販売されるものに分かれる。後者の場合、取引に際して生産者販

売運賃がかかる場合がある。 
卸売業を経由するものは、それぞれ卸売マージン及び卸売運賃がかかり、更に小売業

者に渡るものと、卸売から直接販売されるものに分かれる。 
在庫に回る商品については、卸売在庫変動が計上された商品のみ、運賃・マージンを

仕入れと販売に分けて推計する。 
小売業を経由して売買されるものは、それぞれ小売マージン及び小売運賃とともに、

小売在庫変動率がかかって配分される。 
なお、産出額については、出荷額から推計し、輸出については、『貿易統計』（財務省）

や『国際収支統計』の輸出額から輸出運賃、輸出マージン及び特殊貿易輸出を推計する。 
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２．配分比率、運賃率及びマージン率の推計 

（１）基準年次推計方法の概要 
基準年次の配分比率、運賃率及びマージン率は、『産業連関表』のデータを基に推計

する。具体的には『産業連関表』の取引基本表（以下「Ｘ表」という。）をコモ法の推

計に対応した形に組み替え、「標準マージン率」を設定した上で、各流通段階における

各配分項目でのマージン率から流通段階別配分比率を決定する。『産業連関表』の組替

えにあたっては、主に、①家計外消費支出を中間消費として扱う、②自家輸送部門（旅

客自動車、貨物自動車）及び企業内研究開発等について、各部門へ配分する、③生産過

程から生じた屑・副産物について、『産業連関表』ではマイナス投入方式を採用してい

るが、国民経済計算では負値を控除して主産物の産出額に加算する、といった処理を行

う。 
 

（２）配分比率、運賃率及びマージン率の変動 
ａ．配分比率の変動 
 基準年次より後の延長年次のコモ法における国内総供給の各需要項目への配分比率

は、SUT の枠組みに基づき、コモ法による中間消費の推計値と付加価値法による中間

投入の推計値等との間の調整を経て設定されるため、品目によっては年々変動する。た

だし、第一次年次推計と第二次年次推計における配分比率は、電力、都市ガスなど『家

計統計』（総務省）等を使用した推計値（人的推計値）も活用して配分比率を設定する

一部品目 4を除いては、直近の第三次年次推計で得られた比率を用いるため同一となる。 
 

ｂ．マージン率の変動 
コモ法では、２種類のマージン額が推計される。一つは、個々の商品ごとに設定され

たマージン率により推計されるマージン額で、これを合計したものを「商品別積上げの

マージン額」と呼ぶ。 
もう一つは、商業（卸売、小売）の産出額の内訳として推計されるマージン額で、こ

れを「産業別積上げのマージン額」と呼ぶ。 
この２種類のマージン額は、差が出るのが一般的であるが、「産業別積上げのマージ

ン額」の方が「商品別積上げのマージン額」より推計精度が高いとみなして、「産業別

積上げのマージン額」をコントロール・トータルとして、両者の差を各商品に割り振る。 
なお、商業の産出額の内訳であるマージン額（「産業別積上げマージン額」）は、『産業

連関表』の産出額をベンチマークとしており、『商業動態統計』（経済産業省）より求め

                                                   
4 一部品目において『家計統計』等を用いた推計値により配分比率を設定していることに加え、2020年度

第一次年次推計においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を踏まえ、と畜・畜産食料品及

び酒類について、2019年からの国内家計最終消費支出の伸び率が、四半期別ＧＤＰ速報における需要側

推計値と供給側推計値とを統合した推計値の伸び率と等しくなるよう、配分比率を調整している。 



第２章 財貨・サービスの供給及び需要の推計 

- 11 - 
 

た年間販売額の伸び率と『法人企業統計』（財務省）より求めたマージン率の伸び率を

乗じることによって延長推計する。 
 

ｃ．運賃率の変動 
運賃額についても、マージン額の推計と同様に、個別商品にかかる運賃の合計額（商

品別積上げ）と運輸部門の産出額（産業別積上げ）の２種類の運賃額が推計されるが、

産業別積上げをコントロール・トータルとする。 
産業別の運賃は、基準年次については『産業連関表』から得られる形態ごとの運賃額

を用いるとともに、それ以外の年については、『鉄道輸送統計』、『自動車輸送統計』（い

ずれも国土交通省）、各事業者の有価証券報告書等を用いて推計する。 
商品別の運賃の推計にあたっては、生産から最終使用に至る過程で、各商品の単位

（数量）当たり輸送距離は、その流通過程に大きな変化が無い限り不変であるとみなす。

したがって、各商品の輸送量１単位当たりの運賃額は、基準年次の単位当たり運賃額を

運賃指数で変化させたものに等しいと考える。 
 

３．商品別出荷額の推計 

（１）基本的な考え方 
コモ法における商品の概念及び範囲は、『産業連関表』の部門分類に基づく。コモ法

の基準年次の出荷額は、『産業連関表』の出荷相当額にできるだけ一致するよう推計を

行う 5。基準年次より後の延長年次については、下記（２）のとおり、商品別に適切な

基礎統計を利用する。 
基準年次には、一部の商品を除き『産業連関表』と計数を一致させるため、コモ法の

「コモ８桁分類による商品別出荷額」を『産業連関表』の部門分類に統合した段階で、

『産業連関表』に一致するように補正率を作成する。金融、保険及び住宅賃貸料といっ

た帰属計算を行う商品並びに自社開発ソフトウェア 6、研究・開発及び娯楽作品原本と

いった『産業連関表』と概念が異なる商品等については、基準年次においても各種基礎

統計から推計した国民経済計算の推計値を用いる。 
 
（２）商品別推計方法の概要 

 延長年次における各商品（コモ６桁分類）の出荷額の推計に使用する基礎統計につい

ては、表２－２を参照のこと。 

                                                   
5 原則として、国民経済計算における出荷額は、『産業連関表』の出荷相当額と一致するが、屑・副産物

のような『産業連関表』と国民経済計算の概念・定義が異なる商品や、国民経済計算で独自推計を行って

いる商品（住宅賃貸料、金融・保険、研究開発サービス等）については、『産業連関表』の計数とは一致

しない。 
6 平成 27年産業連関表では自社開発ソフトウェアの参考表が作成された。 
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ａ．農林水産物 

農産物は、『作物統計』（農林水産省）、『農業物価指数』（農林水産省）等の諸統計を

利用して産出額を推計し、在庫分の調整を行うことで出荷額を推計する。 
林産物は、『生産林業所得統計』（農林水産省）等を、水産物は『漁業生産額』（農林

水産省）により出荷額を推計する。 
 

ｂ．鉱業品及び採石 
『経済産業省生産動態統計』（経済産業省）等を用い、品目別に出荷額を推計する。 
砂利及び石材については、『産業連関表』の出荷額をベンチマークとして、数量は関係

団体の資料、価格は『企業物価指数』（日本銀行）で延長推計する。 
なお、屑・副産物については、ｃ．製造業製品を参照。 

 
ｃ．製造業製品 

対象年次に応じて『経済センサス‐活動調査』（総務省・経済産業省）及び『工業統

計』（経済産業省）（いずれも確報）から出荷額を求めてコモ８桁分類ごとの出荷額を推

計する。ただし、自己消費比率の大きな商品の場合及び他の基礎資料でより精度の高い

推計値が得られる場合には、それら（主として『経済産業省生産動態統計』（経済産業

省）、『企業物価指数』等）を用いて推計する。 
ここで、『経済センサス‐活動調査』や『工業統計』は第二次年次推計の推計に際し

て用いるが、第一次年次推計の推計に際しては、調査・公表時期との兼ね合いからこれ

らの統計が利用可能でないため、『経済産業省生産動態統計』等からコモ８桁分類ごと

に産出額を求めた上で、『鉱工業指数』（経済産業省）や『法人企業統計』等により在庫

分の調整を行うことで出荷額を推計する。 
なお、屑・副産物については、『産業連関表』等を基に推計した屑・副産物発生率

（屑・副産物の出荷額と発生源となる商品の産出額等の比）に、延長年次における発

生源の商品の産出額等を乗じることにより求める。 
 

ｄ．電気・ガス・水道・廃棄物処理 
『電力調査統計』（経済産業省）、『ガス事業生産動態統計調査』（経済産業省）、『地方

公営企業年鑑』（総務省）等を基に推計する。 
 

ｅ．建設業 
建設補修分以外については、『建設総合統計』（国土交通省）及び決算情報に基づく『建

設投資見通し』（国土交通省）、建設補修分については、『建設工事施工統計』（国土交通

省）等を基に出来高ベースの産出額を推計する。建設補修のうち改装・改修と維持・修
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理の区分については、『建築物リフォーム・リニューアル調査』（国土交通省）を基に分

割する 。 
 
ｆ．卸売・小売 

 卸売・小売のマージン額は、『産業連関表』の国内生産額をベンチマークとし、『商業

動態統計』より求めた年間販売額の伸び率と『法人企業統計』より求めたマージン率の

伸び率を乗じることで延長推計する。卸売については、仲介貿易の売買差額として、『国

際収支統計』の「仲介貿易商品」のネットの輸出額を加える。 
 

ｇ．運輸・郵便 
『鉄道輸送統計』、『自動車輸送統計』、『サービス産業動向調査』（総務省）、『港湾統

計』（国土交通省）や各事業者の有価証券報告書等を基に産出額を推計する。 
 

ｈ．宿泊・飲食サービス 
 『訪日外国人消費動向調査』（観光庁）、『サービス産業動向調査』、業界資料等を基に

産出額を推計する。住宅宿泊サービスについては、住宅宿泊事業法及び国家戦略特別区

域法に基づき行われる民泊を記録の対象として、『住宅宿泊事業の宿泊実績』（観光庁）、

『訪日外国人消費動向調査』等から産出額を推計する。 
 

ｉ．情報通信 
『特定サービス産業動態統計』（経済産業省）、『サービス産業動向調査』、各事業者の

有価証券報告書等を基に推計する。 
ソフトウェアについては、受注型ソフトウェア及びパッケージ型ソフトウェアに加

え、自社開発ソフトウェアについても推計を行う。自社開発ソフトウェアは、社内で自

己使用向けに生産・開発されるソフトウェアであり、直接市場価格で評価することがで

きないため、『賃金構造基本統計』（厚生労働省）等により、開発に取り組んだ労働者の

人件費等を基に産出額を推計する。 
娯楽作品原本は、映画（やビデオ作品の）原本、テレビ番組原本、音楽原本及び書籍

原本に分けて推計する。映画原本とテレビ番組原本（放送業の制作分を除く）について

は、『産業連関表』や『経済構造実態調査』（総務省・経済産業省）（旧『特定サービス

産業実態調査』）を使用し、売上げに対する原本制作費比率を推計する。『経済構造実態

調査』や業界統計等の売上げを同比率にかけることで、原本への投資額を推計する。テ

レビ番組原本のうち放送業が制作するものは、決算情報に含まれる番組制作費や『情報

通信業基本調査』（総務省・経済産業省）の情報を使用して推計する。音楽の原本につ

いては、著作権管理団体が徴収し分配する著作権使用料の情報を使用してロイヤリテ

ィ方式で推計を行う。レコード会社の保有分は、『経済構造実態調査』のコスト情報も
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使用して推計する。書籍原本のうち作家の保有分は、『出版指標年報』（全国出版協会・

出版科学研究所）の書籍の出回り額のデータからロイヤリティ方式で推計する。具体的

には、著作権管理団体よりある年に得られるロイヤリティ収入の作成年別のデータを

入手し、同年に作成された原本から得られるロイヤリティ収入パターンを作成後、10
年物国債金利を用いて割引現在価値を計算し、その総和として同年に作成された原本

の価値を求める。 
 

ｊ．金融・保険 
（ａ）保険、年金基金を除く金融機関 

金融産出額は、受取手数料と FISIM（間接的に計測される金融仲介サービス）か

ら成る。 
手数料については各金融機関の決算書及び『国際収支統計』等より集計する。 
FISIM については、下記の推計式該当項目を推計する。 

 FISIM＝借り手側 FISIM＋貸し手側 FISIM 
 借り手側 FISIM＝貸出残高総額×（運用利子率－参照利子率） 
 貸し手側 FISIM＝預金残高総額×（参照利子率－調達利子率） 
残高については『資金循環統計』（日本銀行）等を基に推計し、各利子率は、各金

融機関の有価証券報告書等より集計される利息額と残高をもとに推計する。なお、

参照利子率は、預金取扱機関向けの利息額及び残高をもとに推計する。 
FISIM の輸出入については、都市銀行の有価証券報告書、『国際収支統計』等によ

り推計する。制度部門ごとの消費（最終消費、中間消費）は、産出額に輸出入を加

除し、国内消費額を求めた上で、各制度部門への貸出残高、各部門からの預金残高

及び参照利子率との率差により求められた金額の構成比を用いて推計する。 
フィナンシャルリースに係る FISIM についても、上記の計算式で推計する（フィ

ナンシャルリースに係る FISIM は借り手のみ）。残高及び利子率については、リー

ス事業協会資料を用いて推計する。 
 
（ｂ）生命保険、年金基金等 

 生命保険の産出額は、下式により、各機関の決算書等から推計される。かんぽ生

命や共済保険もこれに準じる。 
 生命保険産出額＝受取保険料＋財産運用純益－支払保険金－準備金純増額 

 
財産運用純益＝｛（利息配当収入＋金銭の信託運用益＋その他運用収入） 
        －（賃貸用不動産等減価償却費＋その他運用費用) } 
       ×（準備金残高／運用資産残高） 
       －財産運用益を源泉とする保険契約者配当 
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   準備金純増額＝危険準備金を除く責任準備金純増額＋支払備金純増額 
年金基金は、運用費用を積み上げることにより推計する。具体的には、年金基金

の「年金経理」の支出項目の資産運用に伴う運用報酬、業務委託費、コンサルティ

ング料等を積み上げて推計する。 
 

（ｃ）非生命保険及び定型保証 
 非生命保険の産出額は、下式により、各機関の決算書等から推計される。 

 非生命保険産出額＝受取保険料＋財産運用純益－支払保険金－準備金純増額 
   財産運用純益＝（利息配当収入－支払利子－保険契約者配当） 
               ×〔（責任準備金平均残高（うち積立分）＋支払備金平均残高） 
                    ÷（責任準備金平均残高（総額）＋支払備金平均残高）〕 

  定型保証の産出額は、下式により、各機関の決算書等より推計される。 
   定型保証産出額＝受取保証料＋財産運用純益－純債務肩代わり 

  財産運用純益＝利息配当収入－支払利息 
   純債務肩代わり＝貸倒損失－償却債権取立益＋貸倒引当金繰入 
              －貸倒引当金戻入＋保証損失引当金繰入－保証損失引当金戻入 

 
ｋ．不動産 

不動産のうち、不動産仲介・管理は、『法人企業統計』等を基に推計する。不動産

賃貸は、『経済センサス‐基礎調査』（総務省）、『企業向けサービス価格指数』（日本

銀行）等を基に推計する。 
住宅賃貸料（持ち家の帰属家賃を除く）は、『住宅・土地統計』（総務省）を基に、

同統計の対象年次について木造・非木造の構造別に、住宅数、床面積、家賃単価等

により推計し、それ以外の年次は、『建築物着工統計』（国土交通省）、『建築物滅失

統計』（国土交通省）等による増減床分と『消費者物価指数』（総務省）の家賃単価

から推計する。住宅賃貸料（持ち家の帰属家賃）は、都道府県、構造、建築時期と

いった属性を考慮した床面積、『住宅着工統計』（国土交通省）による持ち家比率及

び民営借家の家賃単価から推計する。なお、床面積は、『住宅宿泊事業の届出事業者

定期報告』（観光庁）等から得られた住宅宿泊サービス相当分の面積を控除したもの

を用いる。 
 

ｌ．専門・科学技術、業務支援サービス 
『特定サービス産業動態統計』、『毎月勤労統計』（厚生労働省）、『科学技術研究統

計』（総務省）、『サービス産業動向調査』等を基に産出額を推計する。 
企業内研究開発を含む研究開発サービスは、産出額を直接市場価格で評価するこ

とができないため、『科学技術研究統計』等を基に、研究・開発活動に要した人件費
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やその他の経費等の費用の合計により推計する 7。なお、『科学技術研究統計』は第二

次年次推計の推計に際して用いるが、第一次年次推計の推計に際しては、調査・公表

時期との兼ね合いから同統計が利用可能でないため、『全国企業短期経済観測調査』

（短観）（日本銀行）の研究開発投資額の対前年度伸び率を基に延長推計する 8。 
特許等サービスについては、『国際収支統計』の「産業財産権等使用料」の受取額

及び『経済産業省企業活動基本調査』（経済産業省）を基に推計する。 
著作権等サービスは、『国際収支統計』の「著作権等使用料」の受払額を使用する。

同金額を『経済産業省企業活動基本調査』や『情報通信業基本調査』を使用して、ソ

フトウェア由来か否かに分割する。 
 

ｍ．保健衛生・社会事業 
『国民医療費の概況』（厚生労働省）、『介護保険事業状況報告』（厚生労働省）等を

基に産出額を推計する。 
 

ｎ．その他のサービス（教育を含む） 
『サービス産業動向調査』、『特定サービス産業動態統計』、『毎月勤労統計』、『消費

者物価指数』等を基に産出額を推計する。 
 

４．在庫変動額の推計 

（１）推計方法  
コモ法の在庫変動額は、生産額や販売額に対する在庫変動額の割合、すなわち在庫変

動率を流通経路の中にあらかじめ設定することにより、コモ法に基づく一連の計算の

過程で推計される。 
在庫変動率は、製品、半製品・仕掛品、原材料及び流通品の各形態別に推計する。主

な基礎資料は、『経済センサス‐活動調査』、『工業統計』、『経済産業省生産動態統計』

及び農林水産省関係資料（製品在庫、半製品・仕掛品在庫、原材料在庫）並びに『経済

センサス‐活動調査』、『商業統計』及び『商業動態統計』（流通品在庫）である。 
製品在庫、半製品・仕掛品在庫及び原材料在庫については、『工業統計』等から在庫

変動額を求め、さらに製品在庫については出荷額、半製品・仕掛品在庫については生産

額、原材料在庫については原材料使用額でそれぞれを除して在庫変動率を求める。 
なお、『経済センサス‐活動調査』や『工業統計』は第二次年次推計の推計に際して

用いるが、第一次年次推計の推計に際しては、これらの統計が利用可能でないため、『鉱

                                                   
7 産出額の推計に際しては、人件費やその他の経費等の費用の合計に『法人企業統計』等を基に推計した

固定資本収益（純）（研究・開発に使用した固定資産から発生する純収益に当たる）を加算する。 
8 具体的には、『全国企業短期経済観測調査』の研究開発投資額（年度実績）の対前年度伸び率を基に、

固定資本収益分を加えて推計する。 
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工業指数』、『法人企業統計』等を用いて在庫変動率を求める。 
流通品在庫は、『経済センサス‐活動調査』又は『商業統計』を『商業動態統計』で

補外推計することにより得られる在庫変動額を販売額で除して、卸売及び小売在庫変

動率を求める。ところで、前述の流通経路では卸売間での売買が考慮されていないため、

そのままでは流通品在庫が過少に推計される。そこで、コモ法における卸売仕入額に対

する『経済センサス‐活動調査』等の販売額の割合を「卸回数」として計算し、これに

先に求めた流通品在庫変動率を乗ずることによって修正流通品在庫変動率を計算する。 
育成生物資源の自然成長分は、仕掛品在庫として計上する。推計方法は、実現在庫法

（RIM：Realized Inventory Method）であり、平均育成期間（成長率）、廃棄率等から

なる成長モデルを設定し、観測可能な毎期の出荷量（額）から生産量（額）・在庫量（額）

を推計する。 
 
（２）在庫品評価調整 

コモ法の在庫変動の推計においては、『工業統計』等の企業会計に基づく統計を利用

しているため、簿価ベースの評価額から国民経済計算における時価ベースの評価額へ

の調整、すなわち在庫品評価調整を行う必要があり、在庫変動率算定の際に評価調整を

行う。推計方法は、以下の手順による。 
ａ．『工業統計』等を基に名目在庫残高を算出する。 
ｂ．これを別途推計する在庫残高デフレーターで除して実質在庫残高を求める。 
ｃ．次に、期末と期首の差としての実質在庫増減を得、これに期中平均デフレーターを

乗じて評価調整後の在庫増減額を求める。 
ｄ．これを在庫変動率の分子として評価調整後の在庫変動率とする。 

なお、在庫残高デフレーターの作成にあたっては、在庫形態別にコモ６桁ベースの

価格指数を用いる。 
 
５．消費税の取扱い 
（１）修正グロス方式 

消費税の記録については、「修正グロス方式」を採用する。すなわち、まず『産業連

関表』と同様に、一部の例外を除き全ての商品は消費税を含んで出荷されるものとみな

し、供給側、需要側ともに一度消費税を計上したグロスの値で流通経路に沿って推計す

る。その上で、別途推計した投資の過大評価分（総固定資本形成及び在庫変動について、

課税事業者には前段階課税分の控除が認められる）を総固定資本形成及び在庫変動の

合計額から控除し、一国の合計額としてはネット価格で記録するものである。 
他の推計項目については、出荷額及び輸入は税込みであり、輸出は商社経由分につい

て税還付分を差し引く。 
 



第２章 財貨・サービスの供給及び需要の推計 
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（２）消費税控除額の推計 
総固定資本形成及び在庫変動については、人的推計法やヒアリング等により消費税

控除額を推計する。なお、総固定資本形成のなかでも、民間住宅と、公的固定資本形成

のうち一般政府と公的住宅については、消費税控除額はないものとする。 
①名目 
ａ．民間企業設備 
（ａ）非金融法人企業 

『法人企業統計』により仕入控除比率を推計の上、消費税控除額を推計する。 
 

（ｂ）金融機関 
課税事業比率を考慮して推計された仕入控除比率を用いて消費税控除額を推計

する。 
 

（ｃ）対家計民間非営利団体 
金融機関の場合と同様である。 

 
（ｄ）個人企業 

 すべて非課税とみなし、修正グロス＝グロスとして処理（控除税額はゼロ）する。 
 
ｂ．公的固定資本形成 

公的企業について、個々の機関等に対するヒアリング・各種資料により、控除税額

を直接算出する。 
 

ｃ．民間在庫変動 
『法人企業統計』により仕入控除比率を推計の上、消費税控除額を推計する。 

 
ｄ．公的在庫変動 

個々の機関等に対するヒアリングにより、控除税額を直接算出する。 
 

②実質 
   制度部門ごとに基準年の控除税比率を算出し、実質のグロス投資額に乗じて控除税

額を求める。 
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類
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類

コ
モ

６
桁

分
類

主
な

基
礎

統
計

・
資

料
名

農
林

水
産

業
米

麦
米

作
物

統
計

、
農

業
物

価
統

計
、

農
業

構
造

動
態

調
査

、
生

産
者

の
米

穀
在

庫
等

調
査

麦
類

作
物

統
計

、
農

業
物

価
統

計
、

食
料

需
給

表

そ
の

他
の

耕
種

農
業

い
も

類
豆

類
生

産
農

業
所

得
統

計
、

作
物

統
計

、
農

業
物

価
統

計
野

菜
果

実
砂

糖
原

料
作

物
飲

料
用

作
物

そ
の

他
の

食
用

耕
種

作
物

飼
料

作
物

作
物

統
計

、
農

業
物

価
統

計
種

苗
生

産
農

業
所

得
統

計
、

花
木

等
生

産
状

況
調

査
花

き
・
花

木
類

そ
の

他
の

非
食

用
耕

種
作

物
生

産
農

業
所

得
統

計
、

作
物

統
計

、
農

業
物

価
統

計
、

業
界

資
料

畜
産

酪
農

畜
産

統
計

、
牛

乳
乳

製
品

統
計

、
農

業
物

価
統

計
、

作
物

統
計

、
業

界
資

料
肉

用
牛

生
産

農
業

所
得

統
計

、
畜

産
統

計
、

農
業

物
価

統
計

豚 鶏
卵

畜
産

物
流

通
統

計
、

農
業

物
価

統
計

肉
鶏

そ
の

他
の

畜
産

生
産

農
業

所
得

統
計

、
農

業
物

価
統

計

農
業

サ
ー

ビ
ス

農
業

サ
ー

ビ
ス

（
獣

医
業

を
除

く
。

）
生

産
農

業
所

得
統

計
、

農
業

物
価

統
計

林
業

育
林

木
材

統
計

、
木

材
価

格
統

計
調

査
、

国
有

林
野

事
業

統
計

、
国

内
企

業
物

価
指

数
、

業
界

資
料

素
材

生
産

林
業

所
得

統
計

、
木

材
統

計
、

国
内

企
業

物
価

指
数

、
特

用
林

産
物

生
産

統
計

特
用

林
産

物
生

産
林

業
所

得
統

計
、

特
用

林
産

物
生

産
統

計

漁
業

海
面

漁
業

漁
業

産
出

額
、

漁
業

・
養

殖
業

生
産

統
計

、
消

費
者

物
価

指
数

海
面

養
殖

業
内

水
面

漁
業

・
養

殖
業

漁
業

産
出

額
、

漁
業

・
養

殖
業

生
産

統
計

、
業

界
資

料

鉱
業

金
属

鉱
物

金
属

鉱
物

経
済

産
業

省
生

産
動

態
統

計
、

国
内

企
業

物
価

指
数

非
金

属
鉱

物
砂

利
・
採

石
国

内
企

業
物

価
指

数
、

業
界

資
料

砕
石

砕
石

等
動

態
統

計
調

査
、

採
石

業
者

の
業

務
の

状
況

に
関

す
る

報
告

書
の

集
計

結
果

、
国

内
企

業
物

価
指

数
そ

の
他

の
鉱

物
経

済
産

業
省

生
産

動
態

統
計

、
国

内
企

業
物

価
指

数

石
炭

・
亜

炭
石

炭
国

内
企

業
物

価
指

数

原
油

・
天

然
ガ

ス
原

油
経

済
産

業
省

生
産

動
態

統
計

、
石

油
統

計
天

然
ガ

ス
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食
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と
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品

食
肉

畜
産

物
流

通
統

計
、

食
鳥

卸
売

価
格

の
旬

別
動

向
、

国
内

企
業

物
価

指
数

酪
農

品
工

業
統

計
、

食
品

産
業

動
態

調
査

そ
の

他
の

畜
産

食
料

品

水
産

食
料

品
冷

凍
魚

介
類

塩
・
干

・
く

ん
製

品
水

産
び

ん
・
か

ん
詰

ね
り

製
品

そ
の

他
の

水
産

食
料

品

精
穀

・
製

粉
精

穀
工

業
統

計
、

食
料

需
給

表
、

国
内

企
業

物
価

指
数

、
消

費
者

物
価

指
数

製
粉

工
業

統
計

、
食

品
産

業
動

態
調

査
、

業
界

資
料

農
産

食
料

品
め

ん
類

工
業

統
計

、
食

品
産

業
動

態
調

査
、

業
界

資
料

パ
ン

類
菓

子
類

農
産

保
存

食
料

品

そ
の

他
の

食
料

品
砂

糖
工

業
統

計
、

食
料

需
給

表
、

砂
糖

及
び

異
性

化
糖

の
需

給
見

通
し

で
ん

粉
ぶ

ど
う

糖
・
水

あ
め

・
異

性
化

糖
動

植
物

油
脂

工
業

統
計

、
食

料
需

給
表
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国

内
企

業
物

価
指

数
、

業
界

資
料

調
味

料
冷

凍
調

理
食

品
レ

ト
ル

ト
食

品
そ

う
菜

・
す

し
・
弁

当
そ

の
他

の
食

料
品

飲
料

清
酒

工
業

統
計

、
食

品
産

業
動

態
調

査
、

酒
類

等
課

税
状

況
表

ビ
ー

ル
類

ウ
イ

ス
キ

ー
類

そ
の

他
の

酒
類

茶
・
コ

ー
ヒ

ー
工

業
統

計
、

業
界

資
料

清
涼

飲
料

製
氷

飼
料

・
有

機
質

肥
料

飼
料

工
業

統
計

、
国

内
企

業
物

価
指

数
、

配
合

飼
料

・
混

合
飼

料
の

生
産

動
向

有
機

質
肥

料
工

業
統

計
、

業
界

資
料

た
ば

こ
た

ば
こ

業
界

資
料

工
業

統
計

、
食

品
産

業
動

態
調

査
、

食
料

需
給

表
、

業
界

資
料

工
業

統
計

、
食

品
産

業
動

態
調

査
、

業
界

資
料
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繊
維

製
品

化
学

繊
維

化
学

繊
維

工
業

統
計

、
経

済
産

業
省

生
産

動
態

統
計

紡
績

紡
績

糸
工

業
統

計
、

経
済

産
業

省
生

産
動

態
統

計

織
物

・
そ

の
他

の
繊

維
製

品
綿

・
ス

フ
織

物
（
合

繊
短

繊
維

織
物

を
含

む
。

）
工

業
統

計
、

経
済

産
業

省
生

産
動

態
統

計
絹

・
人

絹
織

物
（
合

繊
長

繊
維

織
物

を
含

む
。

）
そ

の
他

の
織

物
ニ

ッ
ト
生

地
染

色
整

理
そ

の
他

の
繊

維
工

業
製

品

衣
服

・
身

の
回

り
品

織
物

製
衣

服
工

業
統

計
、

経
済

産
業

省
生

産
動

態
統

計
ニ

ッ
ト
製

衣
服

そ
の

他
の

衣
服

・
身

の
回

り
品

寝
具

じ
ゅ

う
た

ん
・
床

敷
物

そ
の

他
の

繊
維

既
製

品
工

業
統

計
、

経
済

産
業

省
生

産
動

態
統

計
、

薬
事

工
業

生
産

動
態

統
計

パ
ル

プ
・
紙

・
紙

加
工

品
パ

ル
プ

・
紙

、
紙

加
工

品
パ

ル
プ

経
済

産
業

省
生

産
動

態
統

計
古

紙
－

洋
紙

・
和

紙
板

紙
段

ボ
ー

ル
塗

工
紙

・
建

設
用

加
工

紙
段

ボ
ー

ル
箱

そ
の

他
の

紙
製

容
器

紙
製

衛
生

材
料

・
用

品
そ

の
他

の
パ

ル
プ

・
紙

・
紙

加
工

品

工
業

統
計

、
経

済
産

業
省

生
産

動
態

統
計
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名

化
学

基
礎

化
学

製
品

化
学

肥
料

工
業

統
計

、
経

済
産

業
省

生
産

動
態

統
計

ソ
ー

ダ
工

業
製

品
無

機
顔

料
圧

縮
ガ

ス
・
液

化
ガ

ス
塩

工
業

統
計

、
塩

需
給

実
績

そ
の

他
の

無
機

化
学

工
業

製
品

工
業

統
計

、
経

済
産

業
省

生
産

動
態

統
計

石
油

化
学

基
礎

製
品

石
油

化
学

系
芳

香
族

製
品

脂
肪

族
中

間
物

環
式

中
間

物
・
合

成
染

料
・
有

機
顔

料
合

成
ゴ

ム
メ

タ
ン

誘
導

品
可

塑
剤

そ
の

他
の

有
機

化
学

工
業

製
品

合
成

樹
脂

医
薬

品
医

薬
品

工
業

統
計

、
薬

事
工

業
生

産
動

態
統

計

化
学

最
終

製
品

油
脂

加
工

製
品

・
界

面
活

性
剤

工
業

統
計

、
経

済
産

業
省

生
産

動
態

統
計

、
業

界
資

料
化

粧
品

・
歯

磨
塗

料
印

刷
イ

ン
キ

農
薬

ゼ
ラ

チ
ン

・
接

着
剤

写
真

感
光

材
料

そ
の

他
の

化
学

最
終

製
品

石
油

・
石

炭
製

品
石

油
製

品
ガ

ソ
リ

ン
経

済
産

業
省

生
産

動
態

統
計

、
国

内
企

業
物

価
指

数
ジ

ェ
ッ

ト
燃

料
油

灯
油

軽
油

Ａ
重

油
Ｂ

重
油

・
Ｃ

重
油

ナ
フ

サ
液

化
石

油
ガ

ス
工

業
統

計
、

経
済

産
業

省
生

産
動

態
統

計
そ

の
他

の
石

油
製

品

石
炭

製
品

石
炭

製
品

工
業

統
計

、
経

済
産

業
省

生
産

動
態

統
計

、
国

内
企

業
物

価
指

数
舗

装
材

料
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統
計

・
資

料
名

窯
業

・
土

石
製

品
ガ

ラ
ス

・
ガ

ラ
ス

製
品

板
ガ

ラ
ス

・
安

全
ガ

ラ
ス

工
業

統
計

、
経

済
産

業
省

生
産

動
態

統
計

ガ
ラ

ス
繊

維
・
同

製
品

そ
の

他
の

ガ
ラ

ス
製

品

セ
メ

ン
ト
・
セ

メ
ン

ト
製

品
セ

メ
ン

ト
工

業
統

計
、

経
済

産
業

省
生

産
動

態
統

計
、

業
界

資
料

生
コ

ン
ク

リ
ー

ト
セ

メ
ン

ト
製

品

陶
磁

器
陶

磁
器

工
業

統
計

、
経

済
産

業
省

生
産

動
態

統
計

そ
の

他
の

窯
業

・
土

石
製

品
耐

火
物

工
業

統
計

、
経

済
産

業
省

生
産

動
態

統
計

そ
の

他
の

建
設

用
土

石
製

品
炭

素
・
黒

鉛
製

品
研

磨
材

そ
の

他
の

窯
業

・
土

石
製

品

一
次

金
属

銑
鉄

・
粗

鋼
銑

鉄
経

済
産

業
省

生
産

動
態

統
計

、
国

内
企

業
物

価
指

数
フ

ェ
ロ

ア
ロ

イ
工

業
統

計
、

経
済

産
業

省
生

産
動

態
統

計
粗

鋼
経

済
産

業
省

生
産

動
態

統
計

、
国

内
企

業
物

価
指

数
鉄

屑
－

鉄
鋼

製
品

熱
間

圧
延

鋼
材

経
済

産
業

省
生

産
動

態
統

計
、

国
内

企
業

物
価

指
数

、
貿

易
統

計
鋼

管
経

済
産

業
省

生
産

動
態

統
計

、
国

内
企

業
物

価
指

数
冷

間
仕

上
鋼

材
め

っ
き

鋼
材

工
業

統
計

、
経

済
産

業
省

生
産

動
態

統
計

鋳
鍛

鋼
鋳

鉄
管

鋳
鉄

品
・
鍛

工
品

（
鉄

）
鉄

鋼
シ

ャ
ー

ス
リ

ッ
ト
業

そ
の

他
の

鉄
鋼

製
品

非
鉄

金
属

精
錬

・
精

製
銅

工
業

統
計

、
経

済
産

業
省

生
産

動
態

統
計

鉛
・
亜

鉛
（
再

生
を

含
む

。
）

ア
ル

ミ
ニ

ウ
ム

（
再

生
を

含
む

。
）

経
済

産
業

省
生

産
動

態
統

計
そ

の
他

の
非

鉄
金

属
地

金
工

業
統

計
、

経
済

産
業

省
生

産
動

態
統

計
非

鉄
金

属
屑

－

非
鉄

金
属

加
工

製
品

電
線

・
ケ

ー
ブ

ル
工

業
統

計
、

経
済

産
業

省
生

産
動

態
統

計
光

フ
ァ

イ
バ

ケ
ー

ブ
ル

伸
銅

品
ア

ル
ミ

圧
延

製
品

非
鉄

金
属

素
形

材
核

燃
料

貿
易

統
計

、
日

本
原

燃
売

上
高

そ
の

他
の

非
鉄

金
属

製
品

工
業

統
計

、
経

済
産

業
省

生
産

動
態

統
計

金
属

製
品

建
設

・
建

築
用

金
属

製
品

建
設

用
金

属
製

品
工

業
統

計
、

経
済

産
業

省
生

産
動

態
統

計
建

築
用

金
属

製
品

そ
の

他
の

金
属

製
品

ガ
ス

・
石

油
機

器
・
暖

房
・
調

理
装

置
工

業
統

計
、

経
済

産
業

省
生

産
動

態
統

計
ボ

ル
ト
・
ナ

ッ
ト
・
リ

ベ
ッ

ト
・
ス

プ
リ

ン
グ

金
属

製
容

器
・
製

缶
板

金
製

品
配

管
工

事
附

属
品

・
粉

末
や

金
製

品
・
道

具
類

そ
の

他
の

金
属

製
品
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表
２
－

２
　
コ
モ
法

に
お
け
る
商

品
別

出
荷

額
の

延
長

年
次

推
計

の
主

な
基

礎
統

計
・
資

料

中
分

類
小

分
類

コ
モ

６
桁

分
類

主
な

基
礎

統
計

・
資

料
名

は
ん

用
・
生

産
用

・
業

務
用

機
械

は
ん

用
機

械
ボ

イ
ラ

工
業

統
計

、
経

済
産

業
省

生
産

動
態

統
計

タ
ー

ビ
ン

原
動

機
ポ

ン
プ

・
圧

縮
機

運
搬

機
械

冷
凍

機
・
温

湿
調

整
装

置
ベ

ア
リ

ン
グ

そ
の

他
の

は
ん

用
機

械

生
産

用
機

械
農

業
用

機
械

工
業

統
計

、
経

済
産

業
省

生
産

動
態

統
計

建
設

・
鉱

山
機

械
繊

維
機

械
生

活
関

連
産

業
用

機
械

化
学

機
械

鋳
造

装
置

・
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
加

工
機

械
金

属
工

作
機

械
金

属
加

工
機

械
機

械
工

具
半

導
体

製
造

装
置

金
型

真
空

装
置

・
真

空
機

器
ロ

ボ
ッ

ト
そ

の
他

の
生

産
用

機
械

業
務

用
機

械
複

写
機

工
業

統
計

、
経

済
産

業
省

生
産

動
態

統
計

そ
の

他
の

事
務

用
機

械
サ

ー
ビ

ス
用

・
娯

楽
用

機
器

工
業

統
計

、
経

済
産

業
省

生
産

動
態

統
計

、
業

界
資

料
計

測
機

器
工

業
統

計
、

経
済

産
業

省
生

産
動

態
統

計
医

療
用

機
械

器
具

工
業

統
計

、
薬

事
工

業
生

産
動

態
統

計
光

学
機

械
・
レ

ン
ズ

工
業

統
計

、
経

済
産

業
省

生
産

動
態

統
計

武
器

工
業

統
計

、
防

衛
省

資
料

電
子

部
品

・
デ

バ
イ

ス
電

子
部

品
・
デ

バ
イ

ス
半

導
体

素
子

工
業

統
計

、
経

済
産

業
省

生
産

動
態

統
計

集
積

回
路

液
晶

パ
ネ

ル
フ

ラ
ッ

ト
パ

ネ
ル

・
電

子
管

記
録

メ
デ

ィ
ア

電
子

回
路

そ
の

他
の

電
子

部
品
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表
２
－

２
　
コ
モ
法

に
お
け
る
商

品
別

出
荷

額
の

延
長

年
次

推
計

の
主

な
基

礎
統

計
・
資

料

中
分

類
小

分
類

コ
モ

６
桁

分
類

主
な

基
礎

統
計

・
資

料
名

電
気

機
械

産
業

用
電

気
機

器
回

転
電

気
機

械
工

業
統

計
、

経
済

産
業

省
生

産
動

態
統

計
変

圧
器

・
変

成
器

開
閉

制
御

装
置

・
配

電
盤

配
線

器
具

内
燃

機
関

電
装

品
そ

の
他

の
産

業
用

電
気

機
器

民
生

用
電

気
機

器
民

生
用

エ
ア

コ
ン

デ
ィ

シ
ョ
ナ

工
業

統
計

、
経

済
産

業
省

生
産

動
態

統
計

民
生

用
電

気
機

器
（
エ

ア
コ

ン
を

除
く

。
）

そ
の

他
の

電
気

機
械

電
子

応
用

装
置

（
防

衛
装

備
品

を
除

く
。

）
工

業
統

計
、

経
済

産
業

省
生

産
動

態
統

計
、

防
衛

省
資

料
電

子
応

用
装

置
（
防

衛
装

備
品

）
防

衛
省

資
料

電
気

計
測

器
工

業
統

計
、

経
済

産
業

省
生

産
動

態
統

計
電

球
類

電
気

照
明

器
具

電
池

そ
の

他
の

電
気

機
械

器
具

情
報

・
通

信
機

器
通

信
機

械
・
同

関
連

機
器

有
線

電
気

通
信

機
器

工
業

統
計

、
経

済
産

業
省

生
産

動
態

統
計

携
帯

電
話

機
ラ

ジ
オ

・
テ

レ
ビ

受
信

機
無

線
電

気
通

信
機

器
（
防

衛
装

備
品

を
除

く
。

）
工

業
統

計
、

経
済

産
業

省
生

産
動

態
統

計
、

防
衛

省
資

料
無

線
電

気
通

信
機

器
（
防

衛
装

備
品

）
防

衛
省

資
料

そ
の

他
の

電
気

通
信

機
器

工
業

統
計

、
経

済
産

業
省

生
産

動
態

統
計

ビ
デ

オ
機

器
・
デ

ジ
タ

ル
カ

メ
ラ

電
気

音
響

機
器

電
子

計
算

機
・
同

附
属

装
置

パ
ー

ソ
ナ

ル
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
工

業
統

計
、

経
済

産
業

省
生

産
動

態
統

計
電

子
計

算
機

本
体

（
パ

ソ
コ

ン
を

除
く

。
）

電
子

計
算

機
附

属
装

置

輸
送

用
機

械
自

動
車

乗
用

車
経

済
産

業
省

生
産

動
態

統
計

ト
ラ

ッ
ク

・
バ

ス
・
そ

の
他

の
自

動
車

工
業

統
計

、
経

済
産

業
省

生
産

動
態

統
計

二
輪

自
動

車
自

動
車

用
内

燃
機

関
自

動
車

部
品

船
舶

・
同

修
理

鋼
船

（
防

衛
装

備
品

を
除

く
。

）
工

業
統

計
、

造
船

造
機

統
計

そ
の

他
の

船
舶

舶
用

内
燃

機
関

（
防

衛
装

備
品

を
除

く
。

）
工

業
統

計
、

経
済

産
業

省
生

産
動

態
統

計
、

防
衛

省
資

料
鋼

船
（
防

衛
装

備
品

）
工

業
統

計
、

造
船

造
機

統
計

舶
用

内
燃

機
関

（
防

衛
装

備
品

）
防

衛
省

資
料

船
舶

修
理

造
船

造
機

統
計

そ
の

他
の

輸
送

機
械

・
同

修
理

鉄
道

車
両

工
業

統
計

、
鉄

道
車

両
等

生
産

動
態

統
計

鉄
道

車
両

修
理

鉄
道

統
計

年
報

、
鉄

道
車

両
等

生
産

動
態

統
計

航
空

機
（
防

衛
装

備
品

を
除

く
。

）
経

済
産

業
省

生
産

動
態

統
計

航
空

機
（
防

衛
装

備
品

）
航

空
機

修
理

自
転

車
工

業
統

計
、

経
済

産
業

省
生

産
動

態
統

計
そ

の
他

の
輸

送
機

械
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表
２
－

２
　
コ
モ
法

に
お
け
る
商

品
別

出
荷

額
の

延
長

年
次

推
計

の
主

な
基

礎
統

計
・
資

料

中
分

類
小

分
類

コ
モ

６
桁

分
類

主
な

基
礎

統
計

・
資

料
名

そ
の

他
の

製
造

品
木

材
・
木

製
品

製
材

工
業

統
計

、
木

材
統

計
合

板
・
集

成
材

木
材

チ
ッ

プ
そ

の
他

の
木

製
品

家
具

・
装

備
品

木
製

家
具

工
業

統
計

、
経

済
産

業
省

生
産

動
態

統
計

金
属

製
家

具
木

製
建

具
そ

の
他

の
家

具
・
装

備
品

印
刷

・
製

版
・
製

本
印

刷
・
製

版
・
製

本
工

業
統

計
、

経
済

産
業

省
生

産
動

態
統

計

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

製
品

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

製
品

工
業

統
計

、
経

済
産

業
省

生
産

動
態

統
計

ゴ
ム

製
品

タ
イ

ヤ
・
チ

ュ
ー

ブ
工

業
統

計
、

経
済

産
業

省
生

産
動

態
統

計
そ

の
他

の
ゴ

ム
製

品

な
め

し
革

・
毛

皮
・
同

製
品

革
製

履
物

工
業

統
計

、
経

済
産

業
省

生
産

動
態

統
計

な
め

し
革

・
革

製
品

・
毛

皮
（
革

製
履

物
を

除
く

。
）

そ
の

他
の

製
造

工
業

製
品

が
ん

具
工

業
統

計
、

経
済

産
業

省
生

産
動

態
統

計
運

動
用

品
身

辺
細

貨
品

時
計

楽
器

筆
記

具
・
文

具
畳

・
わ

ら
加

工
品

情
報

記
録

物
そ

の
他

の
製

造
工

業
製

品

電
気

・
ガ

ス
・
水

道
・
廃

棄
物

処
理

業
電

力
事

業
用

電
力

電
力

調
査

統
計

、
国

内
企

業
物

価
指

数
自

家
発

電

ガ
ス

・
熱

供
給

都
市

ガ
ス

ガ
ス

事
業

生
産

動
態

統
計

調
査

、
消

費
者

物
価

指
数

熱
供

給
業

業
界

資
料

水
道

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
上

水
道

・
簡

易
水

道
地

方
公

営
企

業
年

鑑
、

家
計

統
計

、
人

口
推

計
工

業
用

水
地

方
公

営
企

業
年

鑑
、

鉱
工

業
指

数
、

国
内

企
業

物
価

指
数

廃
棄

物
処

理
廃

棄
物

処
理

サ
ー

ビ
ス

産
業

動
向

調
査

建
設

業
建

設
木

造
建

築
建

設
総

合
統

計
非

木
造

建
築

建
設

補
修

（
改

装
・
改

修
）

建
設

工
事

施
工

統
計

、
建

築
物

リ
フ

ォ
ー

ム
リ

ニ
ュ

ー
ア

ル
調

査
建

設
補

修
（
維

持
・
修

理
）

そ
の

他
の

土
木

建
設

建
設

総
合

統
計

卸
売

・
小

売
業

卸
売

卸
売

商
業

動
態

統
計

、
法

人
企

業
統

計
、

国
際

収
支

統
計

、
農

業
協

同
組

合
及

び
同

連
合

会
一

斉
調

査

小
売

小
売

商
業

動
態

統
計

、
法

人
企

業
統

計
、

農
業

協
同

組
合

及
び

同
連

合
会

一
斉

調
査
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表
２
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２
　
コ
モ
法

に
お
け
る
商

品
別

出
荷

額
の

延
長

年
次

推
計

の
主

な
基

礎
統

計
・
資

料

中
分

類
小

分
類

コ
モ

６
桁

分
類

主
な

基
礎

統
計

・
資

料
名

運
輸

・
郵

便
業

鉄
道

輸
送

鉄
道

旅
客

輸
送

鉄
道

統
計

年
報

、
鉄

道
輸

送
統

計
調

査
、

消
費

者
物

価
指

数
、

業
界

資
料

鉄
道

貨
物

輸
送

鉄
道

統
計

年
報

、
鉄

道
輸

送
統

計
調

査
、

企
業

向
け

サ
ー

ビ
ス

価
格

指
数

、
業

界
資

料

道
路

輸
送

バ
ス

自
動

車
輸

送
統

計
、

消
費

者
物

価
指

数
ハ

イ
ヤ

ー
・
タ

ク
シ

ー
道

路
貨

物
輸

送
（
自

家
輸

送
を

除
く

。
）

自
動

車
輸

送
統

計
、

企
業

向
け

サ
ー

ビ
ス

価
格

指
数

水
運

外
洋

輸
送

国
際

収
支

統
計

、
業

界
資

料
沿

海
・
内

水
面

輸
送

内
航

船
舶

輸
送

統
計

、
交

通
関

連
統

計
資

料
集

、
第

３
次

産
業

活
動

指
数

、
消

費
者

物
価

指
数

、
企

業
向

け
サ

ー
ビ

ス
価

格
指

数
港

湾
運

送
有

価
証

券
報

告
書

航
空

輸
送

航
空

輸
送

有
価

証
券

報
告

書
、

特
定

本
邦

航
空

運
送

事
業

者
に

係
る

情
報

、
特

定
本

邦
航

空
運

送
事

業
者

以
外

に
係

る
情

報
、

航
空

輸
送

統
計

そ
の

他
の

運
輸

貨
物

利
用

運
送

自
動

車
輸

送
統

計
、

企
業

向
け

サ
ー

ビ
ス

価
格

指
数

倉
庫

サ
ー

ビ
ス

産
業

動
向

調
査

こ
ん

包
第

３
次

産
業

活
動

指
数

、
企

業
向

け
サ

ー
ビ

ス
価

格
指

数
道

路
輸

送
施

設
提

供
有

価
証

券
報

告
書

、
業

界
資

料
水

運
施

設
管

理
決

算
報

告
書

、
港

湾
整

備
事

業
資

料
水

運
附

帯
サ

ー
ビ

ス
有

価
証

券
報

告
書

航
空

施
設

管
理

有
価

証
券

報
告

書
、

特
別

会
計

決
算

参
照

書
航

空
附

帯
サ

ー
ビ

ス
航

空
輸

送
統

計
、

消
費

者
物

価
指

数
旅

行
・
そ

の
他

の
運

輸
附

帯
サ

ー
ビ

ス
サ

ー
ビ

ス
産

業
動

向
調

査

郵
便

・
信

書
便

郵
便

・
信

書
便

財
務

諸
表

、
特

定
信

書
便

事
業

の
現

況

宿
泊

・
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

宿
泊

業
宿

泊
業

サ
ー

ビ
ス

産
業

動
向

調
査

住
宅

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

訪
日

外
国

人
消

費
動

向
調

査
、

住
宅

宿
泊

事
業

の
宿

泊
実

績
、

特
区

民
泊

の
動

き
、

消
費

者
物

価
指

数

飲
食

サ
ー

ビ
ス

飲
食

店
サ

ー
ビ

ス
産

業
動

向
調

査
持

ち
帰

り
・
配

達
飲

食
サ

ー
ビ

ス

情
報

通
信

業
通

信
固

定
電

気
通

信
サ

ー
ビ

ス
産

業
動

向
調

査
移

動
電

気
通

信
電

気
通

信
に

附
帯

す
る

サ
ー

ビ
ス

放
送

公
共

放
送

N
H

K
財

務
諸

表

民
間

放
送

サ
ー

ビ
ス

産
業

動
向

調
査

、
情

報
通

信
白

書
、

業
界

資
料

有
線

放
送

サ
ー

ビ
ス

産
業

動
向

調
査

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
附

随
サ

ー
ビ

ス
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト
附

随
サ

ー
ビ

ス
情

報
通

信
業

基
本

調
査

、
特

定
サ

ー
ビ

ス
産

業
動

態
統

計
ソ

フ
ト
ウ

ェ
ア

業
特

定
サ

ー
ビ

ス
産

業
動

態
統

計
イ

ン
ハ

ウ
ス

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

賃
金

構
造

基
本

統
計

情
報

処
理

・
提

供
サ

ー
ビ

ス
特

定
サ

ー
ビ

ス
産

業
動

態
統

計
映

像
・
音

声
・
文

字
情

報
制

作
（
新

聞
・
出

版
を

除
く

。
）

サ
ー

ビ
ス

産
業

動
向

調
査

新
聞

出
版

娯
楽

作
品

原
本

経
済

構
造

実
態

調
査

（
特

定
サ

ー
ビ

ス
産

業
実

態
調

査
）
、

情
報

通
信

業
基

本
調

査
、

出
版

指
標

年
報

、
日

本
民

間
放

送
年

鑑
、

業
界

資
料

情
報

サ
ー

ビ
ス

、
映

像
・
音

声
・
文

字
情

報
制

作
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表
２
－

２
　
コ
モ
法

に
お
け
る
商

品
別

出
荷

額
の

延
長

年
次

推
計

の
主

な
基

礎
統

計
・
資

料

中
分

類
小

分
類

コ
モ

６
桁

分
類

主
な

基
礎

統
計

・
資

料
名

金
融

・
保

険
業

金
融

Ｆ
ＩＳ

ＩＭ
金

融
手

数
料

保
険

生
命

保
険

非
生

命
保

険
定

型
保

証

不
動

産
業

不
動

産
仲

介
及

び
賃

貸
不

動
産

仲
介

・
管

理
業

サ
ー

ビ
ス

産
業

動
向

調
査

、
法

人
企

業
統

計
不

動
産

賃
貸

業
サ

ー
ビ

ス
産

業
動

向
調

査

住
宅

賃
貸

料
住

宅
賃

貸
料

住
宅

・
土

地
統

計
、

建
築

着
工

統
計

、
住

宅
着

工
統

計
、

建
築

物
滅

失
統

計
住

宅
賃

貸
料

（
帰

属
家

賃
）

専
門

・
科

学
技

術
、

業
務

支
援

サ
ー

ビ
ス

業
研

究
開

発
サ

ー
ビ

ス
自

然
科

学
研

究
機

関
人

文
・
社

会
科

学
研

究
機

関
企

業
内

研
究

開
発

広
告

広
告

特
定

サ
ー

ビ
ス

産
業

動
態

統
計

物
品

賃
貸

サ
ー

ビ
ス

(不
動

産
除

く
）

産
業

用
機

械
器

具
（
建

設
機

械
器

具
を

除
く

。
）
賃

貸
業

業
界

資
料

建
設

機
械

器
具

賃
貸

業
特

定
サ

ー
ビ

ス
産

業
動

態
統

計
電

子
計

算
機

・
同

関
連

機
器

賃
貸

業
事

務
用

機
械

器
具

賃
貸

業
ス

ポ
ー

ツ
・
娯

楽
用

品
・
そ

の
他

の
物

品
賃

貸
業

サ
ー

ビ
ス

産
業

動
向

調
査

貸
自

動
車

業
特

許
等

サ
ー

ビ
ス

国
際

収
支

統
計

、
経

済
産

業
省

企
業

活
動

基
本

調
査

著
作

権
等

サ
ー

ビ
ス

（
娯

楽
作

品
の

輸
出

入
）

国
際

収
支

統
計

、
経

済
産

業
省

企
業

活
動

基
本

調
査

、
情

報
通

信
業

基
本

調
査

著
作

権
等

サ
ー

ビ
ス

（
ソ

フ
ト
の

輸
出

入
）

そ
の

他
の

対
事

業
所

サ
ー

ビ
ス

獣
医

業
サ

ー
ビ

ス
産

業
動

向
調

査
法

務
・
財

務
・
会

計
サ

ー
ビ

ス
土

木
建

築
サ

ー
ビ

ス
労

働
者

派
遣

サ
ー

ビ
ス

サ
ー

ビ
ス

産
業

動
向

調
査

、
労

働
者

派
遣

事
業

報
告

書
、

労
働

力
統

計
、

企
業

向
け

サ
ー

ビ
ス

価
格

指
数

建
物

サ
ー

ビ
ス

サ
ー

ビ
ス

産
業

動
向

調
査

警
備

業
鉱

物
探

査
一

般
会

計
歳

入
歳

出
決

算
書

、
特

別
会

計
歳

入
歳

出
決

算
書

そ
の

他
の

対
事

業
所

サ
ー

ビ
ス

サ
ー

ビ
ス

産
業

動
向

調
査

、
特

別
会

計
決

算
参

照
書

、
特

定
サ

ー
ビ

ス
産

業
動

態
統

計
、

毎
月

勤
労

統
計

教
育

教
育

そ
の

他
の

教
育

訓
練

機
関

サ
ー

ビ
ス

産
業

動
向

調
査

保
健

衛
生

・
社

会
事

業
医

療
・
福

祉
医

療
国

民
医

療
費

、
決

算
書

保
健

衛
生

経
済

セ
ン

サ
ス

－
基

礎
調

査
、

消
費

者
物

価
指

数
社

会
福

祉
保

育
所

社
会

福
祉

施
設

等
調

査
、

消
費

者
物

価
指

数
介

護
（
施

設
サ

ー
ビ

ス
）

介
護

給
付

費
の

状
況

、
介

護
保

険
事

業
状

況
報

告
介

護
（
施

設
サ

ー
ビ

ス
を

除
く

。
）

科
学

技
術

研
究

統
計

、
法

人
企

業
統

計
、

全
国

企
業

短
期

経
済

観
測

調
査

資
金

循
環

統
計

、
国

際
収

支
統

計
、

全
国

銀
行

財
務

諸
表

分
析

、
日

本
証

券
業

協
会

資
料

生
命

保
険

協
会

資
料

、
各

年
金

基
金

の
財

務
諸

表
、

各
共

済
保

険
の

財
務

諸
表

、
イ

ン
シ

ュ
ア

ラ
ン

ス
損

害
保

険
統

計
号

、
損

害
保

険
料

率
算

出
機

構
統

計
集

、
各

定
型

保
証

機
関

の
財

務
諸

表
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表
２
－

２
　
コ
モ
法

に
お
け
る
商

品
別

出
荷

額
の

延
長

年
次

推
計

の
主

な
基

礎
統

計
・
資

料

中
分

類
小

分
類

コ
モ

６
桁

分
類

主
な

基
礎

統
計

・
資

料
名

そ
の

他
の

サ
ー

ビ
ス

自
動

車
整

備
・
機

械
修

理
自

動
車

整
備

サ
ー

ビ
ス

産
業

動
向

調
査

、
自

動
車

特
定

整
備

業
実

態
調

査
機

械
修

理
サ

ー
ビ

ス
産

業
動

向
調

査

会
員

制
企

業
団

体
会

員
制

企
業

団
体

民
間

非
営

利
団

体
実

態
調

査

娯
楽

サ
ー

ビ
ス

映
画

館
サ

ー
ビ

ス
産

業
動

向
調

査
興

行
場

（
映

画
館

を
除

く
。

）
・
興

行
団

競
輪

・
競

馬
等

の
競

走
場

・
競

技
団

地
方

財
政

統
計

年
報

、
財

務
諸

表
、

業
界

資
料

ス
ポ

ー
ツ

施
設

提
供

業
・
公

園
・
遊

園
地

サ
ー

ビ
ス

産
業

動
向

調
査

遊
戯

場
そ

の
他

の
娯

楽

そ
の

他
の

対
個

人
サ

ー
ビ

ス
洗

濯
業

サ
ー

ビ
ス

産
業

動
向

調
査

理
容

業
美

容
業

浴
場

業
そ

の
他

の
洗

濯
・
理

容
・
美

容
・
浴

場
業

写
真

業
冠

婚
葬

祭
業

特
定

サ
ー

ビ
ス

産
業

動
態

統
計

個
人

教
授

業
サ

ー
ビ

ス
産

業
動

向
調

査
各

種
修

理
業

（
別

掲
を

除
く

。
）

そ
の

他
の

対
個

人
サ

ー
ビ

ス
サ

ー
ビ

ス
産

業
動

向
調

査
、

毎
月

勤
労

統
計

、
国

勢
統

計
、

地
方

財
政

統
計

年
報

分
類

不
明

分
類

不
明

-

（
備

考
）

１
．

各
種

製
造

品
に

つ
い

て
、

「
工

業
統

計
」
と

記
す

場
合

、
「
経

済
セ

ン
サ

ス
－

活
動

調
査

」
の

対
象

年
は

同
調

査
を

指
す

。
こ

れ
ら

の
統

計
は

第
二

次
年

次
推

計
で

使
用

。
２

．
コ

モ
６

桁
分

類
の

定
義

は
、

基
本

的
に

「
平

成
2
7
年

産
業

連
関

表
」
に

準
拠

す
る

（
「
平

成
2
7
年

（
2
0
1
5
年

）
産

業
連

関
表

－
総

合
解

説
編

－
」
を

参
照

）
。

 　
 た

だ
し

、
各

種
製

造
品

に
お

け
る

防
衛

装
備

品
、

住
宅

宿
泊

サ
ー

ビ
ス

、
イ

ン
ハ

ウ
ス

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

、
娯

楽
原

本
、

定
型

保
証

、
特

許
等

サ
ー

ビ
ス

、
著

作
権

サ
ー

ビ
ス

は
国

民
経

済
計

算
で

 独
自

に
品

目
を

設
け

て
い

る
ほ

か
、

屑
・
副

産
物

や
家

計
外

消
費

支
出

の
　

　
取

扱
い

、
政

府
関

係
諸

機
関

の
格

付
け

等
に

お
け

る
産

業
連

関
表

と
国

民
経

済
計

算
の

相
違

が
あ

る
。
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第３章 国内総生産（生産側）の推計 

 

１．概要 

国内総生産（生産側）は、経済活動（以下本章では「産業別」という。）別の付加価値

から推計する（産業別分類については、表３－１参照）。このうち、市場生産者分の産業

別の付加価値の推計方法は、産出額から中間投入額 ９を控除して求めるというもので、こ

れを「付加価値法 １０」という。Ｖ表（図３－１）及びＵ表（図３－２）を作成して、それ

ぞれの表で推計した産業別産出額から産業別中間投入額を差し引くことで、生産活動に

より新しく生み出された産業別国内総生産（付加価値）を求める。付加価値推計の主な手

順は、図３－３のとおり。 
一方、非市場生産者の産出額、中間投入額、付加価値額及びその構成項目は、別途決算

書類等により推計する（具体的には、第４章参照）。 
 
（１）Ｖ表 

Ｖ表は、行に産業を、列に商品をとった産出額の行列で、各産業がどの商品をどれだ

け産出したかを生産者価格で記録したものであり、行和は産業別産出額を、列和は商品

別産出額を、それぞれ表している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
９ 中間投入とは、生産の過程で原材料・光熱燃料・間接費等として投入された財貨・サービスを指す。 
１０ 2015年（平成 27年）基準改定においていくつかの変更を行っている。例えば、リース区分について、

従来の使用者主義から経済的所有に基づく区分に改めており、フィナンシャルリース（FL）とオペレーテ

ィングリース（OL）に分けており、前者は金融業、後者は物品賃貸サービス業の産出及び投入として記録

している。 
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図３－１ Ｖ表 １１ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
主産物：Ａ𝑖𝑖𝑖𝑖（対角線上）、副次生産物：Ａ𝑖𝑖𝑖𝑖（i≠j, 対角線上以外） 

 
（２）Ｕ表 

Ｕ表は、行に商品を、列に産業をとった投入額の行列で、各産業が生産のためにどの

商品をどれだけ投入したかを購入者価格で表示したものであり、列和は産業別中間投

入額を表している。 
図３－２ Ｕ表 １２ 

 
 
 
 
 
 

 
 

（３）産業別国内総生産 
産業別国内総生産は、産業別産出額（Ｖ表の行和）から産業別中間投入額（Ｕ表の列

和）を控除することによって推計する。 
 
 
 

                                                   
１１ 本章に述べるＶ表は、「国民経済計算年次推計」フロー編付表４「経済活動別財貨・サービス産出表

（Ｖ表）」の内数として含まれる、産業（行）及び財貨・サービス（列）がいずれも市場生産者又はその

主産物である部分である。 
１２ 本章に述べるＵ表は、「国民経済計算年次推計」フロー編付表５「経済活動別財貨・サービス投入表

（Ｕ表）」の内数として含まれる、市場生産者である産業（列）が投入する財貨・サービス（行）に対応

する部分である。 

1 2 ⋯ n 計

1 ⋯

2 ⋱

⋮ ⋮ ⋱ ⋮

n

計 ⋯

産
 

業

商　品

𝐴11
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𝐴𝑛1 𝐴𝑛𝑛
𝑋1 𝑋2 𝑋𝑛

𝑉1
𝑉2

𝑉𝑛

𝐴2𝑛
産
業
別
産
出
額

商品別産出額

1 2 ⋯ n

1 ⋯
2 ⋱
⋮ ⋮ ⋱
m

計 ⋯

産   業

商
 

品

𝐵11
𝐵21

𝐵12 𝐵1𝑛

𝐵𝑚1 𝐵𝑚𝑛
𝑈1 𝑈2 𝑈𝑛

𝐵2𝑛

産業別中間投入額
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（４）産業別国内総生産の構成項目 
国内総生産の構成項目とは、固定資本減耗、生産・輸入品に課される税、（控除）補

助金、雇用者報酬及び営業余剰・混合所得のことである。 
産業別国内総生産を推計した後、各構成項目をそれぞれ産業別に推計する（雇用者報

酬は第９章を、固定資本減耗は第 11 章を参照）。産業別営業余剰・混合所得は、産業別

国内総生産から、それ以外の構成項目を控除したバランス項目として推計される。 
これらの関係は、以下のような式で表すことができる。 

  

 1) 産業別国内総生産 
    ＝ 産業別産出額（Ｖ表の行和）－産業別中間投入額（Ｕ表の列和） 

      ＝ 産業別固定資本減耗＋産業別生産・輸入品に課される税＋（控除）補助金 
＋産業別雇用者報酬＋産業別営業余剰・混合所得 

 2) 産業別国内純生産 ＝ 産業別国内総生産－産業別固定資本減耗 
 3) 産業別営業余剰・混合所得 

＝ 産業別国内総生産－産業別固定資本減耗 
－産業別生産・輸入品に課される税－（控除）補助金－産業別雇用者報酬 

 
（５）実質化 

産業別国内総生産の実質値は、産業別産出額と産業別中間投入額をそれぞれ実質化

し、その差から求めるというダブルデフレーション方式によって推計する（第８章参

照）。 
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表３－１ 産業別分類  

 

平
成
2
2
年
以
前

平
成
2
3
年
以
降

農
林
水
産
業

農
林
水
産
業

農
業

米
麦
生
産
業
、
そ
の
他
の
耕
種
農
業
、
畜
産
業
、

農
業
サ
ー
ビ
ス
業

米
麦
生
産
業
、
そ
の
他
の
耕
種
農
業
、
畜
産
業
、

農
業
サ
ー
ビ
ス
業

林
業

林
業

林
業

水
産
業

漁
業
・
水
産
養
殖
業

漁
業
・
水
産
養
殖
業

鉱
業

鉱
業

鉱
業

石
炭
・
原
油
・
天
然
ガ
ス
鉱
業
、
採
石
･
砂
利
採
取
業
、

そ
の
他
の
鉱
業

石
炭
・
原
油
・
天
然
ガ
ス
鉱
業
、
採
石
･
砂
利
採
取
業
、

そ
の
他
の
鉱
業

製
造
業

食
料
品

食
料
品

畜
産
食
料
品
製
造
業
、
水
産
食
料
品
製
造
業
、

そ
の
他
の
食
料
品
製
造
業
、
飲
料
製
造
業
、

た
ば
こ
製
造
業

畜
産
食
料
品
製
造
業
、
水
産
食
料
品
製
造
業
、

そ
の
他
の
食
料
品
製
造
業
、
飲
料
製
造
業
、

た
ば
こ
製
造
業

繊
維
製
品

繊
維
製
品

化
学
繊
維
製
造
業
、
紡
績
業
、

織
物
･
そ
の
他
の
繊
維
製
品
製
造
業
、
身
回
品
製
造
業

化
学
繊
維
製
造
業
、
紡
績
業
、

織
物
･
そ
の
他
の
繊
維
製
品
製
造
業
、
身
回
品
製
造
業

パ
ル
プ
・
紙
・
紙
加
工
品

パ
ル
プ
・
紙
・
紙
加
工
品

パ
ル
プ
･
紙
･
紙
加
工
品
製
造
業

パ
ル
プ
･
紙
･
紙
加
工
品
製
造
業

化
学

化
学

基
礎
化
学
製
品
製
造
業
、
そ
の
他
の
化
学
工
業

基
礎
化
学
製
品
製
造
業
、
そ
の
他
の
化
学
工
業

石
油
・
石
炭
製
品

石
油
・
石
炭
製
品

石
油
製
品
製
造
業
、
石
炭
製
品
製
造
業

石
油
製
品
製
造
業
、
石
炭
製
品
製
造
業

窯
業
・
土
石
製
品

窯
業
・
土
石
製
品

窯
業
･
土
石
製
品
製
造
業

窯
業
･
土
石
製
品
製
造
業

一
次
金
属

一
次
金
属

製
鉄
業
、
そ
の
他
の
鉄
鋼
業
、
非
鉄
金
属
製
造
業

製
鉄
業
、
そ
の
他
の
鉄
鋼
業
、
非
鉄
金
属
製
造
業

金
属
製
品

金
属
製
品

金
属
製
品
製
造
業

金
属
製
品
製
造
業

は
ん
用
・
生
産
用
・

業
務
用
機
械

は
ん
用
・
生
産
用
・

業
務
用
機
械

一
般
機
械
器
具
製
造
業
、
精
密
機
械
器
具
製
造
業

は
ん
用
機
械
器
具
製
造
業
、
生
産
用
機
械
器
具
製
造
業
、

業
務
用
機
械
器
具
製
造
業

電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス

電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス

電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
製
造
業

電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
製
造
業

電
気
機
械

電
気
機
械

産
業
用
電
気
機
械
器
具
製
造
業
、

民
生
用
電
気
機
械
器
具
製
造
業
、

そ
の
他
の
電
気
機
械
器
具
製
造
業

産
業
用
電
気
機
械
器
具
製
造
業
、

民
生
用
電
気
機
械
器
具
製
造
業
、

そ
の
他
の
電
気
機
械
器
具
製
造
業

情
報
・
通
信
機
器

情
報
・
通
信
機
器

通
信
機
械
・
同
関
連
機
器
製
造
業
、

電
子
計
算
機
・
同
附
属
装
置
製
造
業

通
信
機
械
・
同
関
連
機
器
製
造
業
、

電
子
計
算
機
・
同
附
属
装
置
製
造
業

輸
送
用
機
械

輸
送
用
機
械

自
動
車
製
造
業
、
船
舶
製
造
業
、

そ
の
他
の
輸
送
用
機
械
・
同
修
理
業

自
動
車
製
造
業
、
船
舶
製
造
業
、

そ
の
他
の
輸
送
用
機
械
・
同
修
理
業

そ
の
他
の
製
造
業

印
刷
業

印
刷
・
製
版
・
製
本
業

印
刷
・
製
版
・
製
本
業

そ
の
他
の
製
造
業

木
材
・
木
製
品
製
造
業
、
家
具
製
造
業
、

皮
革
･
皮
革
製
品
･
毛
皮
製
品
製
造
業
、

ゴ
ム
製
品
製
造
業
、
そ
の
他
の
製
造
業

木
材
・
木
製
品
製
造
業
、
家
具
製
造
業
、

皮
革
･
皮
革
製
品
･
毛
皮
製
品
製
造
業
、
ゴ
ム
製
品
製
造

業
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
製
造
業
、
そ
の
他
の
製
造
業

※
は
非
市
場
生
産
者
（
一
般
政
府
、
対
家
計
民
間
非
営
利
団
体
に
属
す
る
）
を
表
し
、
推
計
方
法
に
つ
い
て
は
第
４
章
参
照
の
こ
と
。

細
分
類

小
分
類

中
分
類

大
分
類
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平
成

2
2
年

以
前

平
成

2
3
年

以
降

電
気

業
電

気
業

電
気

業
ガ

ス
・

水
道

・
廃

棄
物

処
理

業
ガ

ス
･
熱

供
給

業
、

上
水

道
業

、
工

業
用

水
道
業

、
廃

棄
物

処
理

業
※

（
政

府
）

下
水

道
、

廃
棄

物
処

理

ガ
ス

･
熱

供
給

業
、

上
水

道
業

、
工

業
用

水
道

業
、

廃
棄

物
処

理
業

※
（

政
府

）
下

水
道

、
廃

棄
物

処
理

建
設

業
建

設
業

建
設

業
建

築
業

、
土

木
業

建
築

業
、

土
木

業
卸

売
・

小
売

業
卸

売
・

小
売

業
卸

売
業

卸
売

業
卸

売
業

小
売

業
小

売
業

小
売

業
運

輸
・

郵
便

業
運

輸
・

郵
便

業
運

輸
・

郵
便

業
鉄

道
業

、
道

路
運

送
業

、
水

運
業

、
航

空
運

輸
業

、
そ

の
他

の
運

輸
業

、
郵

便
業

※
（

政
府

）
水

運
施

設
管

理
、

航
空

施
設

管
理

鉄
道

業
、

道
路

運
送

業
、

水
運

業
、

航
空

運
輸

業
、

そ
の

他
の

運
輸

業
、

郵
便

業
※

（
政

府
）

水
運

施
設

管
理

、
航

空
施

設
管

理
宿

泊
・

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業
宿

泊
・

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業
宿

泊
・

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

、
旅

館
・

そ
の

他
の

宿
泊

所
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

、
旅

館
・

そ
の

他
の

宿
泊

所
情

報
通

信
業

情
報

通
信

業
通

信
・

放
送

業
電

信
・

電
話

業
、

放
送

業
電

信
・

電
話

業
、

放
送

業
情

報
サ

ー
ビ

ス
・

映
像

音
声

文
字

情
報

制
作

業

情
報

サ
ー

ビ
ス

業
、

映
像

・
音

声
・

文
字

情
報

制
作

業
情

報
サ

ー
ビ

ス
業

、
映

像
・

音
声

・
文

字
情

報
制

作
業

金
融

・
保

険
業

金
融

・
保

険
業

金
融

・
保

険
業

金
融

業
、

保
険

業
金

融
業

、
保

険
業

不
動

産
業

不
動

産
業

住
宅

賃
貸

業
住

宅
賃

貸
業

住
宅

賃
貸

業
そ

の
他

の
不

動
産

業
不

動
産

仲
介

業
、

不
動

産
賃

貸
業

不
動

産
仲

介
業

、
不

動
産

賃
貸

業
専

門
・

科
学

技
術

、
業

務
支

援
サ

ー
ビ

ス
業

専
門

・
科

学
技

術
、

業
務

支
援

サ
ー

ビ
ス

業
専

門
・

科
学

技
術

、
業

務
支

援
サ

ー
ビ

ス
業

研
究

開
発

サ
ー

ビ
ス

、
広

告
業

、
物

品
賃

貸
サ

ー
ビ

ス
業

、
そ

の
他

の
対

事
業

所
サ

ー
ビ

ス
業

、
獣

医
業

、
※

（
政

府
）

学
術

研
究

、
※

（
非

営
利

）
自

然
・

人
文

科
学

研
究

機
関

研
究

開
発

サ
ー

ビ
ス

、
広

告
業

、
物

品
賃

貸
サ

ー
ビ

ス
業

、
そ

の
他

の
対

事
業

所
サ

ー
ビ

ス
業

、
獣

医
業

、
※

（
政

府
）

学
術

研
究

、
※

（
非

営
利

）
自

然
・

人
文

科
学

研
究

機
関

公
務

公
務

公
務

※
（

政
府

）
公

務
※

（
政

府
）

公
務

教
育

教
育

教
育

教
育

、
※

（
政

府
）

教
育

、
※

（
非

営
利

）
教

育

教
育

、
※

（
政

府
）

教
育

、
※

（
非

営
利

）
教

育
保

健
衛

生
・

社
会

事
業

保
健

衛
生

・
社

会
事

業
保

健
衛

生
・

社
会

事
業

医
療

・
保

健
、

介
護

、
※

（
政

府
）

保
健

衛
生

、
社

会
福

祉
、

※
（

非
営

利
）

社
会

福
祉

医
療

・
保

健
、

介
護

、
※

（
政

府
）

保
健

衛
生

、
社

会
福

祉
、

※
（

非
営

利
）

社
会

福
祉

そ
の

他
の

サ
ー

ビ
ス

そ
の

他
の

サ
ー

ビ
ス

そ
の

他
の

サ
ー

ビ
ス

自
動

車
整

備
・

機
械

修
理

業
、

会
員

制
企

業
団

体
、

娯
楽

業
、

洗
濯

・
理

容
・

美
容

・
浴

場
業

、
そ

の
他

の
対

個
人

サ
－

ビ
ス

業
※

（
政

府
）

社
会

教
育

、
※

（
非

営
利

）
社

会
教

育
、

そ
の

他

自
動

車
整

備
・

機
械

修
理

業
、

会
員

制
企

業
団

体
、

娯
楽

業
、

洗
濯

・
理

容
・

美
容

・
浴

場
業

、
そ

の
他

の
対

個
人

サ
－

ビ
ス

業
、

※
（

政
府

）
社

会
教

育
、

※
（

非
営

利
）

社
会

教
育

、
そ

の
他

※
は

非
市

場
生

産
者

（
一

般
政

府
、

対
家

計
民

間
非
営

利
団

体
に

属
す

る
）

を
表

し
、

推
計

方
法

に
つ

い
て

は
第

４
章

参
照

の
こ

と
。

電
気

・
ガ

ス
・

水
道

・
廃

棄
物

処
理

業
電

気
・

ガ
ス

・
水

道
・

廃
棄

物
処

理
業

大
分

類
中

分
類

小
分

類
細

分
類



第３章 国内総生産（生産側）の推計 

- 35 - 
 

  図３－３ 付加価値推計手順（名目値） 

 

ＩＯ付帯表Ｖ表
ＩＯ取引基本表(Ｘ表)

ＩＯベース

主産物Ｖ表注

ＳＮＡ分類への統廃合等

ＩＯベース
Ｖ表

（屑あり）

ＳＮＡ分類・概念調整への統廃合等

ＩＯベース
Ａ表

（商品別投入係数表)

基準年次処理（産業連関表の処理）

コモ法
商品別産出額

ＳＮＡ
主産物Ｖ表注

工業統計
屑・副産物
産出額

産業別産出額

ＳＮＡ－Ｖ表

ＳＮＡ
屑・副産物Ｖ表

ＩＯベースＵ表
（産業別投入表）

各種資料

産業別
中間投入比率

産業別中間投入
項目別中間投入額

商品別
中間消費
デフレーター

ＳＮＡ－Ｕ表

各種資料
在庫データ

Ｕ表(産業別商品投入表)処理

産業別中間投入額

産業別国内総生産額

Ｖ表(産業別商品産出表)処理

年次処理

産業別自社開発
ｿﾌﾄｳｪｱ産出額

ＩＯベースＢ表
（産業別投入係数表）

注：『主産物Ｖ表』は、「屑・副産物の産出額を除いたＶ表のことで、主産物及び副次生産物のＶ表」をいう。

産業別企業内
研究開発産出額

産業別特許等
サービス産出額

産業別FISIM
中間投入額

産業別定型保証
中間投入額

産業別特許等サー
ビス中間投入額

SUTバランス

第三次

年次推計
のみ

バランス後
ＳＮＡ-Ｕ表

政府手数料

産業別著作権等
サービス中間投入額

産業別娯楽原本
産出額

産業別著作権等
サービス産出額
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２. 基準年次処理（産業連関表の処理） 
 

  付加価値推計の主な手順は、図３-３で示すとおり、基準年次処理と年次処理に大別さ

れる。ここではまず、基準年次処理について述べる。 
基準年次処理とは、国民経済計算の基準改定（約５年ごと）に際して、経済の産出と投

入の構造を詳細に表す統計として約５年ごとに作成・公表される『産業連関表』を取りこ

むにあたり、その取引基本表（以下「IO 取引基本表」という。）及び付帯表Ｖ表（産業別

商品産出表。以下「IO 付帯表Ｖ表」という。）に、国民経済計算の定義・概念に合致する

よう各種の調整を行い、年次のＶ表（SNA－Ｖ表）及びＵ表（SNA－Ｕ表）の推計の土

台となる IO ベース主産物Ｖ表、産業別投入係数表（IO ベースＢ表）、産業別投入表（IO
ベースＵ表）（図３－３参照）及び中間投入比率の補正率（図３－５参照）を作成する処

理のことである。 
 
（１）IO ベースＶ表（屑あり）及び IO ベース主産物Ｖ表の作成 

IO 付帯表Ｖ表に以下の２つの処理を行って、IO ベースＶ表（屑あり）及び IO ベー

ス主産物Ｖ表を作成する。 
 
ａ．産業分類及び商品分類の統廃合 

付加価値法の推計作業における産業分類（88 分類）は、基本的に IO 取引基本表の

産業分類に基づいているが、基準年次以外の年次推計を行うため、一部、基礎資料の

制約等を考慮した分類の統合や、産業構造の動向を的確に把握するための分類の細分

化を行う １３。また、IO 取引基本表における仮設部門である自家輸送部門（旅客自動

車、貨物自動車）等については削除する。 
  

ｂ．屑・副産物の取扱い 
 IO 付帯表Ｖ表では、屑・副産物が発生部門と競合部門との交点に配分されている。

基準年次処理では、この屑・副産物を次の方法により調整し、IO ベースＶ表（屑あ

り）と IO ベース主産物Ｖ表を作成する。前者は IO ベースＵ表の導出に、後者は年

次処理のＶ表導出時のベンチマークとして使用される。  
（ａ）IO ベースＶ表（屑あり） 
   IO 付帯表Ｖ表に商品技術仮定 １４を適用してＵ表を作成すると、屑・副産物につい

ても商品技術仮定が適用されることになり、屑・副産物は主産物が生産される過程

                                                   
１３ 例えば、IO付帯表Ｖ表におけるめん・パン・菓子類及び農産保存食料品等を SNA－Ｖ表ではその他の

食料品製造業に統合している。逆に、前者の農業サービスを後者では農業サービスと獣医業に細分化して

いる。 
１４ 商品技術仮定とは、「ある商品は、それがどの産業で生産されようとも同一の投入構造をもつとする仮

定」である。 
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で発生するのが通常であるという実態（例えば、石油化学基礎製品での生産過程で

発生する液化石油ガス等 １５）にそぐわなくなる。 
このため、IO 付帯表Ｖ表から屑・副産物を一度取り除き、主産物（対角線上）に

計上し直して、IO ベースＶ表（屑あり）を作成する。屑・副産物を主産物に含める

ことで、産業が供給する商品は主産物と副次生産物だけとなり、商品技術仮定を上

述の実態に合った形で適用することが可能となる。IO ベースＶ表（屑あり）は、IO
ベースＵ表の導出に用いられる。 

（ｂ） IO ベース主産物Ｖ表 
 IO 付帯表Ｖ表から屑・副産物の産出額を控除して、IO ベース主産物Ｖ表を作成

する。これは、年次処理の SNA 主産物Ｖ表の作成に用いられる。 
    

（２） IO ベースＵ表及び IO ベースＢ表の作成 
基準年次において、IO 取引基本表と IO 付帯表Ｖ表を基に、IO ベースＵ表及び IO

ベースＢ表を作成する。（図３－１参照） 
 
ａ．IO 取引基本表の調整 

付加価値法では、IO 取引基本表における部門ごとのタテ方向（列部門）の国内生産

額及びその生産に用いられた投入費用構成の情報に基づいて推計を行う。 
以下、本章では、IO 取引基本表のうち図３－４の白抜きで示す部分（中間投入、粗

付加価値及び国内生産額）を「Ｘ表」という １６。基準年次処理においては、このＸ表

に、次の（ａ）～（ｃ）の処理を施す。 
 

                                                   
１５ 例えば、石油化学基礎製品の生産過程で発生した液化石油ガスは、IO付帯Ｖ表では、石油化学基礎製

品を含む産業である石油化学基礎製品（行）と液化石油ガスを含む商品である石油製品（列）の交点に計

上されている。これに商品技術仮定を適用して U表を推計した場合、上述の実態を踏まえれば、石油化学

基礎製品（行）の生産過程で発生した液化石油ガスは、その主産物たる石油化学基礎製品（列）と同一の

投入構造を持つものとして推計されるべきところ、実際には石油製品（行）の主産物である石油製品

（列）の投入構造を持つものとして推計されてしまうことになる。このため、IOベースＶ表（屑あり）

の作成においては、IO付帯表Ｖ表の石油化学基礎製品（行）と液化石油ガス（列）との交点に計上され

ている額を一度取り除き、石油化学基礎製品（行）と石油化学基礎製品（列）との交点（主産物）に計上

し直している。 
１６ Ｘ表とは、第２章にもあるように、IO取引基本表のヨコ方向（行部門）最終需要部門を含む全体を示

すことが多いが、本章では便宜上、付加価値法で用いる部分に限定している。 
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図３－４ IO 取引基本表とＸ表 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※：（ ）内は IO 取引基本表の用語 

 

（ａ）部門間の調整 
① 自家輸送部門（旅客自動車、貨物自動車）を各部門へ配分する。 
② 家計外消費支出（Ｘ表における宿泊・日当、交際費及び福利厚生費）を各部門

の生産活動に必要な経費、すなわち付加価値ではなく、中間投入として取り扱

う。 
③ 列部門を国民経済計算の産業分類に、行部門をコモ６桁分類に準じて統廃合を

行う。 
（ｂ）屑・副産物の調整 

屑・副産物に関して、Ｘ表では原則としてマイナス投入方式（ストーン方式と

もいう）を採用しており、発生部門（行）からマイナス投入（つまり販売）した

ものと扱われている。国民経済計算では、生産過程から生じた屑・副産物を当該

商品の産出額に含めているため、Ｘ表のマイナス投入を削除する。 
 （ｃ）その他の国民経済計算概念への組替え 

国民経済計算において、企業内研究開発は独立した産業として設定せず、各産

業による副次生産物という扱いになっているため、（列）企業内研究開発を分割

して各列に加えている。また、（列）物品賃貸業及び各列部門が投入する各種物品

賃貸業（行）への投入は、リース区分の変更により、フィナンシャルリース分と

オペレーティングリース分に分割する。フィナンシャルリース分については、国

民経済計算における推計値である FISIM 消費額を用いる。 
また、金融、保険及び住宅賃貸料の各部門の国内生産額等については、国民経

済計算における推計値を用いる。 
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ｂ．IO ベースＵ表及び IO ベースＢ表の導出 

上記の調整後のＸ表と IO ベースＶ表（屑あり）から、商品技術仮定を用いて、IO
ベースＵ表及び IO ベースＢ表を推計する。これらは、SNA－Ｕ表の作成に用いられ

る。 
 
（３） 中間投入項目別 IO 投入比率及び補正率 

年次 SNA－Ｕ表を作成するために、基準年では、以下の処理を行う（図３－５参照）。 
   

  ａ．各種資料の入手 
産業別の産出額に対する中間投入額の比率（中間投入比率）を推計するための各種

資料を入手する。中間投入比率の推計に用いる主な各種基礎資料は、表３－２のとお

りである。 
  

ｂ．中間投入項目の設定 
 産業ごとに各種基礎資料の費用項目に対応した中間投入項目を設定する（中間投入

項目の例については、下表を参照）。 
 

【中間投入項目例】 

 
ｃ．中間投入項目と IO ベースＢ表の商品との対応づけ 

      産業別に、ｂ.で設定した中間投入項目と、IO ベースＢ表の約 400 商品とを対応付

ける。 
 
ｄ. 中間投入項目ごとの中間投入比率（暫定推計値）の推計 

      産業別に、各種資料から産出額あるいは売上高に対する中間投入額の割合を求め

るという形で、中間投入比率（暫定推計値）を推計する。各産業の中間投入比率（暫

定推計値）の推計方法は、後述３．（２）のとおり。 

米麦生産業 製造業 飲食サービス業

種苗費 原材料使用額 材料費

肥料費 燃料使用額 外注費

農業薬剤費 電力使用額 地代家賃

光熱動力費 その他の経費 水道光熱費

賃借料 販売手数料・広告費

包装荷造・運搬等料金 その他の経費

諸材料費等
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ｅ. IO 投入比率 

     IO ベースＢ表の各産業の商品投入係数を、ｃ.で対応付けた中間投入項目ごとに足

し上げ、産業別中間投入項目別投入係数（以下「IO 投入比率」という。）を求める。 
 
ｆ. 産業別中間投入項目別補正率の作成 

各種資料から推計するｄ.の中間投入比率（暫定推計値）と、ｅ.の IO 投入比率は、

種々の理由により必ずしも一致しない。具体的には、例えば、IO 取引基本表では、

投入構造が全ての商品について把握されているのに対し、各種資料を用いたｄ.の推

計では把握される費用項目が経年的に把握できるものに限られていること、一般に

自家消費生産物の把握が困難であること等が理由として挙げられる。 
  このため、基準年次処理においてｄ.の中間投入比率（暫定推計値）をｅ.の IO 投

入比率に合わせるための補正率を、次式から算出する。 
 

補正率 = IO 投入比率／中間投入比率（暫定推計値） 
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図３－５ 中間投入比率推計の手順 

 
  

中間投入項目ごとの中間投入比率（暫定推計値）
の推計
・統計資料の産出額（収益、売上高等）に対する中間投入項目別

投入額の割合（中間投入比率（暫定推計値））を求める。

（例）米麦生産業

Ｂ表投入係数を中間投入項目ごと集計

（例）米麦生産業

各種資料の入手

中間投入項目の設定
・統計資料の費用項目をベースに

産業別に中間投入項目を設定

(例) 米麦生産業
・種苗費
・肥料費
・農業薬剤費
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IOベースB表

中間投入項目とIO商品との対応づけ

産業別中間投入項目 IO商品名

⋮

種苗

⋮

肥料

⋮

農業薬剤

⋮

(例) 米麦生産業
・種苗費
・肥料費
・農業薬剤費

：

産業別中間投入項目別補正率の作成
・補正率 ＝ ＩＯ投入比率／基準年の中間投入比率（暫定推計値）

産業別中間投入項目別中間投入比率の作成
・中間投入比率 ＝ 中間投入比率（暫定推計値）×補正率

⋮
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表３－２ 中間投入比率の推計に用いる主な資料   

産業別分類 
（大分類） 資料名 周期 出   所 

農林水産業 産業連関表 ５年 総務省等 

営農類型別経営統計 毎年 農林水産省 

漁業産出額 毎年 農林水産省 

漁業経営調査報告 毎年 農林水産省 
鉱業 産業連関表 ５年 総務省等 

経済センサス－活動調査 ５年 総務省・経済産業省 

工業統計 毎年 経済産業省 
製造業 産業連関表 ５年 総務省等 

経済センサス－活動調査 ５年 総務省・経済産業省 

法人企業統計 毎年 財務省 

工業統計 毎年 経済産業省 
電気・ガス・水道・ 
廃棄物処理業 

産業連関表 ５年 総務省等 

地方公営企業年鑑 毎年 総務省 

一般廃棄物処理実態調査 毎年 環境省 

有価証券報告書 毎年 各機関 
建設業 産業連関表 ５年 総務省等 

法人企業統計 毎年 財務省 

毎月勤労統計 毎年 厚生労働省 

労働力統計 毎年 総務省 
卸売・小売業 産業連関表 ５年 総務省等 

法人企業統計 毎年 財務省 
運輸・郵便業 産業連関表 ５年 総務省等 

法人企業統計 毎年 財務省 

有価証券報告書 毎年 各機関 
宿泊・飲食サービス業 産業連関表 ５年 総務省等 

法人企業統計 毎年 財務省 

中小企業実態基本調査 毎年 中小企業庁 
情報通信業 産業連関表 ５年 総務省等 

特定サービス産業実態調査 毎年 経済産業省 

経済構造実態調査 毎年 総務省・経済産業省 

有価証券報告書 毎年 各機関 
金融・保険業 産業連関表 ５年 総務省等 

全国銀行総合財務諸表 毎年 （一社）全国銀行協会 
不動産業 産業連関表 ５年 総務省等 

法人企業統計 毎年 財務省 
専門・科学技術、 
業務支援サービス業 

産業連関表 ５年 総務省等 

科学技術研究統計 毎年 総務省 

特定サービス産業実態調査 毎年 経済産業省 
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３．年次処理 
 
   ２．で基準年次処理について述べたが、そこで作成された IO ベース主産物Ｖ表、IO

ベースＢ表、IO ベースＵ表等を用いて、基準年以降の年次推計を行う方法について述

べる。 
（１）Ｖ表（図３－３及び図３－６参照） 
ａ．SNA 主産物Ｖ表の作成 
（ａ） 第一段階の推計 

コモ法で推計した商品別産出額（自社開発ソフトウェア、企業内研究開発等を除

く）から、Ｖ表の商品分類（88 分類。表３－１の細分類を参照）での商品別産出

額（以下「88 商品別産出額」という。）を求める。 
次に、産業別にみた商品産出構造の特徴や基礎資料上の制約等を考慮して、以下

の２つに分けて SNA 主産物Ｖ表の第一段階の推計を行う。 
①  製造業部門（第二次年次推計時） 

推計対象となる年次ごとに『経済センサス‐活動調査』や『工業統計』（いずれ

も確報）の情報を用いて、品目別出荷額を産業別に組み替えることによって製造

業Ｖ表を作成する。 
②  製造業部門（第一次年次推計時）及び非製造業部門 

製造業部門について、第一次年次推計時には、『経済センサス‐活動調査』や『工

業統計』が利用可能でないことから、まず 88 商品別産出額を前年の第二次年次

推計における主産物Ｖ表の主産物比率（商品別産出額計に対する各産業の主産物

の産出額の比率）に乗じて各産業における主産物産出額を求め、これに、同じく

副次生産物比率（各産業の主産物に対する副次生産物の産出額の比率）を乗じる

ことによって副次生産物産出額を求める。 
非製造業部門については、88 商品別産出額（自社開発ソフトウェア、企業内研

究開発等を除く）を、IO ベース主産物Ｖ表における主産物比率に乗じて各産業に

おける主産物産出額を求め、これに、IO ベース主産物Ｖ表における副次生産物比

率を乗じることによって副次生産物産出額を求める。 

経済構造実態調査 毎年 総務省・経済産業省 

農業共済財務主要統計 毎年 （独）農林漁業信用基金 
教育 産業連関表 ５年 総務省等 
保健衛生・社会事業 産業連関表 ５年 総務省等 

病院経営実態調査報告 毎年 （一社）全国公私病院連盟 
（一社）日本病院会 

その他のサービス 産業連関表 ５年 総務省等 

民間非営利団体実態調査 毎年 内閣府 

中小企業実態基本調査 毎年 中小企業庁 
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   （ｂ） 第二段階の推計 
次に、第一段階の推計で作成した主産物Ｖ表の列和（＝商品別産出額）と 88 商

品別産出額との差を、原則として当該商品の主産物（当該商品の列のうち、これを

主産物とする産業のセル）に加算する。 
（ｃ） 自社開発ソフトウェア、企業内研究開発等 

別途、コモ法の推計過程で得られる産業別の自社開発ソフトウェア、企業内研究

開発、特許等サービス、娯楽作品原本、著作権等サービス、定型保証、住宅宿泊サ

ービス等の産出額を、それぞれ対応する産業に加算する。 
 
  ｂ．SNA 屑・副産物Ｖ表の作成 

コモ法で推計した屑・副産物の産出額を、組替え集計することにより、SNA 屑・副

産物Ｖ表を作成する。 
  
ｃ．産業別産出額の算出 

ａ．の SNA 主産物Ｖ表に、ｂ．の屑・副産物Ｖ表を加算することにより、SNA－

Ｖ表を作成する。この SNA－Ｖ表の行和から、産業別産出額を推計する。 
なお、コモ法の在庫品評価調整前の商品別産出額及び屑・副産物産出額を用いて在

庫品評価調整前Ｖ表を、同じく在庫品評価調整後の商品別産出額及び屑・副産物産出

額を用いて在庫品評価調整後Ｖ表をそれぞれ推計する。 
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図３－６ 年次処理におけるＶ表処理の概要 

 
 
（２）Ｕ表 
  ａ．中間投入比率（暫定推計値）の推計 
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産業ごとの中間投入比率（暫定推計値）又はその伸び率の推計について、産業別大

分類別の主要な例は、以下のとおりである。なお、ここでの産出額及び中間投入額は、

中間投入比率（暫定推計値）を算出するためのものであり、国民経済計算の産出額及

び中間投入額とは異なる。産業別中間投入比率推計に用いる各種基礎資料については

表３－２を参照。 
（ａ）農林水産業 

    米麦生産業については、『営農類型別経営統計』（農林水産省）の米部門及び麦

類部門ごとに推計する。部門粗収益を産出額、肥料、賃借料等の中間投入項目に

対応する費用を中間投入額とし、これを前者で除して、中間投入比率を推計す

る。米部門と麦類部門をウェイトを用いて統合し、米麦生産業の中間投入比率

（暫定推計値）を推計する。 
（ｂ）鉱業 

採石・砂利採取業については、『経済センサス‐活動調査』及び『工業統計』の

砕石製造業の産出額に対する原材料使用額等の比率を当年の中間投入比率（暫定

推計値）とし、これを前年の中間投入比率（暫定推計値）で除することにより伸

び率を推計する。また、採石・砂利採取業以外の鉱業は、『経済センサス‐活動調

査』より作成した投入比率を中間投入比率（暫定推計値）として用いる。 
（ｃ）製造業 

原則として、『経済センサス‐活動調査』及び『工業統計』の出荷額から加工賃

収入額等を控除して産出額を求めるとともに、同統計から、原材料使用額、燃料

使用額及び電力使用額を求め、これを産出額で除して、中間投入比率（暫定推計

値）を推計する。また、その他の経費は、『法人企業統計』の販売費及び一般管理

費を売上高で除して、中間投入比率（暫定推計値）を推計する。こうして求めた

当年の中間投入比率（暫定推計値）を前年の中間投入比率（暫定推計値）で除す

ることにより伸び率を推計する。 
（ｄ）電気・ガス・水道業・廃棄物処理業 

電気業については、電気事業者の有価証券報告書の電気事業営業収益を産出

額、中間投入項目に対応する費用を中間投入額とし、これを前者で除して、中間

投入比率（暫定推計値）を推計する。 
 （ｆ）建設業 

  コモ法の推計から得られる商品別建設向け資材投入額を用いて中間投入額を推

計し、これに『法人企業統計』等を用いて推計した付加価値額を合計して産出額

とし、中間投入額をこれで除して、中間投入比率（暫定推計値）を推計する。 
 （ｇ）卸売・小売業 

『法人企業統計』の売上高（売上原価を除く）を産出額、動産・不動産賃借

料、福利厚生費等の中間投入項目に対応する費用を中間投入額とし、これを前者
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で除して、中間投入比率（暫定推計値）を推計する。 
 （ｈ）運輸・郵便業 

鉄道業については、鉄道会社の有価証券報告書等の鉄道業の収入計を産出額、中

間投入項目に対応する費用を中間投入額とし、これを前者で除して、中間投入比率

（暫定推計値）を推計する。 
郵便業については、中間投入比率を推計するための基礎資料がないため、基準年

の IO 投入比率を中間投入比率（暫定推計値）として用いる。 
（ｉ）宿泊・飲食サービス業 

宿泊業については、『法人企業統計』の売上高を産出額、動産・不動産賃借料、福

利厚生費等の中間投入項目に対応する費用を中間投入額とし、これを前者で除して、

中間投入比率（暫定推計値）を推計する。 
飲食サービス業については、『中小企業実態基本調査』（中小企業庁）を用い、飲

食店部門、持ち帰り・配達飲食サービス業部門それぞれについて中間投入比率を推

計する。具体的には、同統計の売上高を産出額、材料費、地代家賃等の各費用を中

間投入額とし、これを前者で除して、中間投入比率を推計する。各部門のウェイト

を用いて統合し、飲食サービス業の中間投入比率（暫定推計値）を推計する。 
（ｊ）情報通信業 

 電信・電話業のうち、インターネット付随サービス業以外の部門については、

通信事業者の有価証券報告書等の通信業の収入計を産出額、中間投入項目に対応

する費用を中間投入額とし、これを前者で除して、中間投入比率を推計する。ま

た、インターネット付随サービス業部門は、『経済構造実態調査』の売上（収入）

金額を産出額、同統計の費用総額から給与総額、減価償却費等を控除し中間投入

額とする。これを前者で除して、中間投入比率を推計する。インターネット付随

サービス業とそれ以外の部門をウェイトを用いて統合し、電信・電話業の中間投

入比率（暫定推計値）を推計する。 
 情報サービス業は、『経済構造実態調査』の売上（収入）金額を産出額、同統計

の費用総額から給与総額、減価償却費等を控除し中間投入額とする。これを前者

で除して、中間投入比率（暫定推計値）を推計する。 
（ｋ）金融・保険業 

金融業は、コモ法による推計値を産出額とするとともに、各種資料から物件費

の内訳を求め、中間投入項目ごとに中間投入額を推計する。これを前者で除し

て、中間投入比率（暫定推計値）を推計する。 
（ｌ）不動産業 
   住宅賃貸業及び不動産賃貸業については、『法人企業統計』の売上高を産出額、

動産・不動産賃借料、福利厚生費等の中間投入項目に対応する費用を中間投入額

とし、これを前者で除して、中間投入比率（暫定推計値）を推計する。こうして
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求めた当年の中間投入比率（暫定推計値）を前年の中間投入比率（暫定推計値）

で除することにより伸び率を推計する。 
  （ｍ）専門・科学技術、業務支援サービス業 

   研究開発サービスについては、『科学技術研究統計』の社内使用研究費等から産

出額を推計するとともに、同統計のうち、原材料費、リース料等の中間投入項目に

対応する費用を中間投入額とし、これを前者で除して、中間投入比率（暫定推計

値）とする。最後に当年の中間投入比率（暫定推計値）を前年の中間投入比率（暫

定推計値）で除することにより伸び率を推計する。 
広告業については、『経済構造実態調査』の売上（収入）金額を産出額、同統計の

費用総額から給与総額、減価償却費等を控除し中間投入額とする。これを前者で除

して、中間投入比率（暫定推計値）を推計する。 
物品賃貸サービス業は、『経済構造実態調査』の物品賃貸業部門と貸自動車業部門

それぞれについて中間投入比率を推計する。具体的には、同統計の売上（収入）金

額を産出額、費用総額から給与総額、減価償却費等を控除し中間投入額とする。こ

れを前者で除して、中間投入比率を推計する。物品賃貸業部門と貸自動車業部門に

ついてウェイトを用いて統合し、物品賃貸サービス業の中間投入比率（暫定推計値）

を推計する。 
（ｎ）教育 

中間投入比率を推計するための各種資料がないため、基準年の IO 投入比率を中間

投入比率（暫定推計値）として用いる。 
  （ｏ）保健衛生・社会事業 

医療・保健は、『病院経営実態調査報告』（（一社）全国公私病院連盟・（一社）日

本病院会）の医業収益を産出額、薬品費、診療材料費等の中間投入項目に対応する

費用を中間投入額とし、これを前者で除し、中間投入比率（暫定推計値）とする。 
  （ｐ）その他のサービス 

洗濯・理容・美容・浴場業は、『中小企業実態基本調査』の売上高・営業収益を

産出額、材料費、地代家賃等の中間投入項目に対応する費用を中間投入額とし、こ

れを前者で除し、中間投入比率（暫定推計値）とする。 
 
ｂ．産業別中間投入項目別の中間投入比率の推計 

産業別中間投入項目別の中間投入比率は、（ａ）中間投入比率（暫定推計値）及び前

年の補正率を用いる方法と、（ｂ）中間投入比率（暫定推計値）の伸び率を用いて、前

年の中間投入比率から延長推計する方法があり、それぞれ以下の式から算出する。ここ

で、（ａ）及び（ｂ）で参照している前年の補正率又は中間投入比率のうち、基準年を

含む第三次年次推計の対象年以前のものについては、第５章で述べるように、SUT の

枠組みを活用したコモ法と付加価値法等の推計値の統合（SUT バランス）の結果とし
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て導出されたものである １７。 

（ａ）中間投入比率 ＝ 中間投入比率（暫定推計値）×前年の補正率 

（ｂ）中間投入比率 ＝ 

 前年の中間投入比率×中間投入比率（暫定推計値）の伸び率 

 

 ｃ．産業別中間投入項目別中間投入額の推計 

      在庫品評価調整前Ｖ表から産業別自社開発ソフトウェア及び産業別企業内研究開発

の産出額等を控除したＶ表の産業別産出額を、ｂ．で推計した産業別中間投入項目別

の中間投入比率に乗じることにより、産業別中間投入項目別中間投入額を算出する。 
 
ｄ．在庫品評価調整前 SNA－Ｕ表の作成 
（ａ） 中間投入額の細分化 

ｃ.の中間投入額を、産業別中間投入項目別から産業別商品別に細分化するため、

前年の各中間投入項目における商品別中間投入額を各商品の中間消費デフレーター

（第８章を参照）により当該年価格で再評価（インフレート）し、それを基に中間投

入項目を商品レベルに分割する。ここで、基準年を含む第三次年次推計の対象年以前

の各中間項目における商品構成は、b.で述べたように、SUT バランスによる統合の

結果として導出されたものである。 
具体的には、図３－５のように、ある産業のある中間投入項目に対して、商品Ａ

～Ｄが対応付けられている場合、前年の SNA－Ｕ表投入額①に当年の中間消費デフ

レーター②を乗じることにより、インフレート後の商品Ａ～Ｄの投入額③を求める。

それらを③の合計額で、それぞれ除することにより、構成比を求める。ｃ.で求めた

産業別中間投入項目別の中間投入額にこの構成比を乗じることにより、産業別商品

別の中間投入額を算出する。 
 
  

                                                   
１７ 例えば、2016年の SNA-U表の推計には、2015年（平成 27年基準の基準年）の補正率を用いる。この

補正率は、本章 2.(3)f.の補正率を用いて推計された 2015年の SNA-U表とコモ法推計値を、SUTの枠組み

に基づいて統合した結果得られる、事後的に修正された補正率である。 
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図３-５  例：中間投入額の商品分割構成比 

 

 
（ｂ）産業別の FISIM 等の中間投入額の追加 

（ａ）の産業別商品別中間投入額に、産業別の FISIM、定型保証、特許等サービ

ス、著作権等サービス及び政府手数料の中間投入額をそれぞれ追加し、在庫品評価調

整前Ｕ表を作成する。 
 

図３－６ 在庫品評価調整前Ｕ表 

 

 
ｆ．在庫品評価調整後Ｕ表 

産業別中間投入額の在庫品評価調整額は、産業別商品別原材料在庫残高を基に推計

する。 
 （ａ）『工業統計』及び『法人企業統計』を基に、産業別に期首と期末の名目在庫残高

を算出し、商品別に配分し、期首と期末の産業別商品別在庫残高を求める。 
 （ｂ）（ａ）と別途推計する在庫残高デフレーターを用いて、産業別商品別在庫品評価

調整額を推計する。推計式は次式のとおり。 
   ①在庫品評価調整前名目在庫増加額＝期末在庫残高―期首在庫残高 

商品
①前年のＳＮＡ－

Ｕ表投入額
②当年の中間消
費デフレーター

③インフレート
（①×②/100）

③の構成比

A 100 80 80 0.068

B 200 100 200 0.169

C 300 100 300 0.254

D 400 150 600 0.508

1180

1 2 … n

産業

1 B11 B12 … B1n

… ……

FISIM

… … …
商

定型保証
… … …

特許等サービス
… … …

政府手数料

計 U1 U2 … Un

商
品
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   ②在庫品評価調整後名目在庫増加額 
＝（期末在庫残高／期末在庫残高デフレーター 
－期首在庫残高／期首在庫残高デフレーター）×期中平均デフレーター 

   ③在庫品評価調整額 
＝在庫品評価調整前名目在庫増加額―在庫品評価調整後名目在庫増加額 

 （ｃ）（ｂ）で求めた産業別商品別在庫品評価調整額を、在庫品評価調整前Ｕ表に加算

し、在庫品評価調整後Ｕ表を作成する。 
 
ｇ. 産業別中間投入額の算出 
  ｆ．の在庫品評価調整後Ｕ表の列和から、産業別中間投入額を推計する。 

  



第３章 国内総生産（生産側）の推計 
 

 - 52 - 

４．産業別国内総生産及び構成項目の推計 
 
（１）産業別国内総生産 

 産業別産出額から、産業別中間投入額を差し引くことにより、産業別国内総生産を推

計する。 
 

（２）産業別固定資本減耗 
 第 10 章において推計される産業別固定資本減耗額とする。 
 

（３）産業別生産・輸入品に課される税及び（控除）補助金 
ａ．生産・輸入品に課される税 

生産・輸入品に課される税の内容は表３－３に示すとおりである。 
生産・輸入品に課される税の産業別配分は、直接に税を支払った産業の生産・輸入

品に課される税として計上することを原則としている。 
酒税（食料品製造業）、揮発油税（石油・石炭製品製造業）のように負担部門が明ら

かなものはそのまま当該産業に配分し、固定資産税のように全産業に関係するものは

固定資本ストックマトリックス等の指標を用いて各産業に配分する。関税と輸入品商

品税は、産業別には配分せずに「輸入品に課される税・関税」として一括計上する。 
 
ｂ．（控除）補助金 

（控除）補助金の産業別配分は、受取先の各産業に配分することを原則とする。具

体的には、決算書の「目」を単位として、年度決算書（財務省）等を参考にして配分

する。 
生産者が金融機関から融資を受ける際に、政府が利子の一部を負担するという利子

補給金として支給される補助金は、金融機関の産出額が利ざやにより把握されている

ことを考慮して金融業への補助金とする。 
 
（４）産業別雇用者報酬 

 第９章において推計される雇用者報酬額とする。 
 
（５）産業別営業余剰・混合所得 

 産業別国内総生産から、以上の産業別固定資本減耗、産業別生産・輸入品に課される

税、（控除）補助金及び産業別雇用者報酬を控除したバランス項目として産業別営業余

剰・混合所得が求められる。 
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表３－３ 生産・輸入品に課される税の内容 

 
2008SNA の分類 国民経済計算における主な内容 

生産物に

課される

税 

付加価値型

税 
消費税、地方消費税 

輸入関税 関税、原油等関税 
その他 揮発油税＊、地方揮発油税＊、航空機燃料税＊、石油ガ

ス税＊、石油石炭税＊、酒税＊、たばこ税＊、たばこ特

別税＊、道府県たばこ税＊、市町村たばこ税＊、不動産

取得税、日本中央競馬会納付金＊、預金保険機構納付金

＊、ゴルフ場利用税＊、自動車税（環境性能割）の 1/2、
軽自動車税（環境性能割）の 1/2、軽油引取税＊ 

生産に課されるその他の

税 
印紙収入、電源開発促進税＊、自動車重量税の 1/2、自動

車税（種別割）の 1/2、軽自動車税（種別割）の 1/2、賦

課金収入、特別とん税＊、とん税＊、納付金、鉱区税

＊、鉱産税＊、固定資産税、特別土地保有税、法定外普

通税、法定外目的税、目的税、発電水利使用料＊、収益

事業収入、固有提供施設等所在市町村助成交付金、国際

観光旅客税のうち居住者産業分（＊＊） 
注１．自動車重量税、自動車税（種別割、環境性能割）および軽自動車税（種別割、環境性能割）について

は、家計負担分は直接税、それ以外の負担分は間接税になるが、家計負担分とそれ以外の比率の詳

細が明らかでないため、便宜的に等分している。 
 ２．上記中、「＊」の税については、負担産業が明らかであることから、該当産業に配分。 
 ３．上記中、「＊＊」の税については、居住者負担分のうち、家計負担分は所得・富等に課される経常税

のうちのその他の経常税、それ以外の負担分は生産に課されるその他の税になる。居住者負担分と

非居住者負担分については『出入国管理統計』（法務省）を用いて按分し、居住者負担分のうち家計

負担分とそれ以外の負担分については、『国際収支統計』（財務省）を用いて按分している。 
４．注２以外の税については、負担産業が明らかでないことから、各種統計、当該年の GDP 比率等を用

い、それを指標として各産業に配分。 
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５．国内総生産（生産側）の推計 

国内総生産（生産側）は、付加価値法等から得られた推計値を用いて、以下の式より導

出される。 
 
国内総生産（生産側） 
＝ 産業（市場生産者、非市場生産者（一般政府、対家計民間非営利団体））別の国内

総生産の合計＋輸入品に課される税・関税－総資本形成に係る消費税           
  ＝ 産業別固定資本減耗の合計 

＋産業別生産・輸入品に課される税＋（控除）補助金の合計 
＋輸入品に課される税・関税－総資本形成に係る消費税 
＋産業別雇用者報酬の合計 
＋産業別営業余剰・混合所得の合計 

  
また、以下の関係式が成り立つ。 
 
生産・輸入品に課される税－（控除）補助金 
＝ 産業別生産・輸入品に課される税－（控除）補助金の合計 

＋輸入品に課される税・関税－総資本形成に係る消費税 
 
よって、次式が得られる。 

  
  国内総生産（生産側） 
  ＝ 固定資本減耗＋生産・輸入品に課される税－（控除）補助金 
   ＋雇用者報酬＋営業余剰・混合所得 
 

なお、本書で定義している「国内総生産（生産側）」は、「国民経済計算年次推計」のフ

ロー編主要系列表３「経済活動別国内総生産」では、「国内総生産（不突合を含まず）」と

表章している。 
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第４章 一般政府及び対家計民間非営利団体関

連項目の推計 
 

１．一般政府関連項目の推計 

（１）一般政府の範囲 
 政府関係諸機関は、公的部門である一般政府及び公的企業、また民間部門である民間

企業及び対家計民間非営利団体に分類される。 
 政府関係諸機関の分類にあたっては、まず、金融機関及び非金融機関の分類を行う。

具体的には、売上高の 50％以上が①金融仲介活動又は②補助的金融活動による機関は、

金融機関に分類する。 
次に、非金融機関について、市場性の有無を見ることにより、一般政府や対家計民間

非営利団体といった非市場生産者か、法人企業等の市場生産者への分類を行う。具体的

には、原則として売上高が生産費用の 50％未満であれば、市場性がないとして、非市

場生産者に分類する。 
さらに、非市場生産者について、政府による支配があるかをみることにより、公的部

門と民間部門の区分を行う。具体的には、役員の任免権の状況等の検討を行い、政府の

支配がある場合には、公的部門、すなわち一般政府に分類する。 
 これらに加えて、社会保障基金などの基準を検討し、政府関係諸機関を分類する。 
  

（２）一般政府の経済活動分類 
   一般政府の推計においては、国際標準産業分類（ISIC Rev.4）と可能な限り整合的と

なるよう、下水道、廃棄物処理、水運施設管理、航空施設管理、学術研究、公務、教育、

社会教育及び保健衛生・社会福祉の９つの作業分類を設定している。経済活動別分類

（中分類）との関係では、下水道及び廃棄物処理が「電気・ガス・水道・廃棄物処理業」、

水運施設管理及び航空施設管理が「運輸・郵便業」、学術研究が「専門・科学技術、業

務支援サービス業」、公務が「公務」、教育が「教育」、保健衛生・社会福祉が「保健衛

生・社会事業」、社会教育が「その他のサービス」にそれぞれ分類される（表４－１の

１．ｂ．を参照）。 
 

（３）推計方法 
ａ．制度部門別推計方法 
（ａ）中央政府 

 一般会計及び特別会計については歳入歳出決算書の項目、独立行政法人等につい
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ては財務諸表の勘定項目をそれぞれ性質別・目的別・経済活動別に分類し集計するこ

とにより推計する。１つの項目又は勘定項目で２つ以上の性質若しくは目的に該当

するものは、基本的にその最もウェイトの大きいと判断される性質又は目的に分類

することとし、分割はしない。ここで、性質別とは、国民経済計算の所得支出勘定、

資本勘定における受取及び支払の各項目を指す（政府最終消費支出については、産出

額の算出に用いられる雇用者報酬、中間投入等や、現物社会移転（市場産出の購入）、

財貨・サービスの販売等から成る）。目的別及び経済活動別については表４－１を参

照。 
 
（ｂ）地方政府 

 普通会計等については、『地方財政統計年報』（総務省）等に基づいて推計を行う。 
 『地方財政統計年報』には性質別と目的別のクロス表があるので、これを基に SNA
に則った性質別及び目的別の分類を行い集計する。また、経済活動別分類は、目的別

分類を基準に行う。ここで、性質別とは、国民経済計算の所得支出勘定、資本勘定に

おける受取及び支払の各項目を指す（政府最終消費支出については、産出額の算出に

用いられる雇用者報酬、中間投入等や、現物社会移転（市場産出の購入）、財貨・サ

ービスの販売等から成る）。目的別及び経済活動別については表４－１を参照。 
 下水道事業会計等については、当該事業ごとに目的別及び活動別に対応づける。 
 なお、地方開発事業団は、地方政府に含まれるが、活動の規模が小さくまた近年解

散の方向にあること等から推計を行わない。 
 
（ｃ）社会保障基金 

 国民年金、労働保険等の国の特別会計分については、中央政府と同様の方法で推計

し、国民健康保険事業会計（事業勘定）等の地方の公営事業会計に属するものは、『地

方財政統計年報』等により推計する。 
 また、共済組合、基金等については、当該団体の決算書等から推計する。 

 
（ｄ）総固定資本形成 
   第７章３．（２）②ｃ．を参照。 
 
（ｅ）固定資本減耗 

一般政府の固定資本減耗は、貸借対照表勘定（第１１章）において推計した時価評

価による固定資本減耗を利用する。推計は恒久棚卸法に基づいて行い、減価償却法は

社会資本も含めて定率法を用いる。 
 

ｂ．最終支出主体主義 
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例えば、地方政府が中央政府から２分の１の国庫補助金を受けて道路建設を行った場

合、これを総固定資本形成として計上するにあたって２つの方法がある。 

① 資金の出所にしたがって、２分の１は中央政府の総固定資本形成、他の２分の１

を地方政府の総固定資本形成として記録する。 

② 代金を建設業者に最終的に支払った主体の観点から、地方政府の総固定資本形成

として全額を計上する。 

 前者を資金源泉主義、後者を最終支出主体主義と呼ぶが、SNA においては最終支出主

体主義をとる。 
 
ｃ．部門内調整と統合処理 
 一般政府の各内訳部門（中央政府、地方政府、社会保障基金）の部門内での取引につい

ては統合処理（consolidation）を行っている。一方、内訳部門間の取引については、原則

として、互いに相殺せずグロスで表示している（結合処理という）。ただし、後述する国

際通貨基金（以下「ＩＭＦ」という。）の『政府財政統計(GFS)マニュアル 2014』に準拠

した「国民経済計算年次推計」フロー編付表６－２では、部門間取引のうち把握可能なも

のとして、一般政府内の経常移転や資本移転を「部門間調整」としてマイナス値で表示し、

統合処理を行っている。 
  

表４－１ 政府の性質別・目的別・経済活動別分類例 

１ 政府の目的別・経済活動別分類 
 ａ．目的別分類 １８ 

01 一般公共サービス 
  011 行政・立法機関、財務・財政業務、対外業務 
  012 対外経済援助 
  013 一般行政 
  014 基礎研究 
  015 R&D（一般公共サービス） 
  016 その他の一般公共サービス 
  017 公的債務取引 
  018 他レベルの政府との間の一般的移転 
02 防衛 
  021 軍事防衛 
  022 民間防衛 
  023 対外軍事援助 
  024 R&D（防衛） 
  025 その他の防衛 

                                                   
１８ 目的別分類の詳細については、『2008SNAに対応した我が国国民経済計算について（平成 23年基準

版）』（平成 28年 11月内閣府）の巻末資料６を参照。 
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03 公共の秩序・安全 
  031 警察サービス 
  032 消防サービス 
  033 裁判所 
  034 刑務所 
  035 R&D（公共の秩序・安全） 
  036 その他の公共の秩序・安全 
04 経済業務 
  041 経済、通商、労働関係業務一般 
  042 農畜産業、林業、漁業、狩猟 
  043 燃料・エネルギー 
  044 鉱業、製造業、建設 
  045 運輸 
  046 通信 
  047 その他産業 
  048 R&D（経済業務） 
  049 その他の経済業務 
05 環境保護 
  051 廃棄物管理 
  052 廃水管理 
  053 公害対策 
  054 生物多様性・景観の保護 
  055 R&D（環境保護） 
  056 その他の環境保護 
06 住宅・地域アメニティ 
  061 住宅開発 
  062 地域開発 
  063 上水道 
  064 街灯 
  065 R&D（住宅・地域アメニティ） 
  066 その他の住宅・地域アメニティ 
07 保健 
  071 医療用品、医療用器具・設備 
  072 外来サービス 
  073 病院サービス 
  074 公衆衛生サービス 
  075 R&D（保健） 
  076 その他の保健 
08 娯楽・文化・宗教 
  081 娯楽・スポーツサービス 
  082 文化サービス 
  085 放送・出版サービス 
  084 宗教・その他の地域サービス 
  085 R&D（娯楽・文化・宗教） 
  086 その他の娯楽・文化・宗教 
09 教育 
  091 就学前・初等教育 
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  092 中等教育 
  093 中等教育修了後教育（高等教育を除く） 
  094 高等教育 
  095 レベル別に定義できない教育 
  096 教育に付随するサービス 
  097 R&D（教育） 
  098 その他の教育 
10 社会保護 
  101 傷病・障害 
  102 老齢 
  103 遺族 

104 家庭・児童 
  105 失業 
  106 住宅 
  107 その他の社会的脱落 
  108 R&D（社会保護） 
  109 その他の社会保護 

 
 ｂ．経済活動別分類 

経済活動分類（中分類） 作業分類 
電気・ガス・水道・廃棄物処理業 下水道 

廃棄物処理 
運輸・郵便業 水運施設管理 

航空施設管理 
専門・科学技術、業務支援サービス業 学術研究機関 

公務 公務 

教育 教育 

保健衛生・社会事業 保健衛生・社会福祉 

その他のサービス 社会教育 

 
２ 実際の区分例 
 ａ．中央政府（国の決算書） 

 （所管）内閣府 
   （組織）内閣本府 
     （項）経済社会総合研究所 
       （目）職員基本給 → 性  質  雇用者報酬 
                  目  的  経済業務 

R&D（経済業務） 
                  経済活動  学術研究 
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 ｂ．地方政府（地方財政統計年報 2-5-1 表） 

 （性質）物 件 費      → 性  質  中間投入 
 （目的）民生費・老人福祉費  → 目  的  社会保護 
                        老  齢 
                  経済活動  保健衛生・社会福祉 
 

（４）政府財政統計（非金融取引） 
 「国民経済計算年次推計」フロー編付表６－２では、ＩＭＦの『政府財政統計(GFS)
マニュアル 2014』に準拠した形で、一般政府の内訳部門別の勘定を表章している。政

府財政統計（GFS）の形式に準拠した一般政府の部門別勘定については、中央政府、地

方政府、社会保障基金及びそれらの合計について、「正味資産に影響を与える取引」、「非

金融資産の取引」を表章するものである（金融資産・負債の取引、金融資産・負債の名

目保有利得・損失、金融資産・負債のその他の資産量変動及び金融資産・負債残高につ

いては、第 10 章を参照）。 
 このうち、「正味資産に影響を与える取引」のバランス項目は、収入から支出を控除

した「業務収支」であり、「非金融資産の取引」を加えた後のバランス項目は「純貸出

（＋）／純借入（－）」（第 10 章参照）となる。なお、付表６－２における「正味資産

に影響を与える取引」や「非金融資産の取引」の主たる項目と、その他の表（所得支出

勘定、資本勘定及びフロー編付表６－１）における各項目との対応関係については下表

に示すとおりであるが、財産所得のうち利子は FISIM 調整前であること、資本移転の

受払は「非金融資産の取引」ではなく「正味資産に影響を与える取引」に記録されるこ

となど、いくつかの違いが存在する。 
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表４－２ 政府財政統計と国民経済計算の項目間の関係 

 

２．対家計民間非営利団体関連項目の推計 

（１）対家計民間非営利団体の範囲 
 対家計民間非営利団体は、定義上は、利益配分を行うことができない非営利団体のう

ち、家計に対して財貨・サービスを提供する非市場生産者かつ民間部門に属する機関か

ら構成される制度部門となる。ただし、多数存在する非営利団体の個々について、市場

性等を判断するのは実務上困難であることから、労働組合、政党、宗教団体、私立学校

（除く附属病院 １９）等のうち、経営組織別にとらえて、個人、会社、国、公共企業体及

                                                   
１９ 附属病院分は、市場生産者に含まれる。なお、国公立大学についても、附属病院分は、市場生産者で

あり、これを除く部分が非市場生産者として一般政府に含まれる。 

GFSに対応した非金融フロー 所得支出勘定、資本勘定における対応

正味資産に影響を与える取引

収入

税
所：生産・輸入品に課される税、所得・富等に課される経常税（受取）
資：資本税（受取）

社会負担 所：純社会負担（受取）

交付金
所：経常国際協力、一般政府内の経常移転（受取）
資：資本移転（他の一般政府部門からのもの、海外からのもの）（受取）

その他の収入

所：財産所得（受取）　※利子はFISIM調整前

　　 最終消費支出の算出過程における財貨・サービスの販売

　　 非生命保険金、 他に分類されない経常移転（受取）

資：資本移転（居住者からのもの）（受取）　※資本税を除く

支出

雇用者報酬 所：最終消費支出の算出過程における雇用者報酬

財・サービスの使用 所：最終消費支出の算出過程における中間投入　※FISIM調整前

固定資本減耗 所：最終消費支出の算出過程における固定資本減耗

利子 所：利子（支払）　※FISIM調整前

補助金 所：（控除）補助金（支払）

交付金
所：経常国際協力、一般政府内の経常移転（支払）
資：資本移転（他の一般政府部門に対するもの、海外に対するもの）（支払）

社会給付
所：現物社会移転以外の社会給付（支払）
　　 現物社会移転（市場産出の購入）（支払）のうち現物の社会保障給付分

その他の支出

所：利子を除く財産所得（支払）
　　 非生命純保険料、他に分類されない経常移転（支払）

　　 最終消費支出の算出過程における生産・輸入品に課される税（支払）

　　 現物社会移転（市場産出の購入）のうち教科書購入費等

資：資本移転（居住者に対するもの）（支払）

純業務収支（収入－支出） ※上記の収入－支出

非金融資産の取引

非金融資産の純取得 資：総固定資本形成（控除）固定資本減耗

在庫 資：在庫変動

貴重品 －

非生産資産 資：土地の購入（純）

純貸出(+)／借入(-) ※資：純貸出(+)／純借入(-)と一致

（備考）「所」は所得支出勘定を、「資」は資本勘定をそれぞれ表す。
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び地方公共団体である事業所を除いたもの、すなわち、「会社以外の法人」及び「法人

でない団体」を対家計民間非営利団体の範囲としている。 
 
（２）対家計民間非営利団体の経済活動分類 
   対家計民間非営利団体の推計においては、国際標準産業分類（ISIC Rev.4）と可能な

限り整合的となるよう、教育、社会教育、自然・人文科学研究機関、社会福祉及びその

他の５つの作業分類を設定している。経済活動別分類（中分類）との関係では、教育が

「教育」、自然・人文科学研究機関が「専門・科学技術、業務支援サービス業」、社会教

育及びその他が「その他のサービス業」にそれぞれ分類される（表４－３）。 
 

 表４－３ 対家計民間非営利団体の経済活動別分類 
経済活動分類（中分類） 作業分類 

教育 教育 

専門・科学技術、業務支援サービス業 自然・人文科学研究機関 

保健衛生・社会事業 社会福祉 
 

その他のサービス業 社会教育 
その他 

 
 また、日本標準産業分類でみると、（８１）学校教育（うち私立）が「教育」、（８２

０）管理，補助的経済活動を行う事業所（８２ その他の教育，学習支援業）、（８２１）

社会教育が「社会教育」、（７１）学術・開発研究機関（うち非営利）、が「自然・人文

科学研究機関」、（８５０）管理，補助的経済活動を行う事業所（８５ 社会保険・社会

福祉・介護事業）、（８５３）児童福祉事業、（８５４）老人福祉・介護事業（ただし、

８５４２ 介護老人保健施設は除く）、（８５５）障害者福祉事業、（８５９）その他の

社会保険・社会福祉・介護事業が「社会福祉」、（９３２）労働団体、（９３３）学術・

文化団体、（９３４）政治団体、（９３９）他に分類されない非営利的団体、（９４）宗

教、（９５０）管理，補助的経済活動を行う事業所（９５ その他のサービス業）、（９５

１）集会場が「その他」に該当する。 
なお、（８０）娯楽業もその対象に入るべきものがあると思われるが、経営組織別に

みると、民間非営利団体とみなされるものの数が僅少であるため除外する。 
 

（３）推計方法 
対家計民間非営利団体は、団体の活動目的別に大きく「教育」と「その他」の２部門

に分け、推計する。 
 

ａ．活動目的別分類「教育」の推計 
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活動目的別分類「教育」は、「学校教育」、「自然・人文科学研究機関」、「社会教育」

からなる。 
「学校教育」について、『今日の私学財政』（日本私立学校振興・共済事業団）を基礎

資料として推計する。この調査結果からは付属病院分を除外するが、個人立学校分につ

いては、分離が困難なため、推計値の中に含まれる。 
当該基礎資料は第一次年次推計時には間に合わないため、第二次年推計時に使用す

る。第一次年次推計時の推計方法については、前年の第二次年次改定推計値に対して、

『学校基本調査』（文部科学省）の私立学校教職員数等の伸び率を用いて延長推計する。 
「自然・人文科学研究機関」については『科学技術研究統計』、「社会教育」について

は『民間非営利団体実態調査』（内閣府）等から生産費用や財貨・サービスの販売にか

かる項目を推計する（『民間非営利団体実態調査』から SNA 非営利推計への組替え方

法については表４－４を参照）。 
 

ｂ．活動目的別分類「その他」の推計 
 活動目的別分類「その他」は、「社会福祉」と（狭義の）「その他」からなる。 

「その他」のうち政治団体分については『政治資金収支報告書』（総務省）、「社会福

祉」等については『民間非営利団体実態調査』等から生産費用や財貨・サービスの販売

にかかる項目を推計する。（『民間非営利団体実態調査』から SNA 非営利推計への組替

え方法については表４－４を参照）。 
 
ｃ．固定資本減耗 

貸借対照表勘定（第 11 章）のストック推計で得られる固定資本減耗を利用する。推

計は恒久棚卸法に基づいて行い、減価償却法は定率法を用いる。 
 
ｄ．年度値の暦年転換方法 
 対家計民間非営利団体の推計は、年度ベースの基礎資料により行うため、推計で当初

求められる値も年度値となる。この年度値を四半期分割した上で暦年値も求めるが、そ

の四半期分割比率は、雇用者報酬に関しては「教育」、「その他」ともに『毎月勤労統計』

の教育、社会保険・社会福祉等、学術研究の賃金指数等を、「教育」の家計最終消費支

出に関しては、『家計統計』（総務省）の私立学校授業料を用い、他の計数については四

等分して四半期値を推計する。 
 
ｅ．総固定資本形成 
 第７章３．（２）②ａ．（ｂ）（イ）を参照。 
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 表４－４ 民間非営利団体実態調査項目と非営利推計項目との対応 

 

勘定 実態調査該当項目

仕入代

消耗品費

光熱水費

（A） 印刷製本費

家賃・賃借料

その他の事業経費

在庫（控除）

雇用者報酬 （B） 人件費

固定資本減耗 （C） 減価償却費

生産・輸入品に課される税 （D） 租税・公課

（生産額）

産出額

中間需要 （G）

家計最終消費 （H） 事業収入

対家計民間非営利団体

最終消費支出                （I）＝（F）-（（G）+（H））

投資支出

在庫（控除）

財産所得（支払） （K） 支払利息

社会扶助給付 （L） 移転的支出

利子収入

配当収入

賃貸料収入

民間非営利団体への経常移転 （N） 会費等の移転的収入

貯蓄

（J）

制度部門別所得支

出勘定（一部）
財産所得（受取） （M）

（O）＝（（M）+（N））-（（I）+（K）+（L））

制度部門別所得支

出勘定

制度部門別資本調

達勘定

家計現実最終消費

総固定資本形成

推計項目

国内総生産勘定

（支出側）

中間投入

付加価値

計                                  （E）＝（B）+（C)+（D)

（F）＝（A）+（E）
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第５章 供給・使用表（SUT）の枠組みによる

コモ法、付加価値法等の推計の統合 

１．概要 

市場生産者について、コモ法では基準年の『産業連関表』から算出した配分比率等を用

いて、流通段階ごとに中間消費、家計最終消費支出、総固定資本形成といった需要額を推

計している（第２章参照）。他方、付加価値法では毎年基礎統計から推計した経済活動別

中間投入比率を用いて経済活動別財貨・サービス別中間投入を推計している（第３章参

照）。また、非市場生産者の産出する財貨・サービスの中間消費や非市場生産者による中

間投入については別途推計を行い（第４章参照）、それぞれコモ法の推計値及び付加価値

法の推計値に加えている。こうした基礎統計や推計方法の違いにより、コモ法等から推計

される財貨・サービスの中間消費計と、付加価値法等から推計される財貨・サービス別の

中間投入計の間に不突合が生じ、一国全体の統計上の不突合の要因となり得る。 
このため、SUT の枠組みを活用し、財貨・サービス別に中間消費と中間投入計を突合、

調整することで、財貨・サービス別、一国全体の統計上の不突合の縮減を行う。SUT と

は、財貨・サービスの供給（産出、輸入）と使用（需要）の過程及び産出から生じる付加

価値の関係を統合的に表す枠組みであるが、調整においては、国内で供給された財貨・サ

ービスが、どの経済活動の産出に中間投入され、どのような最終需要（在庫変動を含む）

として使用されるのかを表す使用表の枠組みにより ２０、コモ法や付加価値法等の推計値

の統合を行う ２１。 
 
２．統合方法 
  
 『産業連関表』推計年次（以下「IO 推計年次」という。）については、全ての財貨・サー

ビスについてコモ法等から推計される中間消費を採用し、付加価値法等から推計される財

貨・サービス別の中間投入計をこれと同じ水準になるよう調整し、バランスさせる。以下は、

IO 推計年次以外におけるコモ法等と付加価値法等の推計値の統合に係るバランス方法を示

す。（図５－１参照） 
  

                                                   
２０ なお、使用表における財貨・サービス別の総使用額（中間投入＋最終需要（在庫変動を含む）は、ど

の財貨・サービスがどの経済活動により産出され、また輸入によって供給されたか等を示す供給表の総供

給額と一致するよう推計されている。 
２１ 本章の内容については、吉岡・鈴木（2016）「供給・使用表（SUT）の枠組みを活用した支出側 GDPと

生産側 GDPの統合」も参照されたい。 
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（１）バランス前使用表の作成 
コモ法並びに一般政府及び対家計民間非営利団体に関する推計より得られる財貨・サ

ービス別の各種の需要額、付加価値法並びに一般政府及び対家計民間非営利団体に関す

る推計により得られる経済活動別の中間投入額及び付加価値額から「バランス前使用表」

を作成する。付加価値法では別個の財貨・サービスとして存在し、コモ法では各財貨・サ

ービスに含まれている「事務用品」や「家計外消費支出」（産業連関表における「宿泊・

日当」、「交際費」及び「福利厚生費」に対応）については、中間消費と中間投入の突合を

行うため、付加価値法で経済活動別の中間投入として得られた「事務用品」や「家計外消

費支出」を産業連関表におけるそれぞれの総額に占める財貨・サービス別の構成比を用い

て分割し、各財貨・サービスの中間投入に上乗せする処理を行う。 
 
（２）バランスの第一の段階 

財貨・サービス別に、その需要構造や他の基礎統計の情報を勘案し、バランス前使用表

に計上される財貨・サービス別の中間消費、財貨・サービス別の中間投入計のうち、より

信頼性があると判断される計数を採用し、もう一方の側の計数をそれと同じ水準に調整

する。 
 ａ．中間消費が大宗である財貨・サービス 

需要の合計（以下「総使用」という。）に占める中間消費（生産者によって財貨・サ

ービスの産出のために使用され、一年以内に費消されるもののことをいう。以下同じ。）

の割合が支配的である財貨・サービスについては、コモ法等の中間消費を採用。 
 ｂ．中間消費と輸出が大宗である財貨・サービス 

  総使用に占める中間消費と輸出の割合が支配的である財貨・サービスについては、コ

モ法等の中間消費を採用。 
 ｃ． 家計統計等と比較可能な財貨・サービス 

  総使用に占める中間消費、輸出と家計最終消費支出の割合が支配的である財貨・サー

ビスのうち、『家計統計』又は『家計消費状況調査』（総務省）と比較可能な品目につい

ては、それらの情報に基づいてバランスの方針を検討する。 
具体的には、まず、『家計統計』又は『家計消費状況調査』から得られる一世帯当た

りの家計消費額に世帯数（国勢統計をベンチマークとし『国民生活基礎調査』（厚生労

働省）等から把握される世帯数の伸び率で延伸して推計）を乗じて、参照可能な家計最

終消費支出の指標 （以下「参照家計消費」という。）を作成する。参照家計消費を使っ

て中間消費及び中間投入計を比較するため、中間消費と中間投入計から得られる計数

でお互い比較可能な指標として、以下の「コモ家計消費」、「付加家計消費」を定義する。 
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コモ家計消費：総使用－中間消費－輸出－政府現物社会移転＋居住者家計の海外で

の直接購入－非居住者家計の国内での直接購入 ２２ 
付加家計消費：総使用－中間投入計－輸出－政府現物社会移転＋居住者家計の海外

での直接購入－非居住者家計の国内での直接購入２２ 

この式の考え方について補足すると、まず、総使用は需要項目の合計であるため、 

国内家計消費支出 ＝ 総使用－中間消費－総固定資本形成－在庫変動－輸出 

であり、在庫変動と総固定資本形成が僅少な財貨・サービスについては、 

国内家計消費支出 ≒ 総使用－中間消費－輸出 

となる。一方、この式の中間消費を中間投入計に置き換えることによって、財貨・サ

ービス別中間投入計に基づく家計消費に相当する計数が得られる。ここから、参照家計

消費の概念に合わせるため、家計が消費支出として認識しない政府現物社会移転を控

除し、かつ、居住者・非居住者家計の海外・国内での直接購入（アウトバウンド・イン

バウンド消費）を加減し国内概念から国民概念に変換したものが「コモ家計消費」及び

「付加家計消費」である。 
こうした得られた「コモ家計消費」と「付加家計消費」及びその平均値の三つの指標

について、その前年比伸び率を参照家計消費の前年比伸び率と比較する。このうち最も

参照家計消費の動きと近いと判断される指標を相対的に確からしいものと考え、それ

に対応する中間消費及び中間投入計又はその平均値を計数として採用する。 
 

図５－２ 「参照家計消費」との比較の例 
・中間消費に調整される例        ・中間投入計に調整される例 

 
 
 
 
 

 
 

（３）バランスの第二の段階 
（２）のａ．～ｃ．に該当しない財貨・サービスについては、コモ法等から推計される

                                                   
２２ 居住者家計の海外での直接購入及び非居住者家計の国内での直接購入については、財貨・サービス別

の情報が毎年得られるような基礎統計に制約があるため、一国全体の計数を基準年の産業連関表における

比率で按分して作成する。 
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財貨・サービス別の中間消費と、付加価値法等から推計される財貨・サービス別の中間投

入計が、ともに同等の信頼性があると判断し、これらの平均値を採用し、財貨・サービス

別の中間消費、財貨・サービス別の中間投入計の双方をこの水準に調整する 23。 
 

（４）バランス後の使用表の作成 
使用表全体での整合性を確保するため、上記の過程により生じる財貨・サービス別の中

間消費及び財貨・サービス別の中間投入計の変化分について最終需要、付加価値等に反映

し、バランスさせた使用表（以下「バランス後使用表」という。）を作成する。 
 ａ．最終需要 

財貨・サービス別の中間消費の変化分について、当該財貨・サービスのバランス前に

おける各種の最終需要額の相対比を基に、各種の最終需要項目に配分する。 
 ｂ．経済活動別中間投入計 

財貨・サービス別の中間投入計の変化分の一国合計について、バランス前の経済活動

別中間投入計の相対比を基に、経済活動別の中間投入計に配分する。 
 ｃ．付加価値 

 ｂ.における経済活動別の配分額について、営業余剰・混合所得（純）から控除する。 
 ｄ．経済活動別財貨・サービス別中間投入 

バランス後の財貨・サービス別の中間消費及びｂ.で得られたバランス後の経済活動

別の中間投入計を制約条件として、ＲＡＳ法によりバランス前使用表における経済活

動別の財貨・サービス別中間投入を再計算し、バランス後の計数を求める。 
 
（５）バランス後使用表の翌年次の推計への利用 
ａ．コモ法における翌年次推計への利用 
 ある年次について上記の通りバランスされた計数を基に、翌年次のコモ法や付加価値

法の推計を行う。コモ法においては、ある年次におけるバランス後使用表から計算され

る財貨・サービス別の配分比率や運賃・マージン率等を基に、翌年次の財貨・サービス

別の需要額を推計する。配分比率等については、これをパラメ－タとするコモ法推計値

が（４）で得られたバランス後使用表の推計値に一致するよう収束計算により求める。

すなわち、バランス前の配分比率等を基にコモ推計を行うと、その結果とバランス後の

中間消費、総固定資本形成、家計消費支出及び在庫変動（目標値）との間に開差が発生

する。これらの開差を最小化させるように配分比率等の修正とコモ計算を繰り返し行う

ことにより、バランス後計数と整合的な配分比率等を推計する。 

                                                   
23 以上の中間消費と中間投入計の統合の結果、元の中間消費からの変化が極めて大きい場合、この後の調

整によって最終需要が、例えばマイナスになるような品目が発生する可能性がある。これを防ぐため、中

間消費の調整許容幅を一定の比率で設定しており、超過分については中間消費で調整を行わず、中間投入

計の方を調整する。ここで計算された調整許容限度額の需要項目別内訳については、使用表全体の作成に

おける最終需要への反映でも用いる。 
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ｂ．付加価値法推計における翌年次推計への利用 

付加価値法においては、ある年次におけるバランス後使用表から計算される中間投入

を基に、翌年次の U 表を推計する。そのためには、延長推計の基となる当該年次の経済

活動別の中間投入比率、その品目別構成比等について、バランス後使用表と整合的なも

のを用いる必要がある。その際、付加価値法においては、まず在庫品評価調整前 SNA-
U 表に基づいて推計を行うため（第３章参照）、在庫品評価調整後に相当するバランス

後使用表から在庫品評価調整前に相当するバランス後使用表への変換を行う必要があ

る。具体的には、付加価値法における在庫品評価調整方法を利用し、収束計算により、

バランス後使用表から得られた U 表（在庫品評価調整後）と整合的な在庫品評価調整前

U 表を推計する。さらに、ここで求めた在庫品評価調整前 U 表と経済活動別産出額等か

らバランス後の中間投入比率を求めるとともに、それを中間投入比率（暫定推計値）で

除すことによってバランス後使用表と整合的な補正率を求め、翌年の付加価値法推計に

用いる。 



第６章 海外勘定の推計 

- 71 - 

第６章 海外勘定の推計 

 

１．基本的な考え方 

海外勘定は、我が国の居住者と非居住者 ２ ４の間で行われた経常取引及び資本取引、金

融取引を記録するものである。このうち、経常取引については、『国際収支統計』の経常

収支の各計数を国民経済計算の概念に合致するよう組み替えて推計する。資本取引につ

いては、『国際収支統計』の資本移転等収支を基に推計する。2014 年に改定された『国

際収支統計』は、ＩＭＦの『国際収支マニュアル第６版』（2009 年）に準拠しており、

基本的に 2008SNA の概念と整合性がとられているため、組替えが必要なのは一部の項目

に限られる。 
金融取引については、『資金循環統計』を使用して推計する。『資金循環統計』は、

2008SNA を反映させた形で 2016 年に改定されており、基本的に『国際収支統計』との

整合性が確保されている。 
なお、海外勘定は、諸外国（我が国領土内に存在する在日公館、米軍基地を含む）をま

とめて海外部門とみなし、海外部門からの視点で受取・支払を記録するため、『国際収支

統計』（わが国からの視点で記録）とは受取・支払がそれぞれ逆になっている。 
 

２．推計方法 

（１）経常取引 
経常取引について、SNA と『国際収支統計』の関係を簡単に図に示すと、図６－１

のようになる。このように、現行の『国際収支統計』と基本的に整合性が保たれている

が、一部について組替えを行う。 
 
 
 
 
 

                                                                                  
２ ４  居住者と非居住者：2008SNAでは、ＩＭＦの『国際収支マニュアル第 6版』と整合的に、ある制度単位が

居住者であるのは、その領域内に経済的利害の支配的中心を保持している（無期限もしくは長期間にわたり

かなりの規模で経済活動・取引に従事している）場合とされている。我が国 SNAの場合、この居住性につい

て、『国際収支統計』の考え方と整合的なものとなっており、翻って『国際収支統計』における居住者、非

居住者の定義は、外為法や関連する通達（大蔵省通達「外国為替管理法令の解釈及び運用について」）に拠

っており、例えば、２年以上外国に滞在する本邦人は非居住者、６ヶ月以上わが国に滞在する外国人は居住

者としてみなすなどしている。 
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図６－１ 我が国国民経済計算(JSNA)と国際収支統計の対応関係 
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ａ．財貨・サービス輸出入 
財貨の輸出入については、海外勘定では FOB（本船渡し）建価格 ２ ５で記録してお

り、『国際収支統計』の貿易収支と対応している。 

 

サービスについては、『国際収支統計』のサービス収支から、建設、輸送等に含まれ

る国際観光旅客税 ２ ６及び在日米軍の日本人職員給与（受取のみ）を差し引くとともに、

金融サービスのうち FISIM（間接的に計測される金融仲介サービス）について国民経

済計算による推計値に置き換えたものと対応している ２ ７。 
「国民経済計算年次推計」フロー編付表 19 のサービスの輸出入各項目と、『国際収

支統計』における項目の対応関係は下表のとおり。 
 

国民経済計算年次推

計フロー編付表 19 
国際収支統計 
（「サービス収支」の対応項目を指す） 

輸送 「輸送」 
※ただし国際観光旅客税分は除く 

旅行 
「旅行」 
※再掲の「居住者家計の海外での直接購入」、「非居住者家計の国内で 
の直接購入」は、「旅行」のうち業務外の支払、受取をそれぞれ計上 

情報・通信 「通信・コンピュータ・情報サービス」 

金融・保険 「金融サービス」、「保険・年金サービス」 
※ただし FISIM は独自推計値を計上 

その他 

「委託加工サービス」、「維持修理サービス」、「産業財産

権等使用料」、「著作権等使用料」、「研究開発サービス」、

「専門・経営コンサルティングサービス」、「技術・貿易関

連・その他業務サービス」、「音響映像・関連サービス」、

「その他個人・文化・娯楽サービス」、「公的サービス等」 
※ただし公的サービス等のうち国際観光旅客税分及び在日米軍日本人

給与分は除く 
 
ｂ．雇用者報酬 

                                                                                  
２ ５ FOB（Free On Board）建価格と CIF（Cost, Insurance and Freight）建価格：FOB 建価格とは運賃、

保険料等を含まない貨物本体代金だけの価格であり、CIF 建価格とは貨物本体に加え運賃及び保険料を含

んだ価格。なお、『貿易統計』（財務省）は通関金額をもとに作成されていることから、輸出は FOB 建、

輸入は CIF 建で記録されており、記録時点は通関した時となる。『国際収支統計』は、CIF 建価格と FOB

建価格の差である保険料及び運賃を推計のうえ控除して FOB建で記録するとともに、記録時点の補正（所

有権が移転した時点で記録）も行われている。このため、『国際収支統計』と『貿易統計』の計数は一致

しない。 
２ ６ 非居住者が支払う国際観光旅客税について、我が国の SNA では海外からの経常移転とする一方で、

『国際収支統計』では、輸送等のサービス収支に含まれている。このため、『租税及び印紙収入、収入額

調』（財務省）や『出入国管理統計』（法務省）等を用い、組替えを行っている。 
２ ７  『国際収支統計』においては、『国際収支マニュアル第 6 版』に準拠した 2014 年分以降、金融サービ

スに FISIM を計上しているが、2008SNA やこれを踏まえた我が国の SNA とは異なり、借り手側 FISIM から

信用リスクプレミアムが控除されていることに加え、2013 年分以前については FISIM が計上されておら

ず時系列的な断層もあることから、国民経済計算側で独自に推計した FISIM を計上している。 
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雇用者報酬は、基本的に、『国際収支統計』の第一次所得収支の雇用者報酬に対応し

ている。ただし、輸出については、『国際収支統計』ではサービス収支に含まれる「在

日米軍の日本人職員給与」分を組み入れる。 
 
ｃ．財産所得 

財産所得は、『国際収支統計』の第一次所得収支の投資収益及びその他第一次所得に

対応している。なお、『国際収支統計』においても利子からは FISIM 分が調整されて

いるが、国民経済計算では独自の推計値に置き換えた上で調整している。 
「国民経済計算年次推計」フロー編付表 19 の財産所得各項目と、『国際収支統計』

における項目の対応関係は下表のとおり。 
 
国民経済計算年次推

計 
フロー編付表 19 

国際収支統計 
（断りがない限り「第一次所得収支」の対応項目を指す） 

利子 

「直接投資収益」のうち「利子所得」 
「証券投資収益」のうち「債券利子」 
「その他投資収益」のうち「利子所得」 
※ただし、FISIM 分は独自推計値を調整 

法人企業の分配所得 

「直接投資収益」の「出資所得」の「配当金・配分済支店収

益」 
「証券投資収益」のうち「配当金」 
「その他投資収益」のうち「出資所得」 

海外直接投資に 
関する再投資収益 

「直接投資収益」の「出資所得」の「再投資収益」 
 

賃貸料 「その他第一次所得」 
 

 
ｄ．その他の経常移転 

その他の経常移転は、『国際収支統計』の第二次所得収支にサービス収支の建設及び

輸送等に含まれる非居住者が支払った国際観光旅客税を加えたものと対応している。 
建設を経常移転に組み替えるのは、次のような理由による。まず海外での建設活動に

おいて、SNA では現地事務所は相手国の居住者とみなされる。したがって、建設その

ものは相手国の国内取引となる。一方、『国際収支統計』に計上されている建設サービ

スは、主として相手国の発注者から国内本社への建設代金の支払である。つまり、サー

ビスの提供は相手国の居住者同士で行われ、代金支払のみ居住者と非居住者との間の

取引となっていることになる。このため、『国際収支統計』の建設は移転取引とするの

が適当であり、SNA では経常移転に計上する。 
 
ｅ．経常対外収支 

支払と受取のバランス項目で、支払側に記録される。経常対外収支は、『国際収支統
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計』における経常収支と、直近期間における再投資収益の計上の違いを除けば、合致す

る。ただし、海外勘定の経常対外収支は、海外から見た収支であり、経常収支とは符号

が異なる。 
 
（２）資本取引 

資本取引の資本移転等の項目は、『国際収支統計』の資本移転等収支と対応している。

貯蓄及び資本移転による正味資産の変動は、経常対外収支＋資本移転等（受取）－資本

移転等（支払）となる。 
なお、資本取引の貯蓄及び資本移転による正味資産の変動と、金融取引の純貸出（＋）

／純借入（－）（資金過不足）は、金額が一致する。 
 
（３）金融取引 

金融資産・負債の取引（金融取引）を作成する際に得られる海外部門の取引額である。

一部の項目を除き、基礎資料として『資金循環統計』を用いており、各項目の具体的な

推計方法については、第 10 章「２．金融勘定」を参照されたい。 
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第７章 国内総生産（支出側）の推計 

 

１．民間最終消費支出 

 民間最終消費支出は、ａ．家計最終消費支出にｂ．対家計民間非営利団体最終消費支出

を加えたものである。 
 なお、民間最終消費支出に一般政府から家計に対し、現物による財貨又はサービスの形

で提供される現物社会移転を加算したものが、現実家計最終消費となる（現物社会移転に

ついては、第８章「４．現物所得の再配分勘定の推計」を参照）。 
 
（１）家計最終消費支出 

 家計最終消費支出は以下の項目から成る。 
       家計最終消費支出（＝①＋②－③） 
          ① 国内家計最終消費支出 
          ② 居住者家計の海外での直接購入 
          ③ 非居住者家計の国内での直接購入（控除） 
 家計最終消費支出の大部分を占める国内家計最終消費支出の推計方法は以下のとお

りである。 
 また、②居住者家計の海外での直接購入及び③非居住者家計の国内での直接購入に

ついては、『国際収支統計』に基づいて推計する。 
 
ａ．国内家計最終消費支出推計の基本体系 
（ａ）名目値の推計 
ⅰ．暦年計数の推計 
 国内家計最終消費支出暦年計数は、コモ法によって推計する市場生産者の産出する

財貨・サービス分と、非市場生産者による家計への「財貨・サービスの販売」を合算し

て推計する。コモ法では、コモ８桁品目で推計し、各品目は 88目的分類に集計するこ

とによって、マトリックスを作成する。同様に、一般政府及び対家計民間非営利団体

の「財貨・サービスの販売」についても 88目的に分類し、これをコモ法によるマトリ

ックスと合算することにより、88目的分類からなる国内ベースの最終消費支出マトリ

ックス（コモ集計マトリックス）（暦年計数）を作成する。ただし、コモ法による暦年

計数には、国内家計最終消費支出に含まれない「現物給付」分が含まれているため、そ

の分を控除する。なお、国内家計最終消費支出の分類には、上記目的分類のほかに形

態分類があるが、88 目的の各目的分類は、形態分類（４形態）のいずれか一つに対応
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するよう設計されている。 
 

ⅱ．四半期計数の推計 
 四半期の国内家計最終消費支出は、コモ暦年計数を補助系列によって四半期分割

した上で、四半期ごとの「財貨・サービスの販売」を加えることによって求める。補

助系列は、並行推計項目及び共通推計項目についてコモ法と同様の 88目的分類マト

リックスを推計することによって求める。 
 
ⅲ．表章形式 
 88 目的分類別に集計し、それをまとめた 13 目的分類及び４形態分類で表章する

（表７－１、縦：目的分類、横：形態分類）。 
 
ｂ．四半期分割のための補助系列推計方法 

国民経済計算推計手法解説書（四半期別 GDP 速報（QE）編）を参照。 
 

（２）対家計民間非営利団体最終消費支出 
 対家計民間非営利団体のサービス産出額（中間投入＋雇用者報酬＋固定資本減耗＋

生産・輸入品に課される税）から、同生産者の財貨・サービスの販売額及び自己勘定に

よる研究・開発に係る総固定資本形成額を控除することによって推計する（第４章「２．

対家計民間非営利団体関連項目の推計」参照）。 
 

２．政府最終消費支出 

（１）年度計数の推計 
 政府最終消費支出とは、一般政府のサービス産出額（中間投入＋雇用者報酬＋固定資

本減耗＋生産・輸入品に課される税）から他部門に販売した分である財貨・サービスの

販売額及び自己勘定による研究・開発に係る総固定資本形成額を差し引いた一般政府

の自己消費分に、医療費、介護費、教科書購入費等、一般政府が家計に供給するため、

市場生産者から購入するための支出（現物社会移転（市場産出の購入））を加えたもの

である。 
 なお、一般政府の現実最終消費については後述する（第９章「４．現物所得の再分配

勘定の推計」参照）。 
 年度計数の推計に当たっては、中央政府及び社会保障基金については決算書等、地方

政府については『地方財政統計年報』等により中間投入、雇用者報酬等の各項目を積算

する（第４章「１．一般政府関連項目の推計」参照）。 
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表７－１ 国内家計最終消費支出 88 目的分類一覧 

１．耐久財 ２．半耐久財 ３．非耐久財 ４．サービス 推計項目
１．食料・非アルコール

1101 パン及び穀物 ○ 並、販
1102 肉及び肉加工品 ○ 並、販
1103 魚及び水産加工品 ○ 並、販
1104 ミルク、チーズ及び卵 ○ 並、販
1105 油脂 ○ 並、販
1106 果物 ○ 並、販
1107 野菜 ○ 並、販
1108 砂糖、チョコレート及び菓子 ○ 並、販
1109 その他の食料品 ○ 並、販
1201 コーヒー、茶及びココア ○ 並
1202 その他の非アルコール飲料 ○ 並

２．アルコール飲料・たばこ
2100 アルコール飲料 ○ 並
2200 たばこ ○ 並

３．被服・履物
3101 糸及び生地 ○ 並
3102 衣服 ○ 並
3103 その他の衣服及び衣服装飾品 ○ 並
3104 クリーニング及び衣服の修理費 ○ 共
3201 靴及びその他の履物 ○ 並
3202 履物の修理費 ○ 共

４．住宅・電気・ガス・水道
4100 住宅賃貸料 ○ 共
4201 水道料 ○ 共、販
4202 廃棄物処理 ○ 共、販
4301 電気 ○ 共
4302 ガス ○ 並
4303 液体燃料 ○ 並
4304 固体燃料 ○ 並
4305 熱エネルギー ○ 並

５．家具・家庭用機器・家事サービス
5101 家具及び装備品 ○ 並、販
5102 絨毯及びその他の敷物 ○ 並
5103 家具・装備品及び敷物類の修理費 ○ 共
5200 家庭用繊維製品 ○ 並
5301 家庭用器具 ○ 並
5302 家庭用器具の修理費 ○ 共
5400 ガラス器具類、食器類及び家庭用品 ○ 並
5500 住宅及び庭用の工具備品 ○ 並
5601 家庭用消耗品 ○ 並
5602 家庭サービス及び家事サービス ○ 共

６．保健・医療
6101 薬品及びその他の医療製品 ○ 並
6102 治療用機器 ○ 並
6200 外来・病院サービス ○ 共
6300 入院サービス ○ 共

７．交通
7101 自動車 ○ 共
7102 オートバイ ○ 共
7103 自転車及びその他の輸送機器 ○ 並
7201 予備部品及び付属品 ○ 並
7202 燃料及び潤滑油 ○ 並
7203 個人輸送機器の保守及び修理費 ○ 共
7204 その他のサービス（交通） ○ 並
7301 鉄道旅客輸送 ○ 並
7302 道路旅客輸送 ○ 並
7303 航空旅客輸送 ○ 並
7304 外洋・沿海・内水面旅客輸送 ○ 並
7305 その他の輸送サービス ○ 並
7400 郵便 ○ 並

８．情報・通信
8101 ラジオ・テレビ受信機及びビデオ機器 ○ 並
8102 情報処理装置 ○ 並
8103 記録媒体 ○ 並
8104 パソコン ○ 並
8105 視聴覚、写真及び情報処理装置の修理費 ○ 共
8201 電話及び電報 ○ 並
8202 その他の通信サービス ○ 並

９．娯楽・スポーツ・文化
9100 写真･撮影用装置及び光学器械 ○ 並
9201 楽器 ○ 並
9202 音楽機器の修理費 ○ 共
9301 ゲーム及び玩具等 ○ 並
9302 スポーツ用具等 ○ 並
9303 庭、草木及びペット関連商品・サービス ○ 並
9401 レクリエーション及びスポーツサービス ○ 共、販
9402 文化サービス ○ 共、販
9403 ギャンブル性ゲーム ○ 共
9501 書籍 ○ 共
9502 新聞及び定期刊行物 ○ 共
9503 その他の印刷物 ○ 並
9504 文房具及び画材 ○ 並
9600 パッケージ旅行 ○ 並

10．教育サービス
10100 教育 ○ 並、販

11．外食・宿泊サービス
11100 飲食サービス ○ 共、販
11200 宿泊施設サービス ○ 共、販

12．保険・金融サービス
12101 生命保険 ○ 共
12102 非生命保険 ○ 共
12201 金融サービス ○ 共
12202 FISIM ○ 共

13．個別ケア・社会保護・その他
13101 美容院及び身体手入れ施設 ○ 共
13102 個人ケア用器具及び製品 ○ 並
13201 宝石及び時計 ○ 並
13202 その他の身の回り品 ○ 並
13300 介護サービス ○ 共
13900 その他のサービス ○ 共、販
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（２）四半期計数の推計 
 一般政府に関連する計数は、決算書等から基本的には年度ベースで把握されるため、

四半期計数が入手できないものについては、年度額を以下のとおり四半期分割する。 

① 雇用者報酬は、当該四半期別の一人当たり給与額で分割する。 

② 中間消費は、年度計数を四等分する。 

③ 生産・輸入品に課される税は、年度計数を四等分する。 

④ 固定資本減耗は、原則として暦年計数を四等分する。 

⑤ 財貨・サービスの販売は、ヒアリング結果等によるパターンで分割する。 

⑥ 自己勘定の総固定資本形成（研究・開発）は、本章「３．（１）②非市場生産者に

よる自己勘定の研究・開発に係る総固定資本形成」参照。 

⑦ 現物社会移転（市場産出の購入）のうち社会保障給付（医療、介護分）及び戦傷病

者等無賃乗車船等負担金は、年度計数を四半期ごとの支出比率等により割り振る。

教科書購入費は、年度計数を四等分する。 

 

３．総固定資本形成 

（１）推計の基本体系 

 総固定資本形成の暦年計数は、コモ法によって推計される市場生産者の産出する財

貨・サービス分と、一般政府や対家計民間非営利団体といった非市場生産者による自己

勘定の研究・開発に係る総固定資本形成分を合算して推計される。こうした方法では各

需要項目について品目別の暦年計数が推計される一方、一般政府や企業といった投資

主体別の内訳や四半期計数を明らかにするものではない。 

 したがって、上記の方法によって推計した総固定資本形成（暦年計数）と整合性のと

れた各主体別及び四半期別の総固定資本形成を推計するためには、別途各主体につい

て四半期別の総固定資本形成を推計し、これにより上記の方法によって推計した総固

定資本形成を分割する必要がある。その分割は次のように行う。 

 

①コモ法により推計される総固定資本形成 

ａ．知的財産生産物を除く固定資産 

 まず一国全体の住宅投資（暦年計数）を推計し、コモ法により推計した総固定資本形

成（暦年計数）からこれを差し引き、コモ法による「住宅投資以外の総固定資本形成（暦

年計数）」を求める。 

 次に公的企業の総固定資本形成（暦年計数、知的財産生産物を除く）と一般政府の総

固定資本形成（暦年計数、知的財産生産物を除く）を別途推計し、「住宅投資以外の総固

定資本形成（暦年計数）」からこれを差し引く。こうして求めたものが民間企業設備のう
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ち知的財産生産物を除く分（暦年計数）となる。 

 なお、2015 年（平成 27 年）基準より新たに総固定資本形成の対象となった建設補修

（改装・改修）の住宅分については、『建設工事施工統計』（国土交通省）から求めた住

宅／非住宅、民間／公共の４区分別の維持・修繕工事費に、同じく４区分別に求めた『建

築物リフォーム・リニューアル調査』の建設補修全体に占める「改装・改修」の比率を

乗じて推計する。なお、建設補修（改装・改修）の民間土木分については、『建設工事

施工統計』より求まる維持・修繕工事費の全てを「維持・修理」分とする。 

 各主体別及び四半期別の計数の推計方法は、下記（２）需要項目別推計方法を参照。 

 

ｂ．知的財産生産物 

 コモ法で推計される総固定資本形成のうち知的財産生産物分は、生産者が１年を超

えて生産に使用するコンピュータソフトウェアのうち受注型ソフトウェア、パッケー

ジ型ソフトウェア及び自社開発ソフトウェア、鉱物探査・評価、娯楽作品原本、並びに

研究・開発（非市場生産者による自己勘定分を除く）から構成される。 
 コンピュータソフトウェアについては、暦年値を『産業連関表』の固定資本マトリッ

クスより求めた比率により、公的分（公的企業及び一般政府）と民間分（民間法人企業

及び対家計民間非営利団体）に按分する。四半期計数は、受注型ソフトウェア及びパッ

ケージ型ソフトウェアについては『特定サービス産業動態統計』におけるソフトウェア

の月次売上高を用いることで分割し、自社開発ソフトウェアについては、リスマン・サ

ンデー法により分割する。鉱物探査・評価については、決算書より推計する。投資額は、

全て公的分（一般政府）とし、四半期計数は年度値を四等分する。 
娯楽作品原本は、公的企業と民間（民間非金融法人企業及び個人企業）に分けて推計

する。公的企業のテレビ番組原本は、NHK の四半期別の国内放送費の比率で四半期分

割する。その他の映像関連の原本については、民間非金融法人企業の投資とみなし、映

画原本は各四半期に四等分する。テレビ番組原本（公共放送を除く）は、東京キー局の

四半期決算資料の番組制作費の比率で四半期分割する。音楽原本のうち著作権使用料

について、四半期の分配額が公表されている年は、同金額の比率で四半期分割し個人企

業の投資とする。それ以外の音楽原本は、四等分で四半期分割し、民間非金融法人企業

ないし個人企業の投資とする。書籍は、『出版指標年報』の書籍の推定販売金額や書籍

の推定出回り金額で四半期分割し、民間非金融法人企業ないし個人企業の投資とみな

す。 
研究・開発（非市場生産者による自己勘定分を除く）については、『科学技術研究統

計』における部門別の内部使用研究費を組み替える等して公的分（公的企業）・民間分

（民間法人企業）、非金融分・金融分といった制度部門別に総固定資本形成額を推計す

る。ただし、第一次年次推計では、調査・公表時期との兼ね合いで同統計が利用可能で

はないため、市場生産者分（民間企業及び公的企業）は、『全国企業短期経済観測調査』
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（短観）（日本銀行）の研究開発投資額（実績）の対前年度伸び率等を用いて推計を行

う。四半期計数は、研究・開発費との相関がある『法人企業統計』における金融・保険

業を除く全産業における資本金 10 億円以上の販売管理費を補助系列として分割する。 
 
②非市場生産者による自己勘定の研究・開発に係る総固定資本形成 
一般政府や対家計民間非営利団体による自己勘定の研究・開発に係る総固定資本形成

については、『科学技術研究統計』における部門別の内部使用研究費を組み替える等によ

り推計する。ただし、第一次年次推計では非市場生産者分（一般政府及び対家計民間非営

利団体分）はトレンドにより延長推計を行う。四半期計数は、活動分類別に、人件費分に

ついては『毎月勤労統計』の関係する産業の賃金指数と常用雇用指数の動きを用いて、そ

の他の費用分については４等分とする。 
 
（２）需要項目別推計方法 

①住宅投資 

 公的住宅投資も含めた全住宅投資額について、『建築物着工統計』の着工建築物（構

造別・用途別表）の工事費予定額から推計する。居住専用住宅（準住宅を含む）・居住

産業併用建築物の工事費予定額を構造別・用途別平均工期により出来高に転換し、四半

期別の進捗ベースの投資額を求める。こうして求められた居住専用住宅及び居住産業

併用進捗額に、工事単価、工事面積、着工統計の漏れ等を補正するための修正倍率（国

土交通省推計）を乗じ、修正済居住専用住宅進捗額については全額、修正済居住産業併

用建築物進捗額についてはその７割を居住分として合計することにより、全住宅投資

額を求める。なお、構造別・居住専用、居住産業併用別平均工期については、原則５年

ごとに『建築統計年報』（国土交通省）の工事期間データ等から推計し直した値（間の

期は補間）を用いる。これに、コモ法で推計された不動産仲介手数料（住宅関連）の総

固定資本形成額及び建設補修（改装・改修）の住宅分を加算する。不動産仲介手数料に

ついては、住宅投資額の法人・家計比率を用いて、制度部門への分割を行う。 

 

ａ．民間住宅 

 民間住宅投資は、四半期別の全住宅投資額から、別途推計した四半期別の公的住宅

投資額を差し引くことにより推計する。各主体別推計は以下のように行う。 

 

（ａ）対家計民間非営利団体住宅投資 

 『民間非営利団体実態調査』等から推計する。 

 

（ｂ）法人住宅投資 

 『建築物着工統計』の着工建築物の工事費予定額のうち、建築主が「会社」である

居住専用住宅・居住産業併用建築物の工事費を進捗転換する。これに修正倍率を乗じ
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て漏れ等を補正し、居住専用住宅進捗額の全額と居住産業併用建築物進捗額の７割

を合計して四半期計数を求める。 

 なお、会社が建築主である分譲住宅については、家計（個人）が購入することから

家計住宅に分類されるため、会社の進捗額から分譲住宅を控除した額が法人住宅投

資となる。この分譲住宅については、『住宅着工統計』（国土交通省）における会社の

分譲比率を用いて推計する。 

 

（ｃ）家計（個人）住宅投資 

 民間住宅投資額より、法人住宅及び対家計民間非営利団体住宅を控除することに

より四半期別に推計する。 

 

ｂ．公的住宅 

 中央政府の一般会計及び特別会計の「決算書」における公務員宿舎施設費、『地方

財政統計年報』における普通建設事業費のうちの住宅費並びに都市再生機構及び地

方住宅供給公社の賃貸住宅にかかる住宅建設費を集計し、これから用地費を控除し

て年度計数を求める。 

 次に、四半期計数については、別途コモ法等で推計される建設補修（改装・改修）

の公的住宅分を控除し、『建設総合統計』に掲載されている公共部門における居住用

建築の出来高ベースの金額を用いて、年度計数を四半期に分割する。なお、建設補修

（改装・改修）のうち公的住宅分の比率については、第７章３．（1）①a．より得ら

れる分割比率を用いる。 

 

②非住宅投資 

ａ．民間企業設備 

供給側推計及び需要側推計の双方から推計値を作成し集計値のレベルで統合する

項目（並行推計項目）を主体とし、共通推計項目として別途推計するコンピュータソ

フトウェア、研究・開発及び娯楽作品原本の民間企業分、非住宅不動産の売買仲介手

数料並びに対家計民間非営利団体分を加算して推計する。 

なお、制度部門別設備投資額の推計は、民間企業設備の総額の四半期計数から、対

家計民間非営利団体の設備投資額を控除したものを、後述する需要側推計による非

金融法人企業、金融機関及び家計（個人企業）の計数によって分割し、消費税額を控

除（第２章「５．消費税の取扱い」参照）することにより推計する。 

 

（ａ） 並行推計項目  
（イ）需要側推計値 
 年次推計では、需要側補助系列の四半期比率を用いて、比例デントン法により、年
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次推計暦年値（コモ法により推計された総固定資本形成（暦年計数）から民間住宅、

公的固定資本形成及び対家計民間非営利団体等の共通推計項目の設備投資額を控除

したもの）の四半期分割を行う。 
 需要側補助系列は、民間非金融法人企業及び民間金融機関については、『法人企業

統計』により推計する。個人企業については、建物分を『建築物着工統計』により推

計し、建物以外の機械器具等分については、『個人企業経済統計』（総務省）の一企業

当たり新規設備取得額の前年比で延長推計した一企業当たりの機械投資額に、『労働

力統計』（総務省）の自営業主数から求めた個人企業数を乗じることにより推計する。 
※「国民経済計算推計手法解説書（四半期別 GDP 速報（QE）編）2015 年（平成 27
年）基準版」Ⅱ．需要項目別名目値の推計方法 参照 

 
（ロ）供給側推計値 
 供給側推計で得た総固定資本形成を使用する。 
※「国民経済計算推計手法解説書（四半期別 GDP 速報（QE）編）2015 年（平成 27
年）基準版」Ⅰ.供給側の推計方法 参照 

 
（ハ）統合方法 
 需要側推計値と供給側推計値を加重平均後の推計精度を最も高めるウェイトで加

重平均する。 
※「国民経済計算推計手法解説書（四半期別 GDP 速報（QE）編）2015 年（平成 27
年）基準版」Ⅱ.需要項目別名目値の推計方法参照 

 
（ｂ） 共通推計項目 
（イ）対家計民間非営利団体設備投資（コンピュータソフトウェア分除く） 

年次推計では『民間非営利実態調査』等から推計する。 
 
（ロ）コンピュータソフトウェア、研究・開発及び娯楽作品原本 

上述の本章３．（１）①ｂ．知的財産生産物を参照。 

 
（ハ）不動産仲介手数料（うち非住宅不動産の売買仲介手数料分） 

不動産仲介手数料については、『法人企業統計年報』から求めた不動産業の従業員

一人当たりマージン額の伸びと、『サービス産業動向調査』（総務省）の不動産取引

業の事業従事者数の伸びを延長指標として産出額を推計している。その上で、前年

の配分比率を乗じて総固定資本形成への配分額を推計する。民間企業設備計上分

については、基準年における非住宅分（民間企業設備分）と住宅分（民間住宅分）

の分割比率で按分する。 
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ｂ．公的企業設備 
（ａ）知的財産生産物を除く固定資産 
 知的財産生産物を除く固定資産については中央、地方それぞれ以下のとおり推計

する。 
 中央の公的企業については、各機関の貸借対照表上の有形固定資産から土地と立

木を控除したものの前年度末と当年度末との差額を算出し、これに損益計算書上の

減価償却費・固定資産除却損等を加え、消費税額を控除することにより年度計数を推

計する。 
 地方の公的企業については、『地方財政統計年報』の資本的支出のうち建設改良費

を求め、これから用地費及び消費税額を控除することにより年度計数を推計する。 
 四半期分割については、別途コモ法等で推計される建設補修（改装・改修）の公的

企業分を控除し、『建設総合統計』の公共部門における非住宅建築及び土木の出来高

ベース工事費の四半期パターンによって行う。なお、建設補修（改装・改修）の公的

企業分の比率については、第 7章３．（1）①a．より得られる非住宅・公共の分割比

率等を用いる。 
 

（ｂ）知的財産生産物 
 コンピュータソフトウェア、鉱物探査・評価、研究開発及び娯楽原本からなる知的

財産生産物については、上述の第７章３．（１）①ｂ．知的財産生産物を参照のこと。 
 

ｃ．一般政府 
（ａ）年度計数の推計 

 中央政府及び社会保障基金については、決算書の「施設整備費」等の投資関係の目

を集計したものから用地費を控除することにより推計する。戦車、艦艇、戦闘機等の

防衛装備品については、別途、国の決算書、『経済産業省生産動態統計』等により推

計する。 
 地方政府の場合は『地方財政統計年報』の普通建設事業費、災害復旧事業費等及び

下水道事業の建設改良費等を集計し、用地費を控除する（第４章「１．一般政府関連

項目の推計」を参照）。 
 知的財産生産物のうち鉱物探査・評価相当分については、決算書により推計する。

研究・開発については、第７章３．（１）②非市場生産者による自己勘定の研究・開

発に係る総固定資本形成を参照。コンピュータソフトウェアについてはｂ．公的企業

設備と同様である。 
 

（ｂ）四半期計数の推計 
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 知的財産生産物、建設補修（改装・改修）及び防衛装備品以外については、『建設

総合統計』の公共部門における非居住建築及び土木の出来高ベース工事費の四半期

パターンによって四半期分割を行う。知的財産生産物のうちコンピュータソフトウ

ェア及び鉱物探査・評価については、第７章３．（１）①ｂ、研究・開発については、

第７章３．（１）②を参照。建設補修（改装・改修）についてはｂ．公的企業設備と

同様である。また、防衛装備品については、コモ法により推計した暦年値を４等分す

る。 
 

４．在庫変動 

 在庫変動は、コモ法による推計値をもとに推計する。 
 
（１）民間在庫変動 

 民間在庫変動額は、コモ法により推計したグロスのコモ値から、公的企業及び一般政

府の在庫変動額並びに消費税控除額（第２章参照）を差し引き、残差として求める。 
 なお、コモ値における育成生物資源の仕掛品在庫額は、実現在庫法（RIM）により推

計する（第２章参照）。 
 

ａ．四半期計数 
 ※「国民経済計算推計手法解説書（四半期別 GDP 速報（QE）編）2015 年（平成 27

年）基準版」Ⅰ．供給側推計の方法参照 
 
ｂ．部門別計数 
 法人企業・個人企業及び個人企業の内訳である農林水産・非農林水産といった部門別

の計数は、民間在庫変動額を、人的推計による在庫品の部門別比率を基準に分割する。 
 なお、金融機関及び対家計民間非営利団体は、在庫を持たないものとみなす。 

 
ｃ．在庫残高デフレーター 
 在庫のデフレーターとしては、残高デフレーターが表章されている ２８。 
 民間在庫変動の残高デフレーターは、下記の手順によりインプリシットに算出する。

まず、『四半期別法人企業統計』等から推計した基準年末の名目在庫残高＝実質在庫残

高とおいて、これをベンチマークに実質在庫変動（フロー）を累計し各期の実質在庫残

高を算出する。次に、各期の実質在庫残高とデフレーターから各期の名目在庫残高を算

                                                   
２８ 在庫変動の名目値と実質値からフローベースのデフレーターを計算することも可能である。しかし、在

庫変動は変動が激しく、負値を取ることもあるため、残高デフレーターを表章することとしている。 
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出する。以上の手順で算出した名目在庫残高を実質在庫残高で除して在庫残高デフレ

ーターを算出する。 
 
（２）公的在庫変動 

ａ．分類 
 公的在庫変動は在庫を保有する政府諸機関の部門分類により、公的企業分と一般政

府分に分けて表章する。 
  

ｂ．在庫の推計方法 
 防衛省の保有する弾薬類については、防衛省の財務書類における弾薬類の棚卸資産

の当期末在庫残高と前期末在庫残高をそれぞれ実質化し、その差額として得られた実

質在庫変動に期中平均価格を乗じることにより、在庫品評価調整後の名目値を推計す

る。食料安定供給特別会計（食糧管理勘定は一般政府）、石油天然ガス・金属鉱物資源

機構（公的企業）など在庫の存在が想定される機関の貸借対照表上の当期末在庫残高と

前期末在庫残高の差額をとり、これに消費税額控除及び在庫品評価調整を行って名目

値を推計する。 
 実質値の推計方法は、数量が把握できる機関、品目については基準年の数量及び価格

より算出した基準単価に数量を乗じて実質残高を求め、数量が把握できない機関、品目

については『企業物価指数』から計算した期末の価格指数を残高デフレーターとして、

名目残高より実質残高を求める。さらに当期末在庫残高と前期末在庫残高の差額を実

質在庫変動とする。 
 四半期分割は、四半期毎の在庫残高を調査している機関については調査値を用いて

いるが、調査を行っていない機関については四半期で等分する。 
 

５．財貨・サービスの輸出入 

 『国際収支統計』の項目を一部SNAの概念に組み替えて推計する（詳細は第６章参照）。 
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第８章 デフレーターと実質化 

 

１．実質化の意味とデフレーター作成の基本的考え方 

（１）実質化の意味とデフレーター 
一般に、財貨・サービスの価額（金額）の変化は、その財貨・サービスの数量の変化

と価格の変化の組み合わせによって生じる。実質化とは、時価で表示した価額（名目値）

の動きから価格変動の影響を取り除くことであり、実質化された価額を実質値という。

また、価格水準を表す指数をデフレーターという。国民経済計算においては、基準時点

の価格で比較時点の数量を評価した価額をもって実質値とし、「名目値＝実質値×デフ

レーター」という関係を満たすように実質値及びデフレーターを作成する。 
 

（２）指数算式 
国民経済計算では、前暦年基準連鎖方式を採用する。 
実質値は、参照年の名目値に連鎖方式ラスパイレス数量指数を乗じたものであり、デ

フレーターは連鎖方式パーシェ価格指数である。 
 

２．実質化のための基本的価格指数の作成 

実質化を行うための基本となる最小単位の価格指数として基本単位デフレーターを作

成する。基本単位デフレーターは原則としてコモ法の６桁品目（第２章のとおり、『産業

連関表』の部門分類に基づく）について作成する。 
『産業連関表』の部門分類のうち建設分や、一般政府及び対家計民間非営利団体といっ

た非市場生産者により産出されたサービス分（以下「政府・非営利サービス」という。）

については、別途推計する。 
 

（１）基本単位デフレーター 
 基本単位デフレーターはコモ法６桁品目について、それぞれ生産、輸入、輸出、家計

消費、総固定資本形成及び中間消費の６部門について作成する。 
 ａ．価格指数の対応付け 

基本単位デフレーターは、主として、『国内企業物価指数』（PPI）（日本銀行）、『輸

出物価指数』（EPI）（同）、『輸入物価指数』（IPI）（同）、『企業向けサービス価格指

数』（SPPI）（同）、『消費者物価指数』（CPI）（総務省）、『農業物価指数』（API）（農

林水産省）における各品目の物価指数等を用いて作成する。 
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これらの基礎統計における物価指数を、生産（国内産出額）、輸入、輸出及び家計消

費という供給・需要段階（これを系統という。）の価格指数として整理し、コモ法の８

桁品目の各系統に対応させる。 
物価指数が得られない品目については、代替可能な他の物価指数 ２９、若しくは単価

指数等を用いる。単価指数は、価額・数量が得られる品目についてその平均価格を求

めるものである。 
 

図８－１ 基本単位デフレーター推計の状況 

 
 
ｂ．基本単位デフレーターの作成 

コモ法の８桁品目に対応させた物価指数について、当該物価指数におけるウェイ

トを用いラスパイレス式によりコモ法８桁レベルの価格指数を作成する。次に、当該

価格指数と対応するコモ法８桁品目の名目値をウェイトとしてコモ法の６桁レベル

の価格指数をフィッシャー連鎖式により作成する。 
ここで、基本単位デフレーターを作成する６部門のうち、輸出、輸入及び家計消費

についてはそれぞれ対応する価格指数系統で推計する。 
一方、生産部門については、国内産出額のうち輸出額に相当する部分には輸出系統

を、国内出荷額に相当する部分には生産系統を対応させて統合する。 
総固定資本形成及び中間消費部門については、総固定資本形成及び中間消費のう

ち輸入品部分には輸入系統を、国内品部分には生産系統を対応させて統合する。 
 

ｃ．投入コスト型デフレーター 
適当な物価指数が存在しない、あるいは単価指数での対応（価格と数量への分離）

が困難である等の品目（研究・開発や冠婚葬祭等）については、ｂ．で作成した基本

                                                   
２９ 例えば、輸出系統において PPI品目を代用したり、それぞれの系統において当該品目の上位分類（PPI

であれば「商品群」、「小類別」等）を採用する。 

ＥＰＩ

ＳＰＰＩ
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ＩＰＩ
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単位デフレーター（中間消費部門）及び『毎月勤労統計』の定期給与指数を用いて、

投入コスト型によりデフレーターを作成する。 
 

 ｄ．FISIM デフレーター 
    FISIM デフレーターは、産出額（国内・輸出入）及び消費額（制度部門別）ごと

に名目値を実質値で除すことにより、インプリシットに求める。FISIM の実質額は、

当該期の貸出残高総額と預金残高総額、基準年の運用利子率と参照利子率、調達利子

率と参照利子率との率差（国内・輸出入（借り手側・貸し手側））及び『消費者物価

指数（総合）』により推計する。 
 

 なお、コモ法６桁レベルの基本単位デフレーターについて、４つの系統（生産、輸入、

輸出及び家計消費）別の対応する物価指数の詳細（どの基礎統計のどの指数を対応させ

ているか等）に関しては、表８－１の「2015 年（平成 27 年）基準 基本単位デフレー

ター品目対応価格指数一覧」を参照されたい。 
 
（２）建設デフレーター 

 建設デフレーターとして計算するのは、①「木造住宅」、②「木造非住宅」、③「非木

造住宅」、④「非木造非住宅」、⑤「建設補修（改装・改修）」、⑥「建設補修（維持・修

理）」、⑦「その他の土木建設」、⑧「木造計」（①、②）、⑨「非木造計」（③、④）、及

び⑩「建設計」（①～⑦）の 10 品目である。それぞれについて、コモ法等で推計される

コモ法６桁品目別の暦年値を供給側推計で四半期分割した資材投入額と、付加価値額

（雇用者報酬）をウェイトとし、基本単位デフレーター（中間消費部門）と『毎月勤労

統計』の定期給与指数（建設業５人以上）により、投入コスト型で推計する。 
 しかし、コモ法では、木造・非木造のそれぞれについて住宅・非住宅別は推計されな

い。このため、『建築物着工統計』を進捗ベースに転換したもので木造・非木造の産出

額を住宅・非住宅に分割する。投入内訳については、「建設原マトリックス」をもとに

RAS 法により分割する。なお、RAS 法とは、あるマトリックスが新しい制約条件を満

たすように修正する方法である。 
建設デフレーターの推計にあたっては、四半期ごとに建設マトリックスを作成し、ウ

ェイトとして用いている。「建設原マトリックス」とは、このマトリックスの初期値で

あり、『産業連関表』の投入表等により作成する。 
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図８－２  建設マトリックス 
 木   造 非  木  造 建設 

補修 
(改装・改修) 

建設 

補修 
(維持・修理) 

その他 

の土木 

建 設 
住 宅 非住宅 計 住 宅 非住宅 計 

コ モ 法 ６ 桁 品 目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 資 材 投 入 額 計          

 付 加 価 値 額          

 産  出  額          

（備考） 

１．網掛けの薄い部分はコモ法等により四半期ごとに値が得られる。 

２．網掛けの濃い部分はコモ法による産出額を『建築物着工統計』を進捗ベースに転

換したもので分割して求める。 

３．RAS(1)は木造及び非木造の資材投入額計と付加価値額を RAS 法で住宅、非住宅に

分割する。 

４．RAS(2)は RAS(1)で求めた資材投入額計を使用して資材投入品目を RAS 法で住宅、

非住宅に分割する。 

 
（３）政府・非営利サービスデフレーター 

 政府・非営利サービスのデフレーターは、下記の活動別に、年次及び四半期別で作

成する。 
  ・政府サービス…「下水道」、「廃棄物処理」、「水運施設管理」、「航空施設管理」、「学

術研究」、「公務」、「教育」、「保健衛生、社会福祉」、「社会教育」 
  ・非営利サービス…「自然・人文科学研究機関」、「教育」、「社会教育」、「社会福

祉」、「その他」 
 政府・非営利サービスの生産は、これに要した費用をもって測られており、生産デ

フレーターについても投入コスト型で推計される。研究・開発分に相当する学術研究

（政府）及び自然・人文科学研究機関（非営利）以外については、中間消費、雇用者

報酬、生産・輸入品に課される税及び固定資本減耗の名目値をそれぞれに対応するデ

フレーターで実質化して実質産出額を求め、これを用いてインプリシットにデフレー

ターを求める（学術研究（政府）及び自然・人文科学研究機関（非営利）について

は、前述（１）ｃ．と同様の投入コスト型により推計する）。具体的には以下のとお

りである。 
 

ＲＡＳ(2) ＲＡＳ(2) 

ＲＡＳ(1) ＲＡＳ(1) 
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a．中間消費デフレーター 
 中間消費デフレーターは前述の活動別に、投入コスト型で推計する。 
なお、『産業連関表』の投入品目をコモ６桁レベルに組み替え、基本単位デフレー

ター（中間消費部門）及び建設補修（維持・修理）デフレーターを対応させることに

より推計する。 
 
 b．雇用者報酬デフレーター 

 活動別雇用者報酬デフレーターは、各々の賃金指数による。具体的には以下のとおり

である。 
（ａ）政府分（学術研究を除く） 

『国家公務員給与実態調査』（人事院）及び『地方公務員給与の実態』（総務省）を

用いて、学歴経験年数別１人当たり給与指数をパーシェ統合した人件費デフレータ

ーを作成する。 
（ｂ）非営利分（自然・人文科学研究機関を除く） 

『毎月勤労統計』を用いて、教育、産業計の現金給与総額（常用雇用者規模５人以

上の事業所）を指数化する。 
 
c．生産デフレーターの作成 
 対応するデフレーターが直接推計される学術研究（政府）及び自然・人文科学研究機

関（非営利）を除く活動別については、上記により、各にコストに対応するデフレータ

ーが推計される。それぞれのコストを実質化した後、集計して実質産出額を得る。（下

式では簡単化のため固定基準年方式の場合を示しているが、実際の推計では連鎖方式

を採用しており、本章３．（１）「連鎖方式の基本算式について」に示される基本算式に

基づく。）これにより名目値を除して、生産のインプリシット・デフレーターを得る。 
 

生産デフレーター＝
実質生産額

名目生産額
 

  ＝

　デフレーター

　雇用者報酬

　雇用者報酬　　

　デフレーター

総固定資本形成

　固定資本減耗　　

中間消費デフレーター

る税　　生産・輸入品に課され　中間消費

雇用者報酬る税生産･輸入品に課され固定資本減耗中間消費

++
+

+++  

 

３．国内総生産（支出側）デフレーターと実質値 

（１）連鎖方式の基本算式について 
 実質値及びデフレーターの計算においては、連鎖方式を採用している。次節以降で説

明する項目別デフレーターの推計で用いる連鎖方式の基本算式は以下のとおりである。 
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ktCP ,
：ｔ年第ｋ四半期のデフレーター（連鎖方式） 

 
ktCV ,
：ｔ年第ｋ四半期の実質値（連鎖方式） 

 i
ktP , ：ｉ財のｔ年第ｋ四半期の価格指数、

i
ktQ , ：ｉ財のｔ年第ｋ四半期の実質値 

 
（第４四半期重複法とは） 

実質値の計算にあたっては、Ｔ年 10～12 月期とＴ＋１年 1～3 月期の基準年が異な

ることによる 1～3 月期の前期比成長率の断層が生じないよう「第４四半期重複法」

（下図参照）により毎年の第４四半期において計数を接続（リンク）する。 
 
             リンク 
 
 
 
 

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 
Ｔ年 Ｔ＋１年 

 

Ｔ－１年基準 

Ｔ年基準 

リンク後の計数 
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これにより、四半期データから作成した四半期値（実質値）の暦年合計が、暦年デ

ータから作成した暦年値（実質値）に一致しなくなるため（時間的加法整合性の不成

立）、暦年値を四半期値の情報を用いて分割（ベンチマーク）する。ベンチマークの

手法としては比例デントン法を用いる。なお、毎期の速報推計においては、第二次年

次推計暦年の 1～3 月期まで遡及して四半期値を改定する。 
 

2

2 1

1min∑
= −

−







−

T

t t

t

t

t

I
X

I
X

 ｓ．ｔ． ),,1(
4

34
β⋅⋅⋅⋅⋅==∑

−=

yAX y

y

yt
t  

    t：四半期 t , 4y-3 は y 年の第１四半期 , 4y は y 年の第４四半期 
    Xt：求めるべき四半期値 
    It：元となる四半期値 
    Ay：ベンチマークとなる y 年の暦年値 
    β：ベンチマークとなる Ay が存在する最終年 y 
    T：Itが存在する最終四半期ｔ 
 
（２）家計最終消費支出 

 目的分類別、形態別（第 7 章参照）及び家計最終消費支出全体の実質値は、以下のよ

うに推計する。 
① まず、コモ法８桁品目の家計最終消費支出を各目的分類に対応させる。 

各目的分類に対応して、それを構成するコモ８桁品目家計消費の暦年計数をウェ

イトにコモ８桁品目の頭６桁に対応するコモ６桁品目別基本単位デフレーター（家

計消費部門）の四半期計数を連鎖統合して、各目的分類のデフレーターの四半期計数

を作成する。 
 

② 目的分類ごとにその名目家計最終消費支出額を①で求めた目的分類別デフレータ

ーで除すことにより目的分類別実質値を求める。 

k)DMi(t,
k)CMNi(t,  k)CMRi(t, =  

CMRi(t,k)：目的分類 i の実質家計最終消費支出額（t 年第 k 四半期） 
CMNi(t,k)：目的分類 i の名目家計最終消費支出額（t 年第 k 四半期） 
DMi (t,k)：目的分類 i の家計最終消費支出デフレーター(t 年第 k 四半期)  

 
③ 88 目的分類別に集計した目的分類別家計最終消費支出は、４種類の形態別家計最終

消費支出のどれか一つに対応するように設計されているので、形態別実質値は、目的



第８章 デフレーターと実質化 
 

- 94 - 
 

分類別実質値を形態別に連鎖統合することによって求める。形態別家計最終消費支出

デフレーターは、この形態別実質値で形態別名目値を除すことにより、事後的に求め

る。 
 

④ 家計最終消費支出全体の実質値は、４形態別に集計した実質値を連鎖統合すること

によって求める。家計最終消費支出全体のデフレーターは、これにより求めた家計最

終消費支出全体の実質値で家計最終消費支出の名目値を除すことにより、事後的に求

める。 
 
（３）政府最終消費支出及び対家計民間非営利団体最終消費支出 

 政府最終消費支出及び対家計民間非営利団体最終消費支出の実質値は、生産された

それぞれのサービスの自己消費分をその活動別の政府・非営利サービスデフレーター

（本章「２．（３）政府・非営利サービスデフレーター」を参照）で実質化し、それぞ

れについて集計することによって求める。政府及び対家計民間非営利団体の最終消費

支出のデフレーターは、事後的に求めることになる。 
  

（４）総固定資本形成 
 総固定資本形成（制度部門別、住宅・企業設備別）のデフレーターは、機械等につい

ては、２．（１）の基本単位デフレーター（総固定資本形成部門）を対応させる。建設

部門については、２．（２）の建設デフレーター（木造住宅、木造非住宅、非木造住宅、

非木造非住宅、建設補修（改装・改修）及びその他の土木建設）を対応させることによ

り推計する。 
 
ａ．総固定資本形成マトリックス 

『産業連関表』の固定資本マトリックスを基本として、SNA 概念に合わせる処理を

行い、制度部門別に組み替えること等により、「総固定資本形成原マトリックス」を作

成する。 
各四半期の供給側推計の総固定資本形成額を暦年値における制度部門別のウェイト

により分割したもの（列の合計）、各四半期の供給側推計等により得られるコモ法６桁

品目別の総固定資本形成額等（行の合計）及び制度部門別・品目別総固定資本形成額の

初期値となる「総固定資本形成原マトリックス」を用いて、RAS 法により四半期別の

総固定資本形成マトリックスを作成する。 
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図８－３ 総固定資本形成マトリックス 
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（備考）非市場生産者（政府、非営利）から産出される総固定資本形成は研究・開発（R&D）の

み。いずれも自己勘定総固定資本形成であり自部門（一般政府、対家計民間非営利団体）

に計上。 

 
ｂ．８制度部門別デフレーターの推計 
 ａ．で求めた四半期ごとの総固定資本形成マトリックスの名目値をウェイトとし

て、基本単位デフレーター（総固定資本形成部門）及び建設デフレーターを連鎖統合

して求める。 
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ｃ．実質化 
 総固定資本形成の実質化は、制度部門別及び住宅・企業設備別の名目額を上記の対

応するデフレーターで除する。これを連鎖方式で集計することで表章項目の実質値を

得る。 
表章項目ごとのデフレーターは、項目計の名目値を項目計の実質値で除すことによ

ってインプリシットに求める。 
 
（５）輸出（入） 
ａ．輸出（入）の実質値は、コモ法６桁レベルで推計した後それを統合して下位項目

（財貨及びサービス）を推計し、下位項目を統合して上位項目（財貨・サービスの

輸出（入））を推計する。 
下位項目である財貨の輸出（入）及びサービスの輸出（入）は、それぞれの６桁

品目レベルの名目値（『国際収支統計』を組み替えて下位項目の総額を推計し、そ

れらを財貨についてはコモ法６桁レベルの情報で分割し、サービスについては基準

年の情報をもとに分割して推計する）をそれに対応する基本単位デフレーター（輸

出部門及び輸入部門）で実質化した実質値と当該デフレーターを組み合わせて推計

する。 
上位項目である財貨・サービスの輸出（入）は、上記の方法により求めた下位項

目の実質値とこれに対応するインプリシット・デフレーター並びに居住者家計及び

非居住者家計の直接購入の実質値とデフレーターを統合して推計する。 
 

ｂ．その他のデフレーター 
（ａ）非居住者家計の国内での直接購入については、『消費者物価指数（全国、持家

の帰属家賃を除く総合）』を用いる。 
（ｂ）居住者家計の海外での直接購入については、出国旅行先上位４か国・地域の

『消費者物価指数（総合）』を為替レート換算した上で、年ごとの出国旅行者を

ウェイトにして連鎖統合する。 
 
（６）国内総生産（支出側） 

 以上によって得た国内総生産（支出側）の表章項目別に対応する実質値を連鎖統合し、

実質国内総生産（支出側）を得る。この実質値で名目国内総生産（支出側）を除すこと

により、国内総生産（支出側）デフレーターを得る。 
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４．国内総生産（生産側）デフレーターと実質値 

 国内総生産（生産側）の実質化は、経済活動別（市場生産者及び非市場生産者（一般政

府及び対家計民間非営利団体））の国内総生産、輸入品に課される税・関税及び総資本形

成に係る消費税をそれぞれ実質化して統合することにより行う。 
なお、経済活動別国内総生産の実質化は、経済活動別産出額と経済活動別中間投入額の

それぞれを実質化し、その差額から求めるダブルデフレーション方式 ３０により行う。 
この方式によれば、理論上、実質国内総生産（生産側）と実質国内総生産（支出側）の

等価が図られ、システムの整合性が保たれるという利点がある。 
連鎖の実質値（前暦年基準ラスパイレス型数量指数、参照年＝2015 年）に関しては基

本的に加法整合性が満たされないため、前暦年基準実質値（以下数式の∑ 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑡𝑡−1𝑞𝑞𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖 ）の段階

でＶ表の行和、Ｕ表の列和等の計算やダブルデフレーションを行う。 
 
 
 

LV：連鎖実質値 ｐ：価格指数 q：数量指数 i：品目（産業） t：時点 
 

（１）市場生産者の経済活動別国内総生産の実質化 
ａ．産出額の実質化 

①  Ｖ表分類別産出デフレーターの算出 
コモ法６桁品目の産出額について、それぞれ対応するコモ法６桁品目別の基本単

位デフレーター（生産部門）で実質化する。Ｖ表分類別産出デフレーターは、コモ

法６桁品目の産出額の名目値と実質値をそれぞれ 88 のＶ表分類別（第３章参照）

に集計後、名目値を実質値で除すことにより求める。 
②  名目主産物Ｖ表 ３１の各列（財貨・サービス）を、①で作成したＶ表分類別産出デ

フレーターにより除すことで、実質主産物Ｖ表を作成する。 
③ 同様に、コモ法６桁品目の屑・副産物産出額の名目値を、コモ法６桁品目別の基

本単位デフレーター（生産部門）で実質化し、実質屑・副産物Ｖ表を作成する。 
④ ②の実質主産物Ｖ表に③の実質屑・副産物Ｖ表を加算し、実質Ｖ表を作成する。

実質Ｖ表の行和より経済活動別実質産出額を得る。 
 

  ｂ．中間投入額の実質化 
中間投入額は、名目Ｕ表の各行（財貨・サービス）をコモ法６桁品目別の基本単位

デフレーター（中間消費部門）で実質化し、実質Ｕ表を作成する。実質Ｕ表の列和よ

                                                   
３０ 連鎖方式では加法整合性が満たされないため、加減算は前暦年基準の実質値により行う。 
３１ 主産物Ｖ表や屑・副産物Ｖ表については、第３章を参照。 

∑∑
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り経済活動別実質中間投入額を得る。経済活動別中間投入デフレーターは、インプリ

シット・デフレーターとして求める。 
 

ｃ．経済活動別実質国内総生産 
経済活動別実質国内総生産は、ａ．で求めた経済活動別実質産出額から、ｂ．で求

めた経済活動別実質中間投入額を差し引くダブルデフレーション方式により求める。 
  
（２）非市場生産者の国内総生産の実質化 

 産出額の実質値から中間投入額の実質値を差し引くというダブルデフレーション方

式で行う。産出額及び中間投入額の実質値は、産出額及び中間投入額をそれぞれ生産デ

フレーター、中間消費デフレーターで実質化して求める（本章２．（３）の「政府・非

営利サービスデフレーター」及び本章３．（３）の「政府最終消費支出及び対家計民間

非営利団体最終消費支出」参照）。 
 
（３）輸入品に課される税・関税（生産側）の実質化 

輸入品に課される税・関税の実質値は、基本単位デフレーター（輸入部門）と税率に

関する情報を用い、財貨・サービスごとにコモ法で求められる輸入税額から物価と税率

の変更の影響を除くことにより求める。 
 
（４）国内総生産（生産側）の実質化 

 市場生産者及び非市場生産者の経済活動別実質国内総生産並びに輸入品に課される

税・関税の実質値の集計値から、総資本形成に係る消費税の実質値を控除することによ

って実質国内総生産（生産側）を得る。 
 国内総生産デフレーター（生産側）は、名目国内総生産（生産側）を実質国内総生産

（生産側）で除すことにより事後的に得る。 
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表 8-1 

平成 27 年基準 基本単位デフレーター品目対応価格指数一覧 

令和 4 年 7 月時点 
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【本資料の見方等】

○ 本資料は、平成 27 年基準国民経済計算におけるコモ法６桁レベルの「基本単位デフレ

ーター」について、４つの系統（生産、輸入、輸出、家計消費）別の対応する物価指数の

詳細（どの基礎統計のどの指数を対応させているか等）を示している。令和 4 年 7 月時点

のものであり、2022 年 4-6 月期以降の推計に使用している。

○ ここで使用している主な物価統計（『国内企業物価指数』（PPI）（日本銀行）（注）、『輸出物

価指数』（EPI）（同）、『輸入物価指数』（IPI）（同）、『企業向けサービス価格指数』（SPPI）
（同）、『消費者物価指数』（CPI）（総務省）、『農業物価指数』（API）（農林水産省））は、

SPPI、API 以外の物価統計は令和 2 年基準（2020 年＝100）、SPPI、API は平成 27 年基

準（2015 年＝100）となっている。このため、「基本単位デフレーター」推計の際、国民経

済計算の基準年（2015 年＝100）に変換している。

（注）日本銀行が作成する『国内企業物価指数』（PPI）、『輸出物価指数』（EPI）、『輸入物価指数』（IPI）
は、いずれも『企業物価指数』（CGPI）として作成・公表されている。

○ 掲載事項を一覧（表頭）に沿って説明すると、以下のとおり。

・品目名称：「基本単位デフレーター」の項目名称を示している。市場生産者により生産さ

れる財貨・サービスの供給および需要の推計に用いている、コモディティ・フロ

ー法（コモ法）で設定されている品目（約 400 品目）に対応している。

・生産：「生産系統」の推計に使用している物価指数等を示している。API、PPI、SPPI を
主に使用しているほか、家計消費の割合が高い品目では、CPI も使用しており、

消費税を含むベースで推計している。対応する物価指数がなく、（消費税が含まれ

ていない）他の物価指数（EPI、IPI）等で代替する場合は、消費税による影響を

含めた上で、推計している。このほか、「基本単位デフレーター」に含めないこと

としている要因による物価指数の変動（CPI の介護や医療（診療代）における自

己負担比率の変更等に伴うもの等）については、可能な限り除いた上で、推計し

ている。

・輸入：「輸入系統」の推計に使用している物価指数等を示している。IPI を主に使用して

おり、消費税は含まれていない。対応する物価指数がなく、他の物価指数（PPI、
CPI 等）で代替する場合は、輸入には含まれない変動（上記消費税による影響の

ほか、PPI 酒類の品目における酒税の変更に伴う変動等）については、可能な限

り除いた上で、推計している。

・輸出：「輸出系統」の推計に使用している物価指数等を示している。EPI を主に使用して

おり、消費税は原則含まれないが、一部のサービス（宿泊料、飲食等）について

は、消費税による影響を含めた上で、推計している。対応する物価指数がなく、

他の物価指数（PPI、CPI 等）で代替する場合は、輸出には含まれない変動（上

記消費税による影響のほか、PPI 酒類の品目における酒税の変更に伴う変動等）

については、可能な限り除いた上で、推計している。

・家計消費：「家計消費系統」の推計に使用している物価指数等を示している。CPI を主に

使用しており、消費税を含むベースで推計している。また、「基本単位デフレータ

ー」に含めないこととしている要因による物価指数の変動（CPI の介護や医療（診
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療代）における自己負担比率の変更等に伴うものや、自動車取得税（エコカー減

税）による影響等）については、可能な限り除いた上で、推計している。

○ 上記の 4 系統（生産、輸入、輸出、家計消費）で使用している物価指数等の表記は、以

下のとおり。

・物価指数を使用している場合：物価統計の名称（PPI、EPI、IPI、SPPI、CPI、API）
と、使用している項目の名称を記載している（例えば、「PPI_ハム」）。より正確に

デフレーターを推計するため、物価指数の最小単位である品目を使用することを

原則としているが、対応する品目が存在しない等の理由により上位分類を使用す

る場合は、項目名称の後に上位分類の名称も記載している（例えば、「PPI_水産

加工食品（商）」。PPI の場合、上位分類として「商品群」、「小類別」、「類別」と

いった括りがあるため、これらの略称「商」、「小」、「類」で記載）。

・物価指数以外を使用している場合：適当な物価指数が存在しないため、独自に推計した

デフレーターを使用している場合（「単価指数」、「投入コスト型」等）の記載は、

以下のとおり。

── 「単価指数」とは、当該品目の平均価格（「価額」÷「数量」）をデフレータ

ーとして使用しているものだが、「UPI」と記載した上で、使用している統計

データ名称と項目名称を記載している（例えば、「UPI_貿易統計_玄米」）。

── 「投入コスト型」とは、当該品目の「市場取引価格（産出価格（outputprice））」
を直接捕捉することが困難な場合に用いる推計手法の一つであり、生産側

（中間投入、付加価値）からみた価格情報等を集計することにより「産出価

格」を間接的に捉えようとするもの。一覧では「投入コスト」と記載してい

る。

── 上記以外で独自に推計したデフレーターの推計方法は区々であるため、表

記ルール等は特にないが、統計データ名称や推計方法を簡単に記載している。

○ 「基本単位デフレーター」は、６部門により構成されている。まず、上記６系統に対応

させた物価指数を、コモ法６桁レベル（約 400 品目）の内訳であるコモ法８桁レベル（約

2,000 品目）ごとにラスパイレス式で集計する。次に、これらを 6 部門（①「生産部門」

（生産系統＋輸出系統）、②「輸入部門」（輸入系統）、③「輸出部門」（輸出系統）、④「家

計消費部門」（家計消費系統）、⑤「総固定資本形成部門」（生産系統＋輸入系統）、⑥「中

間消費部門」（生産系統＋輸入系統））ごとにフィッシャー連鎖式で集計することにより、

コモ法６桁レベルの「基本単位デフレーター」を推計している。

○ なお、デフレーター推計方法の詳細については、本文（第８章）で説明している。
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第９章 所得支出勘定の推計 

１．所得支出勘定の流れ 

 所得支出勘定は、生産と消費とを結ぶもので、生産の成果（付加価値）がどのように配

分・再分配されたかを示す勘定体系である。同時に、制度部門別貯蓄を通じて非金融面と

金融面とを結ぶ役割も果たす。この勘定は、「所得の発生勘定」、「第１次所得の配分勘定」、

「所得の第２次分配勘定」、「現物所得の再分配勘定」及び「所得の使用勘定」から構成さ

れている一組の勘定体系である。 
 「所得の発生勘定」と「第１次所得の配分勘定」は、第１次所得がどのように各制度部

門に配分されたかを示している。ここで第１次所得とは、生産過程への参加又は生産のた

めに必要な資産の貸与の結果として、取引主体に発生する所得である。金融資産又は土地

を含む非生産資産を生産に使用するために他の取引主体へ貸し付けることによって発生

する第１次所得は、財産所得と呼ばれる。 
「所得の第２次分配勘定」は、制度部門ごとの第１次所得バランスが、所得・富等に課

される経常税、社会負担、現物社会移転以外の社会給付及びその他の経常移転（非生命保

険純保険料・非生命保険金等）の「現物移転を除く経常移転」の受払によって、どのよう

に可処分所得に変換されるかを表す勘定である。 
「現物所得の再分配勘定」は、可処分所得が、一般政府及び対家計民間非営利団体から

家計に現物移転が行われることにより、どのように調整可処分所得に変換されるかを表

す勘定である。可処分所得と調整可処分所得は、一般政府・対家計民間非営利団体から家

計への現物移転を調整しているか否かの相違で、一国全体としては相殺されて同値であ

る。 
「所得の使用勘定」は、このような配分・再配分の結果である可処分所得が消費支出と

貯蓄にどのように振り向けられたかを表す勘定である。「可処分所得の使用勘定」と「調

整可処分所得の使用勘定」の二つがある。 
 これらの勘定は、原則各制度部門別、四半期別に推計する。ただし、「所得の発生勘定」

は一国経済全体のみ作成する。また、第１次所得の配分勘定以降について、四半期別勘定

は一国経済、一般政府及び家計についてのみ作成する。非金融法人企業及び金融機関につ

いては、民間・公的別の所得支出勘定を付表として作成する。「国民所得・国民可処分所

得の分配勘定」は所得支出勘定を組み替えて作成する。 
 

２．所得の発生勘定／第１次所得の配分勘定の推計 

（１）雇用者報酬 
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 雇用者報酬は、まず賃金・俸給（下記①）、雇主の社会負担（同②）のそれぞれを推

計し、これに『国際収支統計』から推計した海外へ支払われた雇用者報酬を除くととも

に、海外から受け取った雇用者報酬を加えて国民概念で表章する。 
 

 ①賃金・俸給 
ａ．現金給与 

 法人企業の役員や議員等以外の雇用者に対する現金給与である。農林水産業、公務

及びその他の産業ごとに推計する。 
（a）農林水産業 

 農家、農家以外の農業企業体、林家、林家以外の林業企業体、漁家及び漁家以外の

漁業企業体の別に、『農業経営統計調査』、『林業経営統計調査』、『漁業経営調査』（以

上、農林水産省）『法人企業統計』等を用いて推計する。具体的には、農業のうち農

業企業体分であれば、一人あたり給与に非農家雇用者数を乗じる方法で推計する。 
 
（b）公務 

 国の各会計の決算書、『地方財政統計年報』、『経済センサス－基礎調査』、『地方公

務員給与の実態』等により、政府活動のうち産業分類が公務となるものについて把握

の上、推計する。 
 
（c）その他の産業 

 産業別（「鉱業、採石業、砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供

給・水道業」、「情報通信業」、「運輸・郵便業」、「卸売業、小売業」、「金融業、保険業」、

「不動産業、物品賃貸業」、「学術研究、専門・技術サービス業」、「宿泊、飲食サービ

ス業」、「生活関連サービス業、娯楽業」、「教育、学習支援業」、「医療、福祉」、「複合

サービス業」及び「サービス業」）、四半期別に雇用者数及び一人当たり現金給与額を

求め、これらを乗じて現金給与額とする。雇用者数は５年ごとの『国勢統計』（総務

省）を基礎資料として、中間時点を『労働力統計』の動向で補間して求める。雇用者

数には２つ以上の仕事に従事し、かつ事業所が異なる場合はそれぞれ一人として数

えた副業者分も含まれている（第 12 章参照）。一方、一人当たり現金給与額について

は『毎月勤労統計』32により求める。なお『毎月勤労統計』の調査対象とならない運

輸業の船員については、『船員労働統計』（国土交通省）等から一人当たり現金給与額

及び船員数を求め、それを乗じる方法で推計する。 

                                                   
32 『毎月勤労統計』では、2018年１月以降、常用雇用者 30～499人規模の事業所の調査についてロー

テーション・サンプリングを導入。これにより、賃金データ等に毎年１月時点で段差が生じていることか

ら、国民経済計算ではこの段差を調整した上で雇用者報酬を推計している。 

 また、東京都常用雇用者 500人以上規模の事業所について、2019年６月以降全数調査となったことか

ら、抽出調査となっていた 2004年以降の賃金データ等の水準を調整している。 
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ｂ.役員報酬 

 常勤、非常勤を問わず法人企業の役員に対して支払われる給与手当であり、役員賞

与を含む。 
『国勢統計』、『労働力統計』、『毎月勤労統計』及び『法人企業統計』から求められた

役員数、常用雇用者一人当たり現金給与額及び役員と非役員である従業員との報酬

格差率を用いることにより推計する。 
具体的には、第 12 章で推計する役員数（副業者分を含む）に、『毎月勤労統計』に

よる常用雇用者一人当たり現金給与総額及び『法人企業統計』から算出した従業員報

酬（給与＋賞与）単価に対する役員報酬単価の比率を乗じる。その際、『法人企業統

計』の役員数は、上記の推計役員数と比べると多く、その分『法人企業統計』の役員

のなかには非役員である従業員となるものも含まれていると判断されることから、

『法人企業統計』から算出される従業員報酬単価に対する役員報酬単価の割合を補

正し、補正後の比率を用いる。 
 

ｃ.議員歳費等 
 国会議員の歳費及び地方議会議員の報酬である。地方公共団体の委員手当も含ま

れる。衆参両院の決算書及び『地方財政統計年報』から集計する。 
 

ｄ.現物給与 
 自社製品など通貨以外による給与の支払のほか、食事、通勤手当（通貨による支払

いを除く）、消費物資の廉価販売等に要した費用である。雇用者の自己負担分があれ

ばこれを除く。 
 現金給与の推計に用いた資料のほか、『就労条件総合調査』（厚生労働省）における

労働費用調査結果に基づき、現金給与に対する現物給与の比率を求めて推計する。 
 

ｅ.給与住宅差額家賃 
 社宅及び公務員住宅などで市中家賃より低廉な家賃で入居している場合において

は、その差額を現物給与として扱い、雇用者報酬に含める。５年ごとの『住宅・土地

統計調査』を基礎資料として、中間時点を『家計統計』、『建築動態統計調査』（国土

交通省）により補間して推計する。 
 

ｆ．雇用者ストックオプション 
    企業が雇用者に対して付与する株式購入権の新規付与額を推計するに当たり、『法

人企業統計』の産業別の「新株予約権残高」を用いる。「新株予約券残高」は、ある

時点における権利確定前（行使待ち期間）と権利確定後（行使可能期間）の残高の合
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計であるため、行使待ち期間分について、雇用者ストックオプションの付与・権利確

定・権利行使に関する標準的なパターンを仮定し、これを基に、各期の雇用者報酬と

しての発生分を推計する 33。 
 
②雇主の社会負担 
ａ.雇主の現実社会負担 
 社会保障基金に係る雇主の現実社会負担は、厚生年金保険、全国健康保険協会（旧

政府管掌健康保険）のほか、組合管掌健康保険、共済組合、児童手当制度等の社会保

障基金に対する雇主の負担金であり、各制度の事業報告書等により推計する。なお、

この中には組合管掌健康保険における調整保険料及び雇用保険料（雇用安定事業及

び能力開発事業のいわゆる雇用保険二事業分（平成 18 年度以前は雇用福祉事業を含

む三事業分）も含む。）も含まれる。 
 その他の社会保険制度に係る雇主の現実社会負担のうち、厚生年金基金のほか、確

定給付企業年金、確定拠出企業年金、勤労者退職金共済機構等の年金基金に対する雇

主の負担金は、各制度の事業報告書等により推計する。また、発生主義により受給権

を記録する退職一時金については、実際の支給時における支給額を『国税庁統計年報

書』（国税庁）等により推計する。 
 

 ｂ.雇主の帰属社会負担 
 発生主義により受給権を記録する確定給付型の企業年金（厚生年金基金及び確定

給付企業年金等）及び退職一時金（以下「確定給付型制度」という。）については、

企業の財務諸表情報等から推計される勤務費用相当分に、確定給付型制度の年金基

金の産出額（年金制度の手数料）を加算したものから、上記 a.のうち確定給付型制度

に係る雇主の現実社会負担を控除した額を記録する。 
 このほか、無基金による社会保険制度に係る雇主の負担分として、発生主義により

受給権を記録しない公務員等の退職一時金については、国の各会計決算書、『地方財

政統計年報』、その他の各政府機関の決算書により推計するとともに、公務員に対す

る公務災害補償、労災保険適用前の法定補償、損害保険会社による労働者災害補償責

任保険、労災保険への上積給付など社会保障基金以外のものへの雇主の負担や財形

貯蓄制度に対する奨励金・給付金、団体生命保険等の保険料などの雇主の負担分につ

いては、『就労条件総合調査』、国の決算書、『地方財政統計年報』等により推計する。 

                                                   
33 付与・権利確定・権利行使に関する標準的なパターンについては、吉野克文『わが国の国民経済計算に

おける雇用者ストックオプションの導入に向けて』（季刊国民経済計算 No.145 / 2011年 6月）を参照。

なお、実際の推計では、付与から権利確定までの年数を２年と仮定した上で、企業財務データを基に推計

した権利確定前と権利確定後の新株予約権残高の比率から、雇用者報酬としての発生分である各期の新規

付与額を推計している。 
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 ③経済活動別雇用者報酬 

 「国民経済計算年次推計」フロー編の付表２「経済活動別の国内総生産・要素所得」

に表章される経済活動別雇用者報酬は、上記①、②で推計した国内概念の雇用者報酬に

ついて、『毎月勤労統計』に基づく各経済活動別の現金給与額に、国民経済計算ベース

の「経済活動別雇用者数」（第 12 章参照）を乗じたものの構成比を用いて、組み替えた

ものである。 
 
（２）営業余剰･混合所得 
①推計の基本的な考え方 
 付加価値法推計の一環として求めた一国経済の営業余剰・混合所得（以下「営業余剰

等」という。）を、企業ベースで推計した制度部門別の計数で分割することにより、制

度部門別の営業余剰等を推計する。なお、一般政府及び対家計民間非営利団体について

は、概念上営業余剰等は存在しない。 
 その方法は、付加価値法により推計された営業余剰等をコントロール･トータルとし、

別途推計する制度部門推計値との差額を各制度部門に配分調整する。ただし、差額を配

分する際に、公的非金融企業、金融機関、並びに家計（個人企業）のうち農林水産業及

び持ち家については、以下の制度部門別推計値を用い、この調整の対象からあらかじめ

除外する。また、企業会計における減価償却費（簿価ベース）と国民経済計算における

固定資本減耗（時価ベース）の概念調整も行う。 
 なお、家計（個人企業）については、個人企業主や家族従業員への労働報酬と営業余

剰とが混在しているため、「混合所得」と呼ぶ。ただし、持ち家については、概念上労

働報酬が存在しないため営業余剰になる。 
 

②制度部門別推計 
 制度部門別営業余剰等は、国内概念により企業ベースで推計する。また、推計部門は

非金融法人企業（民間及び公的）、金融機関（同）及び家計（個人企業）とし、四半期

別に推計する。 
 

ａ．非金融法人企業の推計 
 民間非金融法人企業については、企業会計ベースの『法人企業統計』の営業利益を

基礎資料として、四半期別・産業別に推計する。国民経済計算の概念上の営業余剰と

接近させるため、企業会計ベースによる『法人企業統計』の人件費の支払パターンを

国民経済計算で推計した雇用者報酬（本章２.（１））の民間産業分の四半期パターン

によって修正するとともに、企業会計ベースとは概念が異なる在庫品評価調整、

FISIM、企業内研究開発等の調整を行い、また『国際収支統計』による在外支店収益



第９章 所得支出勘定の推計 

 - 124 - 

の受払分を調整して国内概念への転換を行い、国民経済計算ベースの四半期別・産業

別営業余剰を推計する。 
 公的非金融企業については、各決算書から推計する。 

 
ｂ．金融機関 

 金融機関合計は、付加価値法において推計される経済活動別の「金融・保険業」の

営業余剰・混合所得を用いる。民間金融機関分は、金融機関合計から、各決算書から

推計する公的金融機関の営業余剰を控除して推計する。 
  

ｃ．家計（個人企業） 
 個人企業の営業余剰等は、（ａ）農林水産業、（ｂ）その他の産業の混合所得分及び

（ｃ）持ち家の営業余剰分に分けて推計する。 
 
（ａ）農林水産業 

 農業については、『農林業センサス』（農林水産省）及び『農業構造動態調査』（農

林水産省）より求めた農家戸数に、『農業経営統計調査』による１戸当り農業所得を

乗じる等により推計する。四半期分割は、『農業経営統計調査』の四半期別農業所得

をベースに行う。 
 林業については、『生産林業所得統計』（農林水産省）による生産林業所得に、『森

林林業統計要覧』（林野庁）及び『農林業センサス』から推計した個人割合を乗じる

等により推計する。四半期分割は、素材の出荷量と価格による四半期パターンで行う。 
 水産業については、『漁業経営調査』による個人の１経営体当たり所得に、『漁業セ

ンサス』及び『漁業就業動向調査』（農林水産省）より経営体規模・部門別に求めた

経営体数を乗じる等により推計する。四半期分割は、水産物の水揚量と価格による四

半期パターンで行う。 
 農林水産業の混合所得は、これらを合算し、在庫品評価調整、FISIM を一括して

調整して求める。 
 
（ｂ）その他の産業 

 その他の産業は、『国勢統計』及び『労働力統計』から求めた産業別業主数に、『個

人企業経済調査』等から求めた産業別１業主当たり営業利益を乗じる等により四半

期別、産業別に推計する。なお、『個人企業経済調査』による営業利益は支払利子が

控除されているので、この分を推計加算する等とともに、在庫品評価調整、FISIM 等

の調整を行って混合所得を推計する。 
 
（ｃ）持ち家の営業余剰 
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 まず、産業別国内総生産推計の一環として求める「住宅賃貸業」のうち持ち家分の

産出額・中間投入額から持ち家分の付加価値額を求める。次に、「住宅賃貸業」の固

定資本減耗及び生産・輸入品に課される税を「住宅賃貸業」における産出額に占める

持ち家分の比率により、按分する。これらを持ち家分の付加価値額から控除し、持ち

家分の要素所得を求める。持ち家分には雇用者報酬は概念上存在しないことから、持

ち家分の要素所得を営業余剰として、家計部門に計上する。 
 
（３）生産・輸入品に課される税・補助金 
   第３章を参照・ 
 
（４）財産所得 

①利子 
ａ．非金融法人企業 
（ａ）民間非金融法人企業 
（イ）支払 
 金融資産・負債の残高における民間非金融法人企業の各負債平均残高（当該年度末

と前年度末の平均残高）に適用利率を掛け合わせることにより、個別負債ごとの利息

額を推計し、それを合計することで推計する。四半期値は、推計した年度値を『法人

企業統計』の「支払利子」の割合で分割して求める。 
 
（ロ）受取 
 民間非金融法人企業の受取利子は、四半期別に受取利子の国民合計値から金融機

関、公的非金融企業、対家計民間非営利団体及び一般政府の受取利子を控除した残差

を、金融資産・負債残高における資産残高に、資産の種類ごとに推計した利率を乗じ

ること等により推計したそれぞれの利息額の比率をもとに、民間非金融法人企業及

び家計の間で分割することにより求める。 
 
（ｂ）公的非金融企業 

 支払受取とも機関別の決算書から積み上げる。 
 
ｂ．金融機関 
 （ａ） 民間金融機関 

（イ）支払 
 各機関別決算書から、「預金利息支払」、「借入金利子支払」、「債券利息支払」等及

び生保・非生保の「利子支払」等を集計し、支払総額を推計する。当該支払総額は信

託財産から得られる収益を含むことから、『資金循環統計』より別途推計した投資信
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託のインカムゲインを原資とする分配金及び投資信託の内部留保の金額を減じる。

四半期系列は、『資金循環統計』における負債残高の四半期比率で分割作成する。 
 
（ロ）受取 
 各機関別決算書から「預金受入利息」、「貸出金利息」、「有価証券利息・配当金」等

及び生保・非生保の「利子・配当支払」等を集計し、このうち「有価証券利息・配当

金」及び「利子・配当支払」については受取利子相当額を推計する。当該受取総額は

信託財産から得られる収益を含むことから、『資金循環統計』等より別途推計した投

資信託のインカムゲインを原資とする分配金及び投資信託の内部留保の金額のうち

金融機関の受取分を減じる。四半期系列は、『資金循環統計』における資産残高の四

半期比率で分割作成する。 
 
  （ｂ）公的金融機関 
    支払受取とも機関別の決算書から積み上げる。 

 
ｃ．一般政府 

 第４章「１．一般政府関連項目の推計」を参照。 
 

ｄ．家計 
（ａ）支払 
イ．消費者負債利子 
 金融機関からの借入金支払利子は、各機関の決算書の借入残高に各機関別の平均

貸付利率を乗じ推計する。共済組合からの借入金支払利子は、地方公務員組合等の決

算報告書からの貸付残高に平均貸付利率を乗じて推計する。四半期分割は、金融機関

については四半期別推計を行い、その他機関については、貸付残高の傾向等で分割す

る。 
 
ロ．個人企業 
（イ）農林水産業 

金融機関ごとの決算書を用い、消費者負債利子及び持ち家を除いた個人農林水

産業の四半期別借入金平均残高と平均借入金利を求め、支払利子を推計する。 
 
（ロ）その他の産業 

『資金循環統計』等を用いて全体の残高を推計し、その数値より当部門以外の残

高を差し引き、当部門の残高の推計を行う。『金融経済統計月報』（日本銀行）等の

全国銀行及び信用金庫の貸出約定平均金利等を用いて支払利子率を推計し、残高
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と金利を乗じて支払利子を求める。 
 

（ハ）持ち家（住宅信用利子） 
金融機関ごとに、住宅信用平均残高を求めて住宅ローンの平均金利を乗じて推

計する、又は住宅信用受取利子を金融機関の財務諸表より求める。 
 

（ｂ）受取 
 「ａ．（ａ）民間非金融法人企業」の「（ロ）受取」を参照。当該受取総額は、信託

財産から得られる収益を含むことから、『資金循環統計』等より別途推計した投資信

託のインカムゲインを原資とする分配金及び投資信託の内部留保の金額のうち家計

の受取分を減じる。 
 

ｅ．対家計民間非営利団体 
（ａ）支払 

 民間金融機関と公的金融機関に分けて支払利子の推計を行う。まず、決算書等から

の該当残高の積み上げ計算により借入残高を推計する。次に、『金融経済統計月報』

の貸出約定金利平均等を用いて借入金利を推計し、借入残高に借入金利を乗じて支

払利子を求める。 
 
（ｂ）受取 

当部門の預金利子額（預金残高×預金利率）及び債券利子額（債券残高×債券利率）

を合計する。 
 
 ｆ．FISIM の調整等 

 制度部門ごとに推計した受払利子額に FISIM の調整を行う。FISIM と利子の関係

については下図を参照。 
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 また、２．（１）②ｂで述べた確定給付型制度について、年金基金が雇主企業に対

して「年金基金の対年金責任者債権」（企業の年金資産の積立不足）という金融資産

を保有していることに対応して、雇主企業（非金融法人企業及び金融機関）から年金

基金への擬制的な利子の支払いフローを『資金循環統計』より推計・加算する。 
 
②法人企業の分配所得 
ａ．配当 

株式・出資金配当（投資信託のインカムゲインを原資とする分配金を含む）を計上

する。 
（ａ）非金融法人企業 

イ．民間非金融法人企業 
（イ）支払 

『法人企業統計』（年報）の配当金を基礎に、調査時点による法人数の調整を行

う。 
 

（ロ）受取 
 受取は、株式・出資金配当を推計する。 
民間非金融法人及び家計の２制度部門の株式・出資金配当は、それぞれ国内分と

海外からの分を推計し合計する。国内からの受取配当分は、「支払総額－海外への

支払＋海外からの受取－２部門以外の受取－２部門の海外からの受取」から導出

される四半期別の残差を金融資産・負債の残高における株式残高の２部門別の比

率を用いて按分する。海外からの受取配当額は、金融資産・負債の残高における「直

接投資残高」及び「対外証券投資残高」の数値をもとに按分し推計する。 
 

ロ．公的非金融企業 
各決算書より積み上げて計算する。 

 
（ｂ）金融機関 
イ．民間金融機関 
（イ）支払 

     各機関別決算書から、配当を集計し推計する。投資信託のインカムゲインを原資

とする分配金については、『資金循環統計』から推計する。 
 
（ロ）受取 

     各機関別決算書の「その他利子、配当」等から配当受取を集計し、前述の利子に
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含まれていたもので分離した配当部分を加算する。投資信託のインカムゲインを

原資とする分配金については、『資金循環統計』等から推計した金額のうち金融機

関の受取分を計上する。 
ロ．公的金融機関 

  各決算書より積み上げ計算する。 
 

（ｃ）一般政府 
（イ）支払は制度部門の性質上ない。 
（ロ）受取 

第４章「１．一般政府関連項目の推計」を参照。 
 

（ｄ）家計 
（イ）支払は制度部門の性質上ない。 
（ロ）受取 
  民間非金融法人企業の受取配当推計の項参照。投資信託のインカムゲインを原

資とする分配金については、『資金循環統計』等から推計した金額のうち家計の受

取分を計上する。 
 

（ｅ）対家計民間非営利団体 
（イ）支払は制度部門の性質上ない。 
（ロ）受取は株式・出資金配当を、株式資産額に『決算短信集計』（東京証券取引所）

の純資産配当率を乗じることにより求める。 
 
③準法人企業からの引き出し 
イ．公的準法人引き出し 
（イ）支払は各機関別決算書から、該当項目を集計・積み上げる。 
（ロ）受取は全て一般政府となる。 

 
ロ．海外支店収益 
（イ）支払（＝外国法人の在日支店収益）は、『国際収支統計』直接投資収益（支払）

のうち配当金・配分済支店収益から推計し、（４）②ａで求めた支払配当額の比率

により民間非金融法人企業と民間金融機関に分割する。 
（ロ）受取（＝国内法人の在外支店収益）は、『国際収支統計』直接投資収益（受取）

のうち配当金・配分済支店収益から推計し、株式などの資産平均残高比率により民

間非金融法人企業と民間金融機関に分割する。 
 



第９章 所得支出勘定の推計 

 - 130 - 

④海外直接投資に関する再投資収益 
 支払・受取とも『国際収支統計』の再投資収益の数値を用いる 34。支払は『国際収支

統計』における直接投資残高により民間非金融法人企業と民間金融機関に分割、受取は

『資金循環統計』における直接投資残高により民間非金融法人企業と民間金融機関に

分割する。 
 

⑤その他の投資所得 
ａ．保険契約者に帰属する財産所得 
（ａ）支払 

各決算書等を用い、生命保険分、非生命保険分及び定型保証分別に保険帰属収益

（保険契約者の資産を投資することから生じる所得）を推計し、保険契約者配当を

加算して求める。 
生命保険会社、非生命保険会社及び定型保証機関の保険帰属収益には、それぞ

れ、産出額推計の過程で求められる財産運用純益と同額を計上する（第２章３．

（２）ｊ（ｂ）を参照）。 
  （ｂ）受取 

支払のうち、生命保険の保険契約者配当及び保険帰属収益分は家計に帰属する。非

生命保険の保険契約者配当、保険帰属収益分は受取保険料及び支払保険金の制度部

門別実数を用い、制度部門別分割を行う。ただし、保険帰属収益のうち責任準備金（う

ち積立分）の運用収益については、全額家計に帰属するものとする。定型保証分は、

家計又は非金融法人企業に帰属するものとする。 
 
ｂ．年金受給権に係る財産所得 
（ａ）支払 
  受給権を発生主義により記録する確定給付型制度については、企業の財務諸表等

から推計される利息費用相当分を計上する。その他の年金基金分については、資産別

残高（平残）に資産別のインカムゲイン利子率（平残利回り）を使用して推計した財

産運用収入から求める。 
（ｂ）受取 
  支払の全額は、家計に帰属する。 

 
ｃ．投資信託投資者に帰属する財産所得 
（ａ）支払 
  投資信託の内部留保について、金融機関が支払い、投資者（家計又は民間金融機関）

に帰属したものとして扱う。『資金循環統計』から推計する。 
                                                   
34 ただし、直近期間の計上方法については第６章「２．推計方法 ｃ．財産所得」参照。 
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（ｂ）受取 
  受取は、家計又は民間金融機関となる。 

 
⑥賃貸料 
ａ．非金融法人企業 
 （ａ）民間非金融法人企業 

（イ）支払 
 『法人土地・建物基本調査』（国土交通省、５年ごと）、『固定資産の価格等の概要

調書』（総務省、年次）から住宅地及び商業地別に借地面積を把握し、家計の支払賃

貸料の推計過程から得る面積当たりの地代を用いて民有地の商業地地代・住宅地地

代を推計する。非金融法人企業から一般政府への支払地代は、一般政府受取分から家

計の推計過程において得られる家計から一般政府への支払分を控除した残差として

推計する。これら民有地の商業地分・住宅地分及び一般政府分を合計した土地粗賃貸

料から、別途推計した公的非金融法人企業の支払額及び土地税を控除し、土地純賃貸

料を推計する。次に、『国際収支統計』のその他第一次所得を土地純賃貸料に加算し

賃貸料を推計する。 
 
（ロ）受取 
 全部門の支払土地粗賃貸料合計を全部門の受取土地粗賃貸料合計とする。この合

計より、一般政府、対家計民間非営利団体、家計及び公的非金融企業の受取額を控

除し、更に土地税を控除して土地純賃貸料を推計する。これに『国際収支統計』のそ

の他第一次所得を加算し、賃貸料を求める。 
 

ｂ．公的非金融企業 
 各決算書より積み上げて計算する。 
 

（ａ）金融機関 
（イ）支払 

 別途推計する金融機関の産出額（第２章「３．商品別出荷額の推計」参照）に土地・

建物・機械賃貸料の中間投入比率及び総賃貸料に対する土地賃貸料比率を乗じて推

計した土地粗賃貸料から土地税を控除して推計する。 
 

（ロ）受取 
 受取賃貸料は、非金融法人企業に含む。 

 
ｃ．一般政府 
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 各決算書から推計する（第４章「１．一般政府関連項目の推計」参照）。 
 

ｄ．家計 
（ａ）支払 

     『住宅・土地統計』で推計した住宅の借地戸数比率と『全国消費実態調査』（総

務省、５年ごと）及び『家計統計』から求めた一世帯当たり地代を用いて住宅の借

地分地代とその他産業地代を推計する。これに、更に、『田畑価格及び小作料調』

（日本不動産研究所、年次）及び『農業構造動態調査』から求めた田畑小作料を加

えて推計した総額の土地粗賃貸料から、土地税を控除し、支払土地純賃貸料を推

計する。 
（ｂ）受取 

  支払と同様の資料を用いて推計した受取分の土地純賃貸料に、その他の一次所

得を加算する。 
 

ｅ．対家計民間非営利団体 
（ａ）支払 

  『民間非営利団体実態調査』の「対家計サービスの消費支出計」の「地代」から

推計する。 
（ｂ）受取 

『法人土地基本調査』、『固定資産の価格等の概要調書』及び『住宅・土地統計

調査』から求めた面積、戸数に、家計の支払賃貸料の推計過程から得る面積当た

りの地代を用いて土地粗賃貸料を推計する。これから土地税を控除する。 
 

３．所得の第２次分配勘定の推計 

（１）所得・富等に課される経常税 
 「所得に課される税」と「その他の経常税」とからなる。  
具体的内容は以下のとおりである。 
①所得に課される税の内訳 
中央政府  所得税、法人税、日本銀行納付金等 
地方政府  道府県民税（所得割、法人税割、利子割、配当割、株式等譲渡所得割）、

市町村民税（所得割、法人税割） 
②その他の経常税の内訳 

中央政府  自動車重量税の 1/2、国際観光旅客税のうち居住者家計分 
地方政府  道府県民税（法人均等割、個人均等割）、市町村民税（法人均等割、個

人均等割）、事業税、狩猟税、 
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自動車税（種別割、環境性能割）の 1/2、、軽自動車税（種別割、環境性

能割）の 1/2 
（注１）自動車重量税、自動車税（種別割、環境性能割）及び軽自動車税（種別割、環境

性能割）については、家計負担分は「所得・富等に課される経常税」、家計以外の

負担分は「生産・輸入品に課される税」となるが、家計負担分とそれ以外の比率の

詳細が明らかでないため、便宜的に等分している。 
（注２）国際観光旅客税については、居住者負担分のうち、家計負担分は所得・富等に課

される経常税のうちのその他の経常税、それ以外の負担分は生産に課されるその

他の税になる。居住者負担分と非居住者負担分については、『出入国管理統計』（法

務省）を用いて按分し、居住者負担分のうち家計負担分とそれ以外の負担分につい

ては、『国際収支統計』（財務省）を用いて按分している。 
 
（２）純社会負担 
ａ．現実社会負担 
（ａ）一般政府の受取分 

 社会保険給付が支払われることに備えて、社会保険制度に対して行う社会負担の

うち法律等により強制的に支払われるものであり、社会保障基金への支払を指す。 
 雇主の現実社会負担及び家計の現実社会負担からなり、雇主から社会保障基金に

直接支払われる分については、まずこの分を雇用者報酬とみなし、次に家計が社会保

障基金に対して支払ったものとする。家計の現実社会負担は、雇用者がその雇用者報

酬の中から社会保障基金に対して支払うものである。 
 社会保障基金に対する負担額であることから、社会保障基金に格付けられる各制

度の決算書及び事業報告書を使用して推計する。なお、この中には組合管掌健康保険

における調整保険料及び雇用保険料（雇用安定事業、能力開発事業のいわゆる雇用保

険二事業分（平成 18 年度以前は雇用福祉事業を含む三事業分）も含む）も含まれる。 
 
（ｂ）年金基金の受取分 

 社会保険制度に対して行う社会負担のうち、年金基金へ雇主（及び雇用者）が自発

的に行う負担を含み、雇主の現実社会負担及び雇用者の現実社会負担からなる。雇主

から年金基金に直接支払われる分（受給権を発生主義により記録する退職一時金の

実際の支給額を含む）については、まずこの分を雇用者報酬とみなし、次に家計が年

金基金に対して支払ったものとする。推計方法は「２．（１）雇用者報酬」参照。家

計の現実社会負担は、雇用者がその雇用者報酬の中から年金基金に対して支払うも

のである。 
 各年金基金別に財務諸表等の報告書を使用して推計する。 
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ｂ．雇主の帰属社会負担 
 雇主の帰属社会負担には、受給権を発生主義により記録する確定給付型制度（企業年

金及び退職一時金）について、対象期間における受給権の増分（企業の財務諸表におけ

る勤務費用相当分）と制度の運営に係る費用の合計のうち、確定給付型制度に係る雇主

の現実社会負担では賄われない部分、及び雇主が特別の準備を創設することなく無基

金で行う負担からなる。推計方法は本章「２．（１）雇用者報酬」を参照。 
 
ｃ．家計の追加社会負担 

「２．（４）⑤ｂ．年金受給権に係る財産所得」で述べた年金受給権に係る投資所得

を家計の支払及び金融機関の受取に計上する。 
 

ｄ．年金制度の手数料（控除項目） 
現実社会負担（雇主の現実社会負担及び家計の現実社会負担）、雇主の帰属社会負担

及び家計の追加社会負担の合計から、確定給付型や確定拠出型の年金基金の運営に係

る費用を「年金制度の手数料」として控除し、「純社会負担」として計上する。手数料

は、各基金別の財務諸表等から運用費用を積み上げることにより推計する。 
 
（３）現物社会移転以外の社会給付 
ａ．現金による社会保障給付 
 社会保障基金による家計に対する現金による形で支払われる社会保険給付であり、

現物社会保障給付を除く全ての社会保障給付からなる。主なものに、老齢年金、失業給

付、児童手当等があり、各制度の決算書等を用いて推計する。 
 
ｂ．その他の社会保険年金給付 
 年金基金から支払われた給付額及び受給権を発生主義により記録する退職一時金の

支給額からなる。各基金別の財務諸表や『国税庁統計年報書』から推計する 
 
ｃ．その他の社会保険非年金給付 
 受給権を発生主義により記録しない退職一時金等の無基金による給付額である。「雇

用者報酬・雇主の帰属社会負担」のうち無基金分と同額を給付額とする。 
 
ｄ．社会扶助給付 
 一般政府及び対家計民間非営利団体から家計に支払われる扶助金のうち、社会保障

給付や無基金雇用者社会給付とならないものである。一般政府分としては生活保護費、

恩給、交付国債（戦没者遺族等に対する弔慰金、給付金等の金銭の支給に代えて交付さ

れるもの）、戦傷病者戦没者遺族年金等を集計し、対家計民間非営利団体分としては奨
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学金のほか家計に対する全ての経常的移転支出が含まれる。 
 各制度及び項目別に決算書等を使用して推計する。 

 
（４）その他の経常移転 

 その他の経常移転とは、所得の第２次分配勘定で扱う経常移転のうち、「所得・富等

に課される経常税」、「純社会負担」及び「現物社会移転以外の社会給付」を除く居住者

制度単位間、又は居住者と非居住者との間のすべての経常移転からなる。その他の経常

移転はａ．非生命保険取引、ｂ．一般政府内の経常移転、ｃ．経常国際協力、及びｄ．

他に分類されない経常移転（その他の経常移転、罰金）に分類される。 
 

①非生命保険取引 
 非生命保険取引は、非生命保険金及び非生命純保険料として所得の第２次分配勘定

に計上される。なお、定義上、非生命保険金及び非生命純保険料の一国合計は等しい。 
 

ａ．非生命保険金 
 損害保険会社の民間損害保険及び地震再保険特別会計などの公的保険について、

各機関の決算書等の資料から機関別及び保険種類別に「正味支払保険金＋支払備金

純増額」の算式で年度ベースの保険金を推計し、火災保険は物件別支払保険金割合、

自動車・自賠責保険については車種別支払保険金の割合、その他の保険については各

種保険の性格によって各制度部門に分割する。四半期値については、家計以外の各制

度部門は四等分して得る。家計については、純保険料の各制度部門別合計（四半期値）

から家計以外の保険金制度部門計（四半期値）を除いた値とする。 
定型保証機関については、種類別に純債務肩代わりに該当する財務諸表上の経理

項目を保険金として記録する。制度部門は、支払・受取ともに金融機関となる。 
 

ｂ．非生命保険純保険料 
 上記で推計した年度ベースの保険金を物件別車種別収入保険料の割合で各制度部

門に分割する。四半期値については、家計は『家計統計』の火災保険及び損害保険支

出の四半期値を用いて分割し、それ以外の制度部門については四等分して得る。 
定型保証については、種類別に「受取保証料＋財産運用純益－定型保証の産出額」

（＝純債務肩代わり）の算式で純保険料を推計し、各機関の借り手の性格によって

支払制度部門を分割する。 
 
②一般政府内の経常移転 
 一般政府の内訳部門である中央政府、地方政府及び社会保障基金相互間の経常的移

転である。主な項目の例を以下に掲げる。 
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ａ．中央政府から地方政府   地方交付税交付金、地方譲与税譲与金等 
ｂ．中央政府から社会保障基金 年金特別会計への繰入等 
ｃ．地方政府から中央政府   補助費等（国に対するもの） 
 

③経常国際協力 
 経常国際協力は、異なる政府間、あるいは政府と国際機関との間における現金又は現

物による経常移転からなる。 
 これについては、『国際収支統計』にある第二次所得収支の無償資金協力、国際機関

分担金等の項目からその受払を推計する。 
 
④他に分類されない経常移転 
ａ．その他の経常移転 

 その他の経常移転には寄付金、負担金、家計間の仕送・贈与金等、他で表章されな

いあらゆる経常移転取引が含まれる。 
（ａ）寄付金 

 寄付金は、非金融法人企業及び金融機関の支払と、対家計民間非営利団体の受取

を推計する。基本的には、『税務統計からみた法人企業の実態』（国税庁）の寄付金

額を基に、対家計民間非営利団体向けの比率と経常移転の比率を乗じて推計する。 
 
（ｂ）負担金 

 『家計統計』等により負担金等を推計し、これを家計から対家計民間非営利団体へ

の移転とする。 
 
（ｃ）家計間の仕送・贈与金 
 家計間の移転として『家計統計』等により仕送金と贈与金を推計し、受払に同額を

計上する。 
 

ｂ．罰金 
 全ての制度単位が一般政府に対して支払う罰金と科料である。具体的には、中央政

府の過料、没収金、延滞金などの科目、地方政府の延滞金、加算金及び科料等が該当

する。 
 国の決算書、『地方財政統計年報』等から該当項目を集計・積み上げる。 
 

４．現物所得の再分配勘定の推計 

（１）現物社会移転 
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 一般政府及び対家計民間非営利団体から家計に対し、現物による財貨又はサービス

の形で提供されるもので、現物社会移転（非市場産出）及び現物社会移転（市場産出の

購入）からなる。これらは一般政府及び対家計民間非営利団体の最終消費支出（個別消

費支出）として記録されるとともに、現実最終消費概念の下で現物社会移転として家計

の現実最終消費としても記録されることとなる（本章５．「（１）最終消費支出と現実最

終消費」参照）。 
一般政府からの移転としては、医療・介護に対する政府の支出分等があり、それぞれ

政府の決算書・事業報告書より推計する。対家計民間非営利団体については、集合消費

支出は存在せず、すべて個別消費支出に類別される（推計方法については、第７章１．

「（２）対家計民間非営利団体最終消費支出」参照）。 
 なお、概念上、社会扶助にも現物社会移転はあるものと想定されるが、基礎資料の制

約から公的負担による医療費以外は、現物社会移転以外の社会給付の社会扶助給付に

含めることとしている。 
 

５．所得の使用勘定の推計 

（１）最終消費支出と現実最終消費 
 最終消費支出概念を補足するため、家計及び政府の現実最終消費概念が存在する。こ

れは「費用負担」と「便宜享受」の２つの異なる観点から消費を捉えようというもので

ある。最終消費支出が、その制度部門が実際に支出した負担額としての消費支出である

のに対し、現実最終消費は、その制度部門が実際に享受した便益の額としての消費を意

味することとなる。 
 

ａ．家計の現実最終消費 
 家計の現実最終消費は、当該費用の最終負担者が一般政府、対家計民間非営利団体あ

るいは家計自身であるかに関係なく家計に現実に供給される財貨・サービスをカバー

するものであり、以下の算式で表される。 
 
家計最終消費支出 ＋ 一般政府・対家計民間非営利団体の個別消費支出 

 
ｂ．政府の現実最終消費 
 政府の最終消費支出は、個別の家計への便益である「個別消費支出」と社会全体への

便益である「集合消費支出」とに区分され、そのうち「集合消費支出」が政府の現実最

終消費となる。「個別消費支出」と「集合消費支出」の区分は目的別分類を基準に行う。 
 

ｃ．対家計民間非営利団体の現実最終消費 
 対家計非営利団体の最終消費支出のうち「集合消費支出」となるものは概念上想定さ
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れるが、現在の日本では大規模な具体例はない。したがって、全てを「個別消費支出」

とみなすこととし、対家計民間非営利団体の現実最終消費は存在しない。 
 
 
（２）年金受給権の変動調整 

 「純社会負担」のうち社会保障制度分と無基金制度分を除く年金基金分（受給権を発

生主義により記録する退職一時金分を含む）から、「その他の社会保険年金給付」を控

除したものを計上する。 
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第 10章 資本勘定・金融勘定の推計 

１．資本勘定 

（１）総固定資本形成 
第７章「３．総固定資本形成」参照。 
なお、総固定資本形成は、資産分類別に、「住宅」、「その他の建物・構築物」、「機械・

設備」、「防衛装備品」、「育成生物資源」、「知的財産生産物」から成る。また、住宅・宅

地の取得費用として生じる不動産売買仲介手数料・分譲住宅販売マージンは「住宅」、

非住宅の不動産売買仲介手数料、新規の土地利用のために生じる土地改良費及び新規

のプラント設置に際して生じるエンジニアリング費は「その他の建物・構築物」の総固

定資本形成として記録する。 
 

（２）固定資本減耗 
固定資本減耗とは、建物、構築物、機械・設備、知的財産生産物等からなる固定資

産について、これを所有する生産者の生産活動の中で、物的劣化、陳腐化、通常の破

損・損傷、予見される滅失、通常生じる程度の事故による損害等から生じる減耗分の

評価額を示す。また、資産の処分時に要する費用のうち、特に大規模なものについて

も、使用期間中に前もって負担を平準化した上で、固定資本減耗に含める ３５。 
固定資本減耗は、第 11 章「２．各項目の推計方法」に記載のとおり、恒久棚卸法に

よる期末資本ストック残高の推計と同時に、資本財×制度部門（及び経済活動）のマト

リックスとして計算し、再調達価格（時価）で表示する。 
固定資本減耗の計算方法は社会資本も含めて全て定率法を採用し、計算に使用する

償却率は『民間企業投資・除却調査』（内閣府）等のデータから推計・設定する。なお、

償却率は経年による減価償却と確率的に発生する除却を合わせた形で計算されるため、

概念的には減価償却費のみならず、資本偶発損も含んだものとして定義される。また、

償却率は資本財の種別と取得時期（ビンテージ）によって規定されるものとし、基本的

に基準改定ごとに再設定することを想定して、同一の基準における年次推計の間は一

定とする ３６。資本財のグループごとの償却率の推計・設定の考え方は以下のａ．～ｃ．

のとおりである。また、資本財の集約した分類ごとにみた償却率（2014 年の実質スト

ックと 2015 年の実質固定資本減耗から逆算した実効ベースの償却率）は、表 10－1 の

                                                   
３５ 平成 23年基準以降は、2008SNAの考え方に基づき、総固定資本形成として記録される所有権移転費用

の精緻化を行っており、資産の処分に要する費用のうち大規模なもの（終末費用）として、原子力発電施

設の解体費用を位置づけ、固定資本減耗を記録している。同固定資本減耗は、電力会社の有価証券報告書

から、原子力発電施設に係る資産除去債務の期中増加額の情報を用いて推計する。 
３６ 『民間企業投資・除却調査』は平成 17年度から開始された比較的新しい統計調査であり、調査継続に

よる結果の蓄積・充実を踏まえて、平成 23年基準改定では過去に遡って財別償却率を再計算結果に置き

換えている。 
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とおりである。 
なお、恒久棚卸法から計算される固定資本減耗はすべて暦年値であり、四半期値につ

いては暦年値を四等分する。 
 

ａ．企業設備（一部の構築物、防衛装備品、知的財産生産物を除く） 
 企業設備の償却率については、『民間企業投資・除却調査』の回答から得られた企業

設備の除却情報をもとに、詳細な資本別の償却率を推計する。具体的には、企業設備の

新規取得から廃棄までの使用期間の情報から、資本財別の生存曲線（経年に対して除却

されずに使用されている確率（生存確率）を表す）を推計するとともに（図 10－1 の

i）、企業設備の取得時及び売却時の価格情報から、資本財別の経齢的価格プロファイル

（中古市場における評価額が経年により新設取得時からどの程度低下するかを表す）

を推計し（図 10－1 の ii）、これらの合成分布から、幾何分布で近似した償却曲線を推

計し、資本財別に償却率を導出する。 
 
図 10－1 企業設備の各資本財の償却率推計のイメージ 

 
 

ｂ．住宅 
 住宅の償却率については、『昭和 45 年国富調査』（経済企画庁）の結果や『住宅・土

地統計』（総務省）等から経年による住宅の滅失率や家賃の変化を計測した国内の先行

研究 ３７を参考に、木造・非木造で区別して設定している。 
 

                                                   
３７ 野村浩二『資本の測定』（2004）などを参照。 
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ｃ．その他の固定資産 
 社会資本やａ．に含まれない企業設備（一部の構築物、知的財産生産物）は、『民間

企業投資・除却調査』の調査対象外であり、除却について直接観察可能なデータの収

集が困難であるため、各種資料から平均使用年数（Average Service Life: ASL）を設

定し、国際的に利用されている標準的な計算式（下式）により償却率を導出する。そ

の際に計算式に使用される定数（Declining Balance Rate; DBR３８）については、各国

でも参照例の多い米国商務省経済分析局（BEA）のそれと同様に設定している。 
 なお、ASL について、社会資本は種類ごとに『日本の社会資本』（内閣府）における

検討結果など参考として設定する。防衛装備品については、資本財の種類ごとに防衛

省資料等より得られる配備から退役までの実使用年数をもとに設定する。コンピュー

タソフトウェアについては企業会計で利用される耐用年数をもとに設定する。研究・

開発は、国際的にも一般的な平均使用年数 10 年を想定して設定し、特に R&D 投資の

大宗を占める製造業については、産業ごとに平均使用年数に差をつけている（9‐15
年）。その際には、産業ごとの生産技術・知識が各産業の使用する産業用機械に体化さ

れるため、その陳腐化のスピードもまた産業用機械の償却率に反映される仮定して、

各産業の産業用機械の償却率の違いを用いて調整している ３９。娯楽作品原本について

は、OECD ハンドブックで推奨されている平均使用年数を参考に 10 年と設定した。

所有権移転費用のうち不動産売買仲介手数料・分譲住宅の販売マージンについては、

『土地保有移動調査』、『住宅市場動向調査』（いずれも国土交通省）の結果から推計し

た平均保有期間をもとに設定した。 
 
 定率法による標準的な償却率の計算式  

 δ = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑇𝑇

 

δ： 償却率 
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷：Declining Balance Rate  
𝑇𝑇： 平均使用年数（ASL） 

 
  

                                                   
３８ DBRは、定率法における初期時点の償却額が、定額法の場合のそれに比べてどの程度大きいかを示す倍

率。アメリカでは、DBR は、資本財に応じて数種類が使い分けられている。同一の DBRの下では、ASL到

達時の残価率が、ASLに拠らず近似的に一致する性質を持つ。 
３９ より具体的には、第 11章で得られる固定資本ストックマトリックス（実質値）から各産業の所有する

産業用機械のウェイトを計算し、資本財別償却率を産業ごとに加重平均することで、産業別のばらつきを

観察している。 
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表 10－1 資本財別実効償却率 

 
 
（３）在庫変動 

 第７章「４．在庫変動」における主体別在庫変動を制度部門ごとに合計する。 
 
（４）土地の購入（純） 

ａ．推計の範囲 
土地の購入（純）（以下「土地純購入」という｡）は、土地取引の収支（「購入額」－

表章分類 集計分類 実効償却率 表章分類 集計分類 実効償却率
住宅 0.055 その他の機械・設備（続き）

住宅（木造） 0.058 農業用機械 0.109
住宅（非木造） 0.042 建設・鉱山機械 0.154
住宅（改装・改修） 0.100 繊維機械 0.112
住宅の売買仲介手数料・分譲マージン 0.083 生活関連産業用機械 0.184

住宅以外の建物 0.079 化学機械 0.148
住宅以外の建物（木造） 0.078 鋳造装置・プラスチック加工機械 0.169
住宅以外の建物（非木造） 0.073 金属工作機械 0.142
住宅以外の建物（改装・改修） 0.107 金属加工機械 0.140
住宅以外の建物の売買仲介手数料 0.110 機械工具 0.187
仮設住宅 0.135 半導体製造装置 0.233

構築物 0.022 金型 0.183
一般道路・街路 0.020 真空装置・真空機器 0.196
高速道路 0.018 ロボット 0.173
河川 0.007 その他の生産用機械 0.170
河川総合開発 0.011 サービス用・娯楽用機器 0.319
海岸 0.034 計測機器 0.181
砂防 0.021 医療用機械器具 0.274
下水道管渠 0.011 光学機械・レンズ 0.147
下水道終末処理施設 0.021 回転電気機械 0.148
港湾 0.019 変圧器・変成器 0.127
漁港・漁場整備 0.019 開閉制御装置・配電盤 0.168
空港 0.070 その他の産業用電気機器 0.179
廃棄物処理 0.042 民生用エアコンディショナ 0.173
都市公園 0.026 民生用電気機器（除くエアコン） 0.217
農業土木 0.027 電子応用装置除く 0.200
林道 0.020 電気計測器 0.196
治山 0.019 電気照明器具 0.217
鉄道軌道 0.044 その他の電気機械器具 0.204
電力施設 0.042 ロープ・漁網・ネット 0.153
電気通信施設 0.043 織物製衣服 0.153
上・工業用水道 0.016 じゅうたん・床敷物 0.149
ガス施設・民間構築物・その他 0.027 木製器具 0.264
プラントエンジニアリング 0.025 木製家具 0.179

輸送用機械 0.194 金属製家具 0.181
乗用車 0.274 その他の家具・装備品 0.173
トラック・バス・その他の自動車 0.194 建設用金属製品 0.138
二輪自動車 0.345 ガス・石油機器・暖房・調理装置 0.190
鋼船 0.120 金属製容器・製缶板金製品 0.150
その他の船舶 0.148 その他の金属製品 0.166
舶用内燃機関（民生品） 0.169 運動用品 0.180
鉄道車両 0.094 時計 0.172
航空機（民生品） 0.159 楽器 0.113
自転車 0.138 その他の製造工業製品 0.158
その他の輸送機械 0.160 防衛装備品 0.075

情報通信機器 0.258 武器 0.075
複写機 0.338 電子応用装置（防衛装備品） 0.180
その他の事務用機械 0.225 無線電気通信機器（防衛装備品） 0.258
有線電気通信機器 0.253 艦船 0.056
携帯電話機 0.310 舶用内燃機関（防衛装備品） 0.110
無線電気通信機器（民生品） 0.248 航空機（防衛装備品） 0.070
ラジオ・テレビ受信機 0.224 育成生物資源 0.282
その他の電気通信機器 0.141 育成植物（果樹・茶木等） 0.200
ビデオ機器・デジタルカメラ 0.217 育成動物（乳牛・競走馬等） 0.309
電気音響機器 0.200 研究・開発 0.157
パーソナルコンピュータ 0.306 研究・開発（市場生産者） 0.110-0.183
電子計算機本体（除くパソコン） 0.256 研究・開発（一般政府） 0.165
電子計算機附属装置 0.305 研究・開発（非営利） 0.165

その他の機械・設備 0.170 鉱物探査・評価 0.165
ボイラ 0.109 コンピュータソフトウェア 0.330
タービン 0.129 娯楽作品原本 0.165
原動機 0.168
ポンプ・圧縮機 0.141 ※「研究・開発（市場生産者）」の償却率は製造業の内訳で幅を持たせている。
運搬機械 0.130
冷凍機・温湿調整装置 0.161
その他のはん用機械 0.160
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「売却額」）である。 
土地取引は居住者間でのみ行われるものとする。「非居住者が土地を購入した場合」

は、居住者たる名目的な機関が土地の所有者となり、非居住者はこの名目的な機関に対

し土地の購入額に等しい金融資産を取得すると擬制するため、国内部門の土地純購入

の合計は「０」となる。 
また、居住者が海外の土地を購入した場合には、非居住者たる名目的な機関が土地の

所有者となり、居住者はこの名目的な機関に対し対外直接投資を行うと擬制される。 
 
ｂ．制度部門別推計方法 
（ａ）非金融法人企業 
ⅰ．民間非金融法人企業 

民間非金融法人企業の所有する土地は、企業会計における固定資産 ４０としての土

地（事業用）と棚卸資産としての土地（販売用）とに分けて推計する。 
（ⅰ）固定資産としての土地（事業用） 

① 『四半期別法人企業統計』等の土地購入額と売却額から年度及び暦年の簿価

ベース土地純購入を推計する｡ 
② 『法人企業統計年報』から特別利益額に含まれている土地処分益を推計し、

「（ⅰ）①」から減じて時価ベース土地純購入とする｡ 
（ⅱ）棚卸資産としての土地（販売用） 

販売用土地面積の大部分が不動産業、建設業、運輸業、卸売業の４業種によって保

有されているため、下記のとおり推計する。 
① 『法人企業統計』の「不動産業、建設業、運輸業、卸売業」の棚卸資産額から、

棚卸資産取引額（土地純購入）を推計する。 
② 各種資料により棚卸資産に占める土地保有額の比率を推計し、「（ⅱ）①」に乗

じて販売用の土地純購入を推計する。 
③  『土地保有・動態調査』（国土交通省、年次）から全業種に対する上記４業種

の保有土地面積比率を推計した上で、「（ⅱ）②」により求めた販売用の土地純

購入を割戻し、全業種ベースの土地純購入を推計する。 
また、J-REIT 等の不動産証券投資法人の土地純購入については、『不動産証

券化の実態調査』（国土交通省）及び有価証券報告書から推計する。 
ⅱ．公的非金融企業 

各機関の貸借対照表の土地期末残高から期首残高を差引き、土地の売却損益等を

加減算して推計する。地方公的企業分については、『地方財政統計年報』から推計す

る。 

                                                   
４０ 本項目において「固定資産としての土地」というときの「固定資産」とは、企業会計上の意味で用い

ている点に留意（SNA上の意味での固定資産には土地は含まれない）。 
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（ｂ）金融機関 
ⅰ．民間金融機関 

土地資産額推計（第 11 章「２．(１)ｂ.(ａ)土地 ⅲ．制度部門分割」参照）より得

られる金融機関の土地資産額を、土地面積で割戻した単価に土地面積の増減を乗じ

て推計する。 
ⅱ．公的金融機関 

各機関の貸借対照表の土地期末残高から期首残高を差引き、土地の売却損益等を

加減算して推計する。 
（ｃ）一般政府 

土地購入額から土地売却額を差し引いて求める。 
ⅰ．土地購入額 
 中央政府及び社会保障基金については、総固定資本形成を推計する際に『建設業務

統計年報』（国土交通省）の工事種類別の用地比率を用いて控除される用地費分及び

決算書に示された不動産購入費等を合計する。地方政府については、普通会計分は

『地方財政統計年報』の「用地取得費の状況」による額を計上し、非企業特別会計分

についても『地方財政統計年報』から推計する。 
ⅱ．土地の売却額 

中央政府、社会保障基金及び地方政府とも土地売却収入に当たる項目を集計する。 
（ｄ）家計(個人企業を含む) 

国内全体では土地購入額と土地売却額は一致するため、家計の土地純購入は、国内全

体の土地純購入（｢０｣）から、「（ａ）～（ｃ）、（ｅ）」の合計の土地純購入を引いた残

差とする。 
（ｅ）対家計民間非営利団体 

土地資産額推計より得られる対家計民間非営利団体の各機関（私立学校、宗教法人、

社会福祉施設）が所有する土地資産額を面積で割戻した単価に、面積の増減分を乗じて

推計する。 
 
（５）資本移転 

 資本移転については、基礎統計等において支払先と受取先を特定できるものについ

て、国の決算書、『国際収支統計』等から推計する。 
 『国際収支統計』で把握される資本移転等収支の受払（海外からの受取・海外への支

払）については、「一般政府」の受払は一般政府の資本移転の受取・支払として、「一般

政府」以外の受払は民間非金融法人企業の資本移転等の受取・支払として記録する。 
 国内における資本移転について、家計から一般政府への資本税の支払、一般政府内の

資本移転（中央政府から地方政府への公共事業の補助費等）、その他の一般政府や公的

企業と他部門との間の受払は決算書等から推計する。そのほか国内における民間部門
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間の資本移転については、原子力事故損害賠償や金融機関（貸金業）からの過払金の返

還等、把握可能な範囲に限り各機関や業界団体の公表資料等から推計する。また、大災

害に伴う多額の保険金の支払いについても、2008SNA 勧告に従い、経常移転ではなく

資本移転として記録する。 
 

２．金融勘定 

 金融面の計数については、フロー勘定である金融勘定とストック勘定である貸借対照

表勘定を接合して推計するため、本節でストック推計についても併せて説明する。なお、

金融面の計数は、表 10－2 の部門構成、表 10－3 の金融資産・負債項目構成により推計

している。 

 
（１）推計方法の概要 

ａ．推計で使用する基礎資料について 
金融資産・負債残高及び取引は、原則として、『資金循環統計』４１を基礎資料とする

が、より精度の高い他の資料が入手できる場合はこれを用いて推計を行う。 
 

表 10－2 金融面の勘定の部門構成 

制度部門 内   訳   部   門 
非金融法人企業 民間非金融法人企業 

公的非金融企業 
金融機関 中央銀行 

預金取扱機関 国内銀行 
中小企業金融機関等 
農林水産金融機関 
在日外銀 
合同運用信託 

マネー・マーケット・ファンド 
その他の投資信託  

うち株式投信 
その他の金融仲介機関 ファイナンス会社 

特別目的会社・信託 
ディーラー・ブローカー 
融資特別会計 
政府金融機関等 

公的専属金融機関  
非仲介型金融機関  

うち金融持株会社 

                                                   
４１ 『資金循環統計』は、日本銀行の独自データ以外に『国際収支統計』や『法人企業統計』などの各種

統計も利用して作成する加工統計である。『資金循環統計』の作成に使用される基礎統計等については、

日本銀行のホームページで公表している『資金循環統計の作成方法』等を参照されたい。 
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制度部門 内   訳   部   門 
保険 生命保険 

非生命保険  
うち公的機関 

共済保険 
年金基金 企業年金 

その他年金 
民間金融機関（再掲） 
公的金融機関（再掲） 

一般政府 中央政府  
うち一般会計・特別会計 

地方政府 
社会保障基金  

うち公的年金 
家 計  
対家計民間非営利団体  
海 外  

 

ｂ．取引項目の計上方法 
フロー編付表６－２を除く各表では、国民経済計算の国際基準に則って、同一制度部

門内の金融資産・負債について、全てグロスで表示（結合という）している。これによ

り他部門との取引関係が不明となる項目も一部あるが、各部門・項目の計数が実態に即

したものとなる。 
一方、フロー編付表６－２では、IMF の『政府財政統計(GFS)マニュアル 2014』に

準拠し、一般政府の内訳部門内の金融取引や債権債務を金融資産・負債から控除してい

る。また、一般政府の内訳部門間についても、「部門間調整」という項目で統合処理し

ている。これらの部門内、部門間の金融取引やポジション等の相殺は統合処理

（consolidation）という。同表での推計方法については、本章４．政府財政統計（金融

資産・負債）で述べる。 
 
ｃ．推計手順 

原則として、各年度末の金融資産・負債残高表を作成し、次にその期中増減額を年度

中の金融取引額とするが、価格変動のあるものについては『資金循環統計』の取引額を

使用する方法や、帳簿価格の増減など別の方法で取引額を推計する。 
暦年値は、年度値と同様の作成方法によるが、直接推計が困難な項目はそれぞれ関連

資料や『資金循環統計』の年度末残高と暦年末残高の比率等を利用して年度計数を暦年

計数に転換する。ただし、『資金循環統計』に該当する計数がない場合などは、横置き

など別の方法で推計を行う。 
各制度部門の推計方法と『資金循環統計』以外の主な推計資料は以下のとおりである。

項目ごとの基礎資料等は、「（２）項目別推計方法」に記載する。 
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（ａ）公的非金融企業 
 『資金循環統計』より推計を行う項目以外については、以下の資料等より推

計を行う。 
・ 独立行政法人や特殊会社などの法人については、各機関の財務諸表や各種

資料の積上げによって推計する。 
・ 国の特別会計については、特別会計の決算書や財務書類より推計する。 
・ 地方公営企業については、『地方公営企業年鑑』（または、その元となる『地

方公営企業決算状況調査』）を使用して推計する。 
・ 地方公社（住宅、道路）については、各機関の財務諸表や『第三セクター

等の出資・経営等の状況に関する調査』（総務省）を使用する。 
（ｂ）公的金融機関 

 『資金循環統計』より推計を行う項目以外については、国の決算書（特別会

計決算参照書、国の債権の現在額総報告）や特別会計の財務書類のほか、各機

関の財務諸表より推計を行う。 
（ｃ）中央政府 

 『資金循環統計』より推計を行う項目以外については、以下の資料等より推

計を行う。 
・ 独立行政法人については、各機関の財務諸表の積み上げにより推計を行う。 
・ 国の一般会計や特別会計については、国の決算書のほか『国債統計年報』

（財務省）や『財政金融統計月報』の各種情報などから推計を行う。 
（ｄ）地方政府 

 『資金循環統計』より推計を行う項目以外については、『地方財政統計年報』

や、地方独立行政法人（公立大学法人含む）の財務諸表の積み上げから推計す

る。独立行政法人や政府関係金融機関からの借入は、貸し手側の財務情報から、

地方公共団体の借入額を確定する。 
（ｅ）社会保障基金 

 『資金循環統計』より推計を行う項目以外については、以下の資料等より推

計を行う。 
・ 年金や労働保険などの国の特別会計については、国の決算書や特別会計の

財務書類より推計を行う。 
・ 国家公務員や地方公務員の共済組合については、各連合会の財務諸表のほ

か『国家公務員共済組合事業統計年報』（財務省）や『地方公務員共済組合

等事業年報』（総務省）を使用する。 
・ 健康保険組合については、『組合決算概況報告』（健康保険組合連合会）を

使用する。 
・ その他の共済組合や法人等については、各機関の財務諸表より推計する。 
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  （ｆ）海外 
 多くの項目について『資金循環統計』より推計を行うが、一部の項目につい

ては『国際収支統計』、『本邦対外資産負債残高』および『外貨準備等の状況』

（財務省）等も使用する。 
（ｇ）上記以外の部門 

原則として『資金循環統計』より推計を行う。 
 
表 10－3 金融資産・負債項目 

大  項  目 内   訳   項   目 
貨幣用金・SDR 貨幣用金 

SDR 
現金・預金 現金 

日銀預け金 
政府預金 
流動性預金 
定期性預金 
譲渡性預金 
外貨預金 

貸出・借入 日銀貸出金・借入金 
コール・手形 
民間金融機関貸出・借入 住宅貸付 

消費者信用 
その他 

公的金融機関貸出・借入 うち住宅貸付 
その他 

非金融部門貸出金・借入金 
割賦債権・債務 
現先・債券貸借取引 

債務証券 国庫短期証券 
国債・財投債 
地方債 
政府関係機関債 
金融債 
事業債 
居住者発行外債 
コマーシャル・ペーパー 
信託受益権 
債権流動化関連商品 

持分・投資信託受益証券  
持分 
 上場株式 

非上場株式 
その他の持分 

投資信託受益証券 
保険・年金・定型保証 非生命保険準備金 

生命保険・年金保険受給権 
年金受給権 
年金基金の対年金責任者債権 
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大  項  目 内   訳   項   目 
定型保証支払引当金 

金融派生商品・雇用者 
ストックオプション 

フォワード系 
オプション系 
雇用者ストックオプション 

その他の金融資産・負債 財政融資資金預託金 
預け金 
企業間信用・貿易信用 
未収・未払金 
直接投資 
対外証券投資 
その他対外債権・債務 
その他 

 
（２）項目別推計方法（主に年度末値の推計） 
 『資金循環統計』と制度部門分類が異なる機関や、『資金循環統計』より細かい分類で推

計を行う部分については、財務諸表等の各種資料より推計を行う。これらについては下記で

触れない。 
ａ．貨幣用金・SDR 

この項目の国内部門の資産額（ストック）は、100 万ドル単位で公表される『外貨準

備等の状況』（財務省、月次）を基に推計する。ドルから円への換算には、日本銀行で

公表される東京市場のインターバンクスポットレート（月末のスポットレート）を用い

る。また、貨幣用金・SDR の部門分割は、『資金循環統計』の「うち金・SDR 等」を使

用するが、その内訳項目のうち SDR と IMF リザーブポジションは中央政府が全額を

保有するとみなす。なお、IMF リザーブポジションは本項目には計上しない。 
フローは、『国際収支統計』の貨幣用金と SDR より推計する。 
中央政府部門に計上される SDR（負債）については、ストックは『本邦対外資産負

債残高』から、フローは『国際収支統計』より推計する。ストックのうち本邦対外資産

負債残高において計数が公表されていない年については、IMF での公表値(IMF 
Members' Financial Data by Country の中の Japan)より把握した我が国の SDR の資

産と負債の比率に SDR の資産額を掛けることで計算する。 
なお、1999 年以前については、保有部門についての情報が得られない。そこで、SDR

は 2000 年以降と同様に中央政府が全額を保有するものとみなすが、貨幣用金について

は「その他の対外債権・債務」に含めている。 
 
ｂ．現金・預金 
 この項目の負債側は、金融機関（または海外の金融機関）となる。この負債側の情報よ

り各項目の合計を確定する。 
（ａ）現金 

一部の公的部門を除き、原則として『資金循環統計』より推計を行う。中央政府以
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外の公的部門については、財務諸表等より推計を行う。 
現金の合計値（ここでは中央銀行の負債）から上記のとおり推計した民間非金融法

人企業以外の各部門の資産を控除した残りを民間非金融法人企業の資産として計上

する。 
家計、対家計民間非営利団体については、2003 年度以前については『資金循環統

計』の遡及系列 ４２が存在しない。そこで、現金の負債合計から家計、対家計民間非営

利団体、民間非金融法人企業以外の制度部門を控除した残差を、『資金循環統計』に

おける 2005 年の保有比率の比で分割する。 
（ｂ）日銀預け金、政府預金 

『資金循環統計』より推計する。 
（ｃ）流動性預金、定期性預金、譲渡性預金 

地方政府、社会保障基金、家計、対家計民間非営利団体、民間金融機関等について

は、『資金循環統計』の計数より推計する。公的部門は財務諸表や『地方公営企業年

鑑』も使用して推計する。 
なお、民間非金融法人企業の資産側が残差項目となる。 

（ｄ）外貨預金 
一般政府、家計、対家計民間非営利団体、民間金融機関等については、『資金循環統

計』の計数より推計する。公的企業は財務諸表も使用して推計する。財務諸表から推

計したものについては、残高の増減をそのまま取引額とみなす。 
なお、民間非金融法人企業の資産側が残差項目となる。 
これらの推計ののち、中央政府の資産、海外の負債に IMF リザーブポジションの

うち IMF リザーブトランシュを加算する。推計資料は、（ａ）に記載している。 
 
ｃ．貸出・借入 
 この項目については、原則として貸し手側の情報により各項目の合計を確定する。 
（ａ）日銀貸出金、コール・手形、現先・債券貸借取引 

原則として『資金循環統計』の計数を用いる。内訳となる制度部門については、財

務諸表の積み上げより把握する。 
（ｂ）民間金融機関貸出残高 

  民間金融機関貸出の総額は『資金循環統計』の簿価ベース（個別貸倒引当金控除前）

の計数により推計を行うが、『資金循環統計』では一部の公的金融機関の貸出を民間

金融機関貸出に計上しているため、資産・負債の合計は『資金循環統計』と一致しな

い。一方、負債側は公的各部門については財務諸表等を積み上げた計数を用い、民間

非金融法人企業を除くその他の部門については『資金循環統計』の簿価ベースの計数

により推計を行う。なお、民間非金融法人企業の負債側は残差となる。 
                                                   
４２ 2016年 9月の遡及改定と整合的な 2003年度末以前の系列は存在しない。 



第 10 章 資本勘定・金融勘定の推計 
 

- 151 - 
 

また、民間金融機関貸出の資金用途別内訳である｢住宅貸付｣、｢消費者信用｣につい

ては、原則として『資金循環統計』の計数を用いるが、｢その他｣については｢民間金融

機関貸出｣の簿価ベースの計数から｢住宅貸付｣と｢消費者信用｣を控除した額を計上す

る ４３。 
なお、調整勘定のその他の資産量変動勘定には、直接償却による貸出債権の減少額

（「不良債権の抹消」）が含まれるが、この金額は『資金循環統計』や金融庁などで公

表される各種資料により推計する。償却は、民間非金融法人企業、民間金融機関（う

ちファイナンス会社）、家計（個人企業を含む）、対家計民間非営利団体、海外が対象

となる。 
（ｃ）公的金融機関貸出、非金融部門貸出金、割賦債権・債務 

公的金融機関貸出の資産側は、一部を除き、財務諸表の積み上げより推計する。非

金融部門貸出金の資産側は、民間部門（海外を含む）について『資金循環統計』の計

数を用いるが、公的部門については国の債権の現在額総報告や財務諸表等の積み上げ

から推計する。割賦債権・債務の資産側は、財務諸表から推計する中央政府や公的非

金融企業等を除き、『資金循環統計』より推計する。割賦債権・債務の負債側について

は、民間部門を中心に資金循環統計を使用するが、一部の公的部門については財務諸

表や国の財務書類などから推計し、民間非金融法人企業の負債側が残差項目となる。 
公的金融機関貸出の「うち住宅貸付」は、『資金循環統計』の計数を使用する。 
なお、住宅貸付を除く公的金融機関貸出の「不良債権の抹消」（調整勘定のその他の

資産量変動勘定に記録）は、償却する側の計数については、各公的金融機関の損益計

算書や附属明細書に記録されている「貸付金償却」額を抽出し、償却される側の計数

については、各公的金融機関の貸出先比率によって民間非金融法人企業と家計（個人

企業を含む）に按分する。 
 
ｄ．債務証券 
 本項目については、負債側から各項目の合計を確定する。 
（ａ）国債・財投債 

負債側は、『資金循環統計』の計数を中央政府と融資特別会計に計上したのち、『国

債統計年報』（財務省、年次）による交付国債（預金保険機構国債や原子力損害賠償・

廃炉支援機構国債を含む）を中央政府の負債側に加算する。資産側は、『地方財政統

計年報』、『資金循環統計』等の計数を用いて各部門の計数を求め、残額を国内銀行に

計上する。通常の交付国債は家計に加算し、それ以外については非仲介型金融機関

（預金保険機構）や政府金融機関等（原子力損害賠償・廃炉支援機構）の資産に加算

する。 
フローの値は、『資金循環統計』の中央政府負債、財政融資資金の負債の取引の合

                                                   
４３ 2012暦年末以前は、住宅ローン保証に係る求償権を住宅貸付に加算している。 
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算値に交付国債の増減を加算する。資産側は、公的部門は前期末と当期末の残高の差

額をフローの計数とし、残りの部門については『資金循環統計』の計数を用いて残額

を国内銀行の計数とする。 
（ｂ）国債・財投債以外の債務証券 

原則として、『資金循環統計』の計数を用いる。一部の公的企業の計数については

財務諸表等より推計を行う。 
 
ｅ．持分・投資信託受益証券 
 本項目については、負債側から各項目の合計を確定する。 
（ａ）上場株式 

ストックの値については、上場株式は、『資金循環統計』の上場株式を用いるが一

部の公的部門の資産側については、決算書等により計数を推計する。 
フローの値については、上場株式は、『資金循環統計』の計数を用いて資産側、負

債側に配分するが、政府保有株式等については実際の売却額、それ以外は残高差分よ

り推計する。ストック、フローともに、その結果発生する残差については、民間非金

融法人企業の資産側に計上される。 
 （ｂ）非上場株式 

非上場株式は、国税庁の類似業種比準方式 ４４に準じる方法で民間非金融法人企業

等の負債側の総額を推計する。具体的には、『法人企業統計年報』の資本金 1000 万

円以上の企業の産業別の配当金合計（期末配当と中間配当の合計）、当期純利益、純

資産を上場会社および非上場会社の合計とみなす。ここから、上場会社の有価証券報

告書の産業別集計値から把握した当期純利益と純資産、『決算短信集計結果』（日本取

引所グループ）等より把握した配当金をそれぞれ控除することで非上場会社の計数

を推計する。このように推計した非上場会社の計数と各期の類似業種比準価額（法令

解釈通達として国税庁で公表）を使用して時価総額を計算する。特殊会社等に対する

政府保有株式についても類似業種比準価額を使用して推計するが、特殊会社等には

配当や利益についての制限があることも多いため、純資産のみを使用して計算を行

う。なお、政府保有株式のうち日本たばこ産業株式会社や日本電信電話株式会社、日

本郵政株式会社等の株式は、東京証券取引所で公表される時価総額に含まれないた

め、上場後も非上場株式に計上する。残高は、上場株式と同様に、各期末の株価と政

府の保有株式数の積より推計する。 
民間金融機関については、原則として資産側、負債側ともに『資金循環統計』によ

り推計する。非上場株式の資産側の配分は、原則として公的部門について決算書等を

                                                   
４４ 相続税等を計算する際の、取引相場のない株式の財産評価の方法。国税庁では、上場企業の株価や財

務データより計算された業種ごとの株価並びに 1株当たりの配当金額、年利益金額及び純資産価額（帳簿

価額によって計算した金額）が公表されており、これらをもとに計算する。 
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用いて確定し、残額を『資金循環統計』の比率を用いて民間非金融法人企業と家計（個

人企業を含む）に配分する。 
フローについては、『資金循環統計』や政府保有株式等の増減により負債側の総額

を推計する。資産側は、『資金循環統計』で把握できる計数の他、決算書等から算出

した残高差額を公的部門の取引額とし、残額を民間非金融法人企業に配分する。 
 （ｃ）その他の持分 

ストックの推計において、その他の持分のうち国が出資する法人は、『政府出資法

人一覧』（財務省）や各機関の財務諸表から政府出資や純資産の額を把握し、純資産

の額を計上する（政府出資は、後述するフローの推計で使用する）。地方公共団体が

出資する法人は、『第三セクター等の出資・経営等の状況に関する調査』（総務省）や

『地方公営企業年鑑』を用いる。国の特別会計のうち公的企業にあたるものは、決算

書や特別会計の財務書類から純資産を把握し、中央政府の公的企業に対する持分と

して計上する。民間非金融法人企業への出資は、『会社標本調査』（国税庁）を使用し

て推計する。上記以外の民間企業等への出資については、原則として『資金循環統計』

により推計を行う。 
その他の持分のフローは、ストック推計で用いた資料より把握した政府出資額（ま

たは資本金および資本準備金）の増減から推計する。なお、一般政府と公的企業との

間の例外的支払については、一般政府が公的企業から持分を引き出したものとみな

し、その他の持分のフローに計上する。 
（ｄ）投資信託受益証券 
   原則として、『資金循環統計』の計数から推計を行う。 
 
ｆ．金融派生商品・雇用者ストックオプション 

金融派生商品は、フォワード系、オプション系ともに『資金循環統計』の計数を用

いる。『資金循環統計』では資料の制約から 2000 年 7-9 月期より取引額（フロー）

を計上していないため、フロー表では「－」と表章する。また、ストックの増減には

価格変化によるもののほかに量の変化（未推計となっているフローにあたるもの）も

存在するが、要因分割が不可能であるため全額を調整勘定のうち再評価勘定に計上

する。 
雇用者ストックオプションについても、『資金循環統計』の計数を用いる。 

 
ｇ．保険・年金・定型保証 

非生命保険準備金、生命保険・年金保険受給権、年金受給権、年金基金の対年金責

任者債権、定型保証支払引当金ともに『資金循環統計』の計数より推計を行う。年金

受給権のフローのうち確定給付型企業年金制度に係る分については、第９章の「５．

所得の使用勘定の推計」に記載の「年金受給権の変動調整」の計数を用いる。年金基
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金の対年金責任者債権のフローについても、所得支出勘定の「雇主の帰属社会負担」

のうち確定給付型年金制度（一時金も含む）に係るものの計数を使用して推計を行う。 
 
ｈ．その他の金融資産・負債 
（ａ）財政融資資金預託金 
   各種資料により得られた総額と保有部門の内訳の計数により推計する。 
（ｂ）預け金 

原則として、『資金循環統計』の計数を用いる。一部の公的企業の計数については

財務諸表、地方財政統計年報、各共済組合の事業年報等より推計する。なお、民間非

金融法人企業の負債側が残差項目となる。 
（ｃ）企業間信用・貿易信用 

原則として、『資金循環統計』の計数より推計を行う。 
なお、民間非金融法人企業の負債側が残差項目となる。 

（ｄ）未収・未払金 
原則として、『資金循環統計』の計数を用いる。一部の公的企業の計数については

財務諸表等より推計を行う。 
なお、民間非金融法人企業の負債側が残差項目となる。 
この項目には、交付国債（預金保険機構、原子力損害賠償・廃炉支援機構に対する

ものも含む）に対する見返りを、中央政府の資産、交付先部門の負債に計上している。 
（ｅ）直接投資 

この項目には、本邦から海外への直接投資のうち株式資本と収益の再投資を計上

する。ストックは、資金循環統計の計数を使用し、公的非金融企業の資産については

財務諸表などから推計した数字に置換える。その際の不整合は民間非金融法人企業

で調整する。資産側のフローも非金融法人分以外は原則として『資金循環統計』を使

用するが、公的非金融企業には残高の前年差を計上し、民間非金融法人企業で調整す

る。 
（ｆ）対外証券投資 

原則として、『資金循環統計』の計数を用いる。一部の公的企業の計数については

財務諸表等より推計を行う。なお、残差は民間非金融法人企業に配分する。 
（ｇ）その他対外債権・債務 

海外の負債側と残差となる民間非金融法人企業の資産側を除き、『資金循環統計』

の計数より推計を行う。『資金循環統計』ではこの項目に貨幣用金や SDR 等を含む

ため、同統計で「うち金・SDR 等」としている額を控除する。海外の負債側のスト

ック値については、海外の総負債－総資産（我が国にとっての対外純資産）が『資金

循環統計』の金融機関と非金融部門の金融資産負債差額の合計と一致するよう本項

目で調整を行う。また、海外の負債側のフロー値についても、海外部門の純借入／純
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貸出（資金過不足）を海外勘定の｢経常対外収支・資本移転による正味資産の変動｣の

値に合致するよう本項目で調整を行う。最後に、民間非金融法人企業の資産側が残差

となる。 
なお、1999 年以前の貨幣用金については、「ａ．貨幣用金・SDR 等」にあるとお

り、本項目に含めている。 
（ｈ）その他 

『資金循環統計』の計数を用いる。なお、国の特別会計決算書の貸借対照表に計上

されている特別会計間の繰入金や繰入金未済金については、この項目に含まれる。 
 
ｉ．参考：インターバンクポジション等（負債） 

ストックは、原則として『資金循環統計』の計数を使用する。フローは、ストック

の増減をそのまま計上する。なお、基礎資料の制約等から民間と公的に分割しない。 
 

（３）調整勘定の推計 
調整勘定には、当該年度と前年度末のストックの差額と当該年度フローとの差額が

計上される。 
原則、調整勘定の計数を直接推計することはなく、ストックとフローを推計する過

程で計算されるが、公的金融機関貸出・借入については、各機関の貸付金の償却額を

積上げる。主な内容は次のとおり。 
 
ａ．再評価勘定 
（ａ）時価評価によりキャピタル・ゲイン／ロスが計上される場合 

時価評価を行うことにより取引を伴わずに残高が増減する場合で、調整勘定の中

で最も大きな部分を占める。 
（例）債務証券、持分・投資信託受益証券、金融派生商品、各対外取引項目 

（ｂ）為替変動に起因したストックとフローの不接合を計上する場合 
為替レートの変動による残高変化とその影響を除いたフローとの差額を計上。 

（例）対外取引項目 
 
ｂ．その他の資産量変動勘定 
（ａ）使用する資料のサンプル替え等のため計上される場合 

ストック推計とフロー推計で使用する資料が異なる場合や、サンプル替え等の影

響でストックの残高差額とフローの計数が異なる場合に計上。 
（例）非金融部門貸出金、企業間信用・貿易信用の一部、各対外取引項目 

（ｂ）金融機関の貸出金償却をフローに計上しない場合 
金融機関の貸出金償却をフローとしてではなく調整勘定として認識し計上（推計
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手法については、（２）ｃ．（ｂ）を参照）。 
（例）民間金融機関貸出、公的金融機関貸出 

 
 
（ｃ）基礎統計の改定による断層 

『資金循環統計』等の基礎統計の改定による断層が生じている時期がある。たとえば、『資

金循環統計』における 2008SNA 基準の開始始期は 2004 年度以降であるため、2003 年度

以前の計数をそのまま使用すると断層が生じる場合がある。これらについては可能な範囲

で断層が発生しないように推計するが、基礎資料の制約などで対応できないものについて

は、基本的にその他の資産量変動に計上している。 
 
３．純貸出（＋）／純借入（－）と純貸出（＋）／純借入（－）（資金過不足） 
 制度部門別資本・金融勘定の各々のバランス項目である純貸出（＋）／純借入（－）と

純貸出（＋）／純借入（－）（資金過不足）は概念上一致するが、実際には乖離が生じる。

これは、資本勘定の推計において統計上の不突合が存在すること、資本・金融勘定の推計

資料及び推計手法の相違等によるものである。 
  一国全体としては、制度部門別の純貸出（＋）／純借入（－）の制度部門合計に統計上

の不突合を加えると純貸出（＋）／純借入（－）（資金過不足）の制度部門合計となり、

海外に対する債権の変動として統合勘定の資本・金融勘定に記載される。 
 

４．政府財政統計（金融資産・負債） 

（１）基本的な考え方 
 ２．金融勘定（１）ｂ．のとおり、フロー編付表６－２には IMF の「政府財政統計

マニュアル 2014」に準拠した系列を公表している。ここでは、同表で行っている統合

処理（consolidation）の方法等と金融資産の計上方法について記載する。まず、各種基

礎資料から、表 10－4 のように一般政府の内訳部門内（表 10－4 で○を記載している部

分）の金融資産・負債の持ち合いと、一般政府の内訳部門間（表 10－4 で△を記載して

いる部分）に該当する金融資産・負債の持ち合いのストック値を作成する。同表の○に
該当する金額は、当該部門の資産および負債から直接控除し、△に該当する金額は「部

門間調整」の項目にマイナス計上する。一般政府の金融資産・負債残高は、部門内のス

トック額○を控除した中央政府、地方政府、社会保障基金の残高に部門内調整（マイナ

ス値で計上）を加えたものとなる。このようにして計算したストックの増減等から各内

訳部門、部門間調整のフローを推計し、これらの和から一般政府のフローを作成する。

調整勘定には、「当年度末ストック－前年度末ストック－当年度フロー」より計算され

た額が計上されるが、このうち基礎統計の断層や部門分類の変更などによる変動額を
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その他の資産量変動勘定に計上し、それ以外を再評価勘定に計上する。 
 

 
  表 10－4 統合処理のイメージ 
      負債 

資
産 

 中央政府 地方政府 社会保障基金 
中央政府 ○（部門内） △（部門間） △（部門間） 
地方政府 △（部門間） ○（部門内） △（部門間） 

社会保障基金 △（部門間） △（部門間） ○（部門内） 
 
 
また、本表では「政府財政統計マニュアル 2014」への整合のため、表 10－5 のとお

り一部の項目について組換えを行っている。 
 
 表 10－5 政府財政統計で組替えを行っている項目の他表との対応関係（A;資産、L:負債） 

 政府財政統計以外の表 政府財政統計（付表 6-2） 
政府預金 
 中央政府保有分 中央政府「現金・預金」（A） 

その内訳「政府預金」（A） 
同左 

 社会保障基金保有

分 
中央政府「現金・預金」（A） 
その内訳「政府預金」（A） 

中央政府「その他」（L） 
社会保障基金「その他」（A） 

社会保障基金「現金・預金」（A） 
 その内訳「政府預金」（A） 

財政融資資金預託金 「その他の金融資産」（A） 「現金・預金」（A） 
貨幣流通高 中央政府「その他の負債」（L） 

その内訳「その他」（L） 
中央政府「現金・預金」（L） 

国家公務員共済組合

および地方公務員共

済組合の組合員貯金 

社会保障基金の「その他の負債」（L） 社会保障基金「現金・預金」（L） 

国際機関への出資

（IMF 向けを除く） 
中央政府「その他対外債権」（A） 中央政府「持分」（A） 

 
以下では、資産・負債項目別の統合に係る推計手法と項目の組換えについて述べる。

なお、統合処理または組換えが必要ない投資信託、保険・年金・定型保証、金融派生商

品については、ここでは作成方法を記載しない。 
 
（２）現金・預金 

政府預金（国庫金）については、他の表では中央政府保有分とともに中央政府以外
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が保有している政府預金を含めた全額を、中央政府の現金・預金（資産）、及びその内

訳の政府預金（資産）に計上している。同時に、中央政府以外の部門が保有する政府預

金相当額を、同部門のその他を通じた中央政府向け債権として計上している。これに対

し本表では、中央政府保有分を中央政府の現金・預金（資産）に、社会保障基金保有分

を社会保障基金の現金・預金（資産）に計上し、その他を通じた債権債務関係は控除す

る。 
財政融資資金預託金については、他の表ではその他の金融資産に計上しているが、

本表では現金・預金（資産）に計上替えを行う。 
貨幣流通高については、他の表では中央政府のその他の負債、及びその内訳のその

他（負債）に計上しているが、本表では中央政府の現金・預金（負債）に計上替えを行

う ４５。また、政府部門も硬貨等を保有するものの、貨幣流通高との間での統合処理は行

わない。 
国家公務員共済組合および地方公務員共済組合の組合員貯金については、他の表で

は社会保障基金のその他の負債、及びその内訳の預け金（負債）に計上している。本表

では社会保障基金の現金・預金（負債）に計上替えを行う。 
 

（３）債務証券（国庫短期証券、国債・財投債及び地方債） 
２．金融勘定（２）ｄ．のとおり、中央政府、地方政府、社会保障基金の資産と負債

を推計する。これらの債券は、一般政府のほかに公的企業の発行分が存在する。一般政

府の保有する当該債券のうち一般政府が保有するもののみ統合処理が必要である。し

かし、基礎統計の制約などから、一般政府の保有する債券を発行部門別に分割すること

はできない。そこで、一般政府の各内訳部門の保有する債券のうち一般政府の発行分の

割合は、市中に残存する債券（同債券の負債側の合計）のうち一般政府の発行分（同債

券の一般政府の負債）の割合と等しいと仮定し、下記の式で求めた額を統合処理する。 

   債券Ａ保有額（各内訳部門の資産） × 一般政府の債券Ａ発行分（一般政府の負債）

債券Ａの合計（負債合計）
 

フローについては、上記により算出したストック（時価）を、『資金循環統計』より

推計した各債券のインデックスで割り戻し、額面相当額を作成する。この増減をフロー

とする。 
 

（４）貸出・借入（非金融部門貸出金）及び持分（その他の持分） 
 貸出・借入については、一般政府に該当する機関の財務諸表の附属明細書や、国の財

務書類のように、貸出先別の貸出残高が分かる資料により、表 10－4 のような形でス

                                                   
４５ 政府財政統計以外の表では、日本銀行券発行高と貨幣流通高を合わせた全体の金額を、中央銀行の現

金（負債）に計上するとともに、内訳の貨幣流通高については本来の発行主体である中央政府と中央銀行

との間でその他を通じた債権債務関係として計上している。 
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トック値を作成する。持分についても同様に、２．金融勘定に記載した各種資料から表

10－4 のような形でその他の持分のストック値を作成する。その他の持分については、

同じ資料から表 10－4 の形で出資累計額の積み上げを行い、この値の増減をフローの

値とする。 
他の表においてその他対外債権に計上している一般会計から国際機関への出資（IMF
向けは除く）を、持分（資産）に計上する。 

 
（５）その他の金融資産・負債（未収・未払金及びその他） 

 未収・未払金については、把握可能なものについて統合処理を行う。具体的には、一般

会計（中央政府）の年金特別会計（社会保障基金）に対する未収国庫負担金等を部門間調

整に計上している。 
 表 10－5 のとおり、他表において当項目に計上している一部の計数を本表の他の項目

に計上替えしている。 
 
（参考）社会保障基金の公的年金に係る年金受給権について 

 2008SNA では、国民経済計算の主要な計数表ではなく補足的な情報として、企業年

金のほかにも、社会保障基金の公的年金に関する年金受給権を示すことが推奨されて

いる。社会保障の公的年金に係る年金受給権に相当する情報としては、5 年ごとに行わ

れている公的年金の年金財政再計算や年金財政検証において計算されている、給付現

価のうち過去期間に発生した分（将来に受取る年金給付額の割引現在価値のうち、今ま

でに支払った年金保険料に対する分）がある。「国民経済計算年次推計」のフロー編付

表６－２の欄外では、平成 16 年度、21 年度、26 年度、令和元年度の年金財政検証等

の報告書から、厚生年金保険、国民年金、共済保険（旧職位域部分を含む）の給付現価

のうち過去期間発生分を積み上げた値を掲載している。 
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第 11章 貸借対照表勘定及び調整勘定の推計 

１．評価の原則 

国民経済計算の貸借対照表勘定における各資産の評価については、国際基準に基づき、

評価時点の市場価額が採用される。しかし、市場価額が直接得られる資産は極めて限定的

であるため、各資産の特性に対応した種々の評価方法を用い、市場価額にできる限り近似

した評価額を推計する。金融資産については、評価時点の市場価額の観測が比較的容易で

ある一方、非金融資産はこれが困難であり、その評価にあたっては、主に以下の手法が用

いられる。 
 

（１）再調達価額を用いる方法 
再調達価額とは、その資産を評価時に改めて調達した場合の推定価額であり、取得価

額（新品に対するもの）に再調達時と比較した物価倍率及び経過年数に応じた残価率を

乗じて算出する。在庫の推計に利用するベンチマーク・イヤー法や、固定資産や耐久消

費財（参考表）の推計に利用する恒久棚卸法があてはまる。 
 
（２）収益還元法 

収益還元法とは、現在の資産が将来に向けてどれだけ収益を見込めるかという観点か

ら、利子率を用いて、純収益の流列を現在価値に割り引く方法であり、鉱物・エネルギ

ー資源、漁場等の資産評価に適用される。 
 
（３）土地の鑑定価格 

土地の評価は、統一的な価格が形成される不動産市場が存在しないことから、鑑定価格

により評価を行う。鑑定価格に当たる地価公示価格等は、取引事例比較法や収益還元法等

により評価が決定されている。 
 

２．各項目の推計方法 

（１）非金融資産 
ａ．生産資産 
（ａ）固定資産 

固定資産の期末資産残高は､暦年末時点における固定資本減耗後（純ストック額）

の再調達価額で評価する。そのため、コモ法から作成される総固定資本形成の時系列

データを基礎として、恒久棚卸法（PIM）に基づいて推計する。恒久棚卸法とは、過
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去から現在に至る総固定資本形成額の流列に対し、投資時点から現在までの経過時

間に応じた固定資本減耗を考慮した上で累積させることで、現時点における固定資

本ストックを計算する手法である。総固定資本形成額については、暦年ごとに財別×
投資主体別（制度部門別及び経済活動別で計算）のクロス表（固定資本マトリックス）

として整備する。 
なお、フロー系列の総固定資本形成に含まれる「土地改良」については、ストック

系列において非生産資産（土地）に体化されるものとして扱われるため、固定資産と

しての期末資産残高は計上されない。 
 

ⅰ．期末資産残高と固定資本減耗の推計 
（ⅰ）固定資本マトリックス 

固定資本マトリックスは、コモ法による各年の資本財別総固定資本形成データ

（名目：購入者価格表示）を制度部門別・経済活動別に展開することによって作成

する（概念図については図 11‐1 参照）。その際、建設物については、可能な限り

精緻にストック額の推計を行う観点から、コモ法の計数を『産業連関表』等に基づ

いたより詳細な建築物・構築物の分類に細分化して使用する。（建設物の分類につ

いては表 11‐1 のとおり。） 
基礎となる制度部門別の総固定資本形成額（各制度部門ごとの総固定資本形成

の合計）については、第７章「３．総固定資本形成」のとおり推計され、『法人企

業統計』や『工業統計』等の各種統計を利用して経済活動別に内訳分割する（＝固

定資本マトリックスの列和）。その上で、各資本財の制度部門・経済活動への配分

については、『産業連関表』の「固定資本マトリックス」（昭和 45 年表から直近の

平成 27 年表までの間に 10 回作成）を時系列的に整合するよう組み替えた上で、

これをベンチマーク配分比として RAS 法等によりバランスさせる。なお、固定資

本マトリックスは、昭和 30 年から現在まで暦年ベースで作成しており、それ以前

についてはコモ法に基づく総固定資本形成のデータが得られないため、『昭和 30
年国富調査』（経済企画庁）の純ストック額を初期ストックとして利用している。 
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図 11‐1 固定資本マトリックス概念図 
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       表 11‐1 細分化した建設物分類 

 

 
（ⅱ）恒久棚卸法 

恒久棚卸法の計算では、まず異時点間での比較・累積計算を可能とするために、

過去の総固定資本形成額（フロー）をデフレーターにより実質化し、次に取得時点

から観測時点までの経年による減耗を反映させた上で、各観測時点の残存価額（ス

トック）を集計し、最後に各観察時点の評価額に戻すためにインフレーターにより

名目化するという過程をたどる。 
各観測時点の評価（実質化及び名目化）に際しては、第８章で推計される資本財

別の基本単位デフレーターを用いる。ただし建設物については、固定資本マトリッ

建設産出分類 細分化した建設物分類 資産分類

木造建築 住宅（木造） 住宅

住宅以外の建物（木造） 住宅以外の建物
仮設住宅（木造）

非木造建築 住宅（非木造） 住宅
住宅以外の建物（非木造） 住宅以外の建物
仮設住宅（非木造）

その他の建設 一般道路・街路 構築物
高速道路
河川
河川総合開発
海岸
砂防
下水道管渠
下水道終末処理施設
港湾
漁港・漁場整備
空港
廃棄物処理
都市公園
農業土木
林道
治山
災害復旧（農林分）
鉄道軌道
電力施設
電気通信施設
上・工業用水道
ガス施設・民間構築物・その他
土地造成 （ストックは土地）

建設補修 建設補修（改装・改修） 住宅
住宅以外の建物

建設補修（維持・修理） （中間消費）
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クスにおける建設物の細分化に合わせ、「建設細分類デフレーター」を作成して使

用する。「建設細分類デフレーター」は、第８章で推計される建設デフレーターと

同様に、資材投入額と、付加価値額（雇用者報酬）をウェイトとした投入コスト型

のパーシェ連鎖デフレーターとする。計算に使用する投入額ウェイトとしては、コ

モ法で推計される建設部門への財別資材投入（中間投入）額を行和、細分類による

建設生産額を列和とする建設マトリックスを暦年ごとに推計する（図 11－2）。そ

の際、建設マトリックスの資材・労働投入の配分については、『建設部門分析用産

業連関表』（国土交通省）の昭和 45 年表から直近の平成 27 年表までの 10 回分を

ベンチマーク配分比として RAS 法等によりバランス調整して作成する。また、

1969 年以前の建設細分類デフレーターについては、国土交通省作成の『建設工事

費デフレーター（2011 年度基準）』をリンク接続して利用する。なお、フローの評

価には暦年平均、ストックの評価には暦年末（月次の 12 月を使用）のデフレータ

ーを利用する。 
 
図 11‐2 建設マトリックス概念図 

 
取得年から観察年までの経年による減耗を反映させた残存価額の計算は、上記
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行い、観測年ごとに資本財別×投資主体別の残存価額（固定資本ストックマトリッ

クス）を集計する。 
観測年ごとに集計される実質資本ストックについては、 
 実質期末ストック額  

＝ 実質期首ストック額 ＋ 実質期中投資額 － 実質期中減耗額 ＋ 実質調整額 
の関係が成立する。 
経年による減耗（固定資本減耗）の方法については、全ての資本財について定率

法を採用し、毎期の期首ストック額に償却率を乗じて、期中の固定資本減耗額を推

計する。償却率は、第 10 章で述べたように、『民間企業投資・除却調査』等の資料

を基に、資本財別、投資主体別及び取得年（ビンテージ）別に設定する。また、実

質調整額には、通常予期されない大規模災害の被害や制度部門分類の変更等によ

る制度部門間での資産移動及び土地改良の土地資産への計上替えによるマイナス

額を計上する。 
以上から得られた固定資本ストックマトリックス（実質値）については、財別基

本単位デフレーターと「建設細分類デフレーター」（いずれも暦年末：月次の 12 月

を使用）を用いて各暦年末の再調達価格に変換（インフレート）し、さらに表章分

類に集計することで固定資本ストックマトリックス（名目値）を得る。また、固定

資本減耗マトリックス（実質値）については、財別基本単位デフレーターと「建設

細分類デフレーター」（暦年平均）を用いて各暦年の再調達価格に変換し、資産別、

制度部門別及び経済活動別の固定資本減耗（名目）に集計してフローの各種推計に

使用する。さらに実質調整額（マトリックス）を財別基本単位デフレーター（暦年

平均）で名目化した計数は、調整勘定における「その他の資産量変動勘定」に計上

する。名目資本ストックについては、 
 名目期末ストック額  

＝ 名目期首ストック額 ＋ 名目当期投資額 － 名目当期減耗額 ＋名目調整額 
の関係が成立する。名目調整額は、 

 名目調整額 ＝ その他の資産量変動 ＋ 名目保有利得 
として調整勘定に表章される。 

さらに固定資本マトリックス、固定資本ストックマトリックスについては、名目

値だけでなく、実質値も同様の表章分類で公表する。公表にあたっては、上記で計

算した固定資本マトリックス（実質値）とストックマトリックス（実質値）の各資

本財について、平成 27 年を参照年として表章分類にラスパイレス連鎖統合する。 
 

ⅱ．調整額の推計 
（ⅰ）取引以外の量的な変動（その他の資産量変動勘定） 

① 資本勘定の総固定資本形成に含まれている「土地改良」について、貸借対照表
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上では固定資産ではなく非生産資産（土地）の残高に体化されるため、調整勘

定への計上を通じて、貸借対照表勘定の非生産資産（土地）に分類替えする。

具体的には、毎年の総固定資本形成と同額が土地改良の「その他の資産量変動」

にマイナス計上され、代わりに非生産資産の土地（宅地）の「その他の資産量

変動」にプラス計上される。 
② 公的企業の民営化や組織改編等の取引以外の要因により、制度部門を越えた資

産の移動が生じた場合には、部門間を移動する資産残高を再調達価格により推

計し、調整勘定において変更前の制度部門にはマイナス額、変更後の制度部門

にはプラス額の調整額を計上する。 
③ 予見できない大規模な災害などにより生じた損失は、通常予見できる範囲を超

えるものとして資本偶発損の概念とは別とみなし、各種の資料から毀損額を推

計し、調整勘定に計上する。 
実際の計算においては、上記の①～③の推計値を実質化したのちに、恒久棚卸法

計算における実質調整額として使用する。 
 

（ⅱ）価格変化による再評価（再評価勘定） 
期首純資産額及び期中の純固定資本形成額についての期首及び期中平均から期

末にかけての価格変化額に相当する。実際には、上記の名目期末ストック額に関す

る恒等式から導出される名目調整額に対し、（ⅰ）の「その他の資産量変動」を控

除することで計算する。 
 
（ｂ）在庫 
ⅰ．推計方法の概要 

期末在庫残高は、形態別としては、原材料、仕掛品、製品及び流通品の４形態別に

推計する。うち仕掛品については「育成生物資源の仕掛品」と「その他の仕掛品」と

に、原材料については 2008SNA に対応し平成 23 年基準以降計上されることとなっ

た「弾薬類」と「弾薬類以外の原材料」とに分けて推計する。原則として、期末在庫

残高は、『昭和 45 年国富調査』の結果をベンチマークとして、各年の変動を積上げ再

評価するベンチマーク・イヤー法によって推計するが、「育成生物資源の仕掛品」は

実現在庫法（RIM）、「弾薬類」は防衛省の財務書類に基づいて推計する。ベンチマー

クとなる国富調査の棚卸資産は、コモ法における在庫品評価調整方法に準じた方法

により、昭和 45 年末評価資産額に調整する。 
また、制度部門別としては、民間非金融法人企業、公的非金融法人企業、一般政府

及び家計（個人企業分）の４部門別に推計し、民間部門については、原則として、ベ

ンチマーク・イヤー法によって推計する。公的非金融法人企業及び一般政府の公的部

門は、「弾薬類」のほか、国家備蓄原油や食料安定供給特別会計の備蓄米等を含んで
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おり、これらは個別機関の財務諸表等に基づき推計する。 
 
推計式 
 期末在庫残高＝期首在庫残高＋在庫変動＋調整額 
 
在庫変動の推計方法については、第２章「４．在庫品変動額の推計」を参照。 

 
ⅱ．調整額の推計 
（ⅰ）価格変化による再評価（再評価勘定） 
   期首在庫残高及び期中の在庫変動に対し、期首及び期中平均から期末にかけての

価格変化率を乗じることにより推計する。 
 

推計式 

期首在庫残高 × �
期末インフレーター

期首インフレーター
− 1� 

+在庫変動 × �
期末インフレーター

期中平均インフレーター
− 1� 

 
（ⅱ）取引（在庫変動）以外の量的な変動による調整（その他の資産量変動勘定） 

取引以外の量的な変動としては、制度部門分類の変更や大規模な災害による在庫

の滅失等がある。前者について、例えばある公的企業の民営化等により制度部門が変

更となった場合（公的企業から民間企業）、再調達価格による調整額を推計し、調整

勘定において、変更前の制度部門にはマイナス額、変更後の制度部門にはプラス額を

計上する。 
 

ｂ．非生産資産（自然資源） 
（ａ）土地 

民有地と国公有地等に分け、地目は宅地、耕地及びその他（林地含む）の３種に区

分して推計を行う。土地の推計方法は、基本的に地目別及び地域別面積にそれぞれ対

応する単価を乗ずる。 
 

ⅰ．民有地 
（ⅰ）宅地 

宅地の全国評価額は、各都道府県評価額の合計とし、各都道府県評価額は各市町村

（東京都特別区を含む）評価額の合計とする。 
各市町村評価額は、各市町村の住宅地区及び村落地区の面積にそれぞれ対応する
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単価を乗じて住宅地区及び村落地区評価額を算出する。基礎資料は、面積は『固定資

産の価格等の概要調書』（総務省)､単価は『地価公示』及び『都道府県地価調査』（と

もに国土交通省）を用いる。 
次に住宅地区及び村落地区評価額をベースとして、商業地区、工業地区、観光地区、

併用住宅地区等の評価額について『固定資産の価格等の概要調書』における課税評価

額の価格比を利用してそれぞれ算出したものを住宅地区及び村落地区評価額に加算

して、合計としての宅地資産額を推計する。 
 
推計式 

( ){ }∑
=

+++++××=
n

j
ijijijijijijiijij PSSi

1
1 ηζε＋δγβα  

∑
=

=
47

1i
SiS  

ｉ：都道府県を表示する記号   ｊ：市町村を表示する記号 
Ｓij：当該市町村の住宅地区及び村落地区年末面積 
Ｐij：地価公示、地価調査より算出した当該市町村住宅地区、村落地区年末平

均単価 
αi ：都道府県別の単価補正率 
βij：住宅地区及び村落地区を基礎にした商業地区への資産額推計比率 
γij：住宅地区及び村落地区を基礎にした工業地区への資産額推計比率 
δij：住宅地区及び村落地区を基礎にした観光地区への資産額推計比率 
εij：住宅地区及び村落地区を基礎にした併用住宅地区への資産額推計比率 
ζij：住宅地区及び村落地区を基礎にした農業用併用宅地への資産額推計比率 
ηij：住宅地区及び村落地区を基礎にした生産緑地内宅地への資産額推計比率 
n：当該都道府県内の市町村数  
Si：当該都道府県の年末宅地資産額  S ：全国の年末宅地資産額 

 
（ⅱ）田・畑・林地 

田・畑・林地の全国評価額は、各都道府県評価額の合計とし、各都道府県評価額は

各都道府県における一般の田・畑・林地の評価額と宅地介在の田・畑・林地の評価額

の合計とする。基礎資料として、面積については『固定資産の価格等の概要調書』、

単価については『田畑価格及び小作料調』及び『山林素地及び山元立木価格調』（と

もに日本不動産研究所）を用いる。 
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推計式 
S’i=(SA・PA＋SB・PB＋SC・PC) ＋(Si・θ’i + Si・θ’’i +Si・θ’’’i) 

S’ = ∑
i=1

47
S'i  

SA, SB, SC：当該都道府県の一般の田・畑・林地の面積 
PA, PB, PC：当該都道府県の一般の田・畑・林地の平均単価 
Ｓi：当該都道府県の年末宅地評価額 
θ’i, θ’’i, θ’’’i：当該都道府県の宅地評価額を基礎にした宅地介在の田・

畑・林地への評価額推計比率 
S’i：当該都道府県の田・畑・林地の評価額 
S’ ：全国の田・畑・林地の評価額 
 

（ⅲ）その他 
その他の土地の全国評価額は、各都道府県評価額の合計とし、各都道府県評価額は

各都道府県の田・畑・林地の評価額を基礎に推計する。 
 

推計式 
S’’i = S’i・Wi 

S’’ = ∑
i=1

47
S''i  

S’ i：当該都道府県の田・畑・林地の評価額 
Wi：当該都道府県の田・畑・林地の評価額を基礎にした「その他」

への評価額推計比率 
S’’i：当該都道府県の「その他」評価額 
S’’ ：全国の「その他」評価額 

 
ⅱ．国公有地等 

国公有地等は、中央政府機関、地方政府機関及び対家計民間非営利団体の土地に大

別される。地目区分（宅地、耕地、林地、その他）ごとの面積にそれぞれ対応する単

価を乗じて推計を行う。 
（ⅰ）中央政府及び関連公的企業 

政府会計（一般会計、特別会計）については、『財政金融統計月報（国有財産特集）』

（財務省）に記載されている土地評価額を基礎とする。政府関係機関については、各

種資料により土地評価額を集計する。 
 

（ⅱ）地方政府及び関連公的企業 
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普通会計（一般会計及び公営企業会計以外の特別会計）については、『公共施設状

況調』（総務省）を用いる。都道府県及び市町村が所有する土地面積を、都道府県ご

とに、宅地、耕地、山林及びその他に区分し、それぞれの面積に都道府県別単価を乗

じて推計する。 
公営企業会計については、『地方財政統計年報』の貸借対照表の土地評価額を基に

推計する。 
財産区については、区有地面積を都道府県別に宅地、耕地、山林、原野及び雑種地

に区分の上、それぞれの面積に都道府県別単価を乗じて推計する。 
道路公社及び住宅供給公社については、各種資料からそれぞれ推計する。 
 

（ⅲ）対家計民間非営利団体 
宗教法人については『法人土地・建物基本調査』、教育機関については『学校基本

調査』（文部科学省）、社会福祉施設については『社会福祉施設調査報告』（厚生労働

省）､『法人土地・建物基本調査』及び『公共施設状況調査』を基に、それぞれ面積

に都道府県別単価を乗じて推計する。 
 

ⅲ．制度部門分割 
（ⅰ）非金融法人企業 

民間非金融法人企業については、『固定資産の価格等の概要調書』から得られる都

道府県別法人比率を民有地評価額に乗じた額から、別途推計する民間金融機関の資

産額を控除する。公的非金融企業については、国公有地等の評価額から分離計上する。 
また、介護施設については、『介護サービス施設・事業所調査』（厚生労働省）､『公

共施設状況調』及び『法人土地・建物基本調査』をもとに面積に都道府県別単価を乗

じて推計を行い、非金融法人企業に含める。 
 

（ⅱ）金融機関 
民間金融機関については、『法人土地・建物基本調査』をもとに、金融機関の種類

別（全国銀行、中小企業金融機関、農林水産金融機関、保険、証券）、用途別（店舗

用地、社宅等用地、その他）及び都道府県別の面積にそれぞれ対応する単価を乗じて

算出した資産額を補助系列に用いて推計する。面積は、有価証券報告書等に記載され

ている用途別内訳を利用する。単価については、金融機関の種類に応じて『固定資産

の価格等の概要調書』の情報により調整を行って算定したものを用いる。 
公的金融機関については、各種資料により土地評価額を集計する。 
 

（ⅲ）一般政府 
国公有地等の推計において一般政府として推計した額を計上する。 
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（ⅳ）家計 

民有地評価額に『固定資産の価格等の概要調書』における都道府県別個人比率を乗

じて推計する。 
 

（ⅴ）対家計民間非営利団体 
国公有地等の推計において対家計民間非営利団体として推計した額を計上する。 
 

ⅳ．調整額 
公的企業等の制度部門が変更となった場合には、調整勘定（その他の資産量変動勘

定）に変更前の制度部門にはマイナス額、変更後の制度部門にはプラス額を計上する。

また、土地改良に係る総固定資本形成は、前述のとおり、調整勘定（その他の資産量

変動勘定）を通じて固定資産から土地に分類変更される。それ以外の調整額、すなわ

ち期末残高と期首残高の差から、土地の純購入額（制度部門のみ、一国では相殺され

て０）と上記の「その他資産量変動勘定」への計上額を控除した差額が、土地の価格

変化による再評価額（キャピタル・ゲイン／ロス）となる。 
 

（ｂ）鉱物・エネルギー資源 
鉱物・エネルギー資源は、①石炭・石油・天然ガス、②金属鉱物、③非金属鉱物に

区分して推計を行い、合計額を求める。 
 

ⅰ．推計方法 
収益還元法（ホスコルド方式）により推計する。 
 

推計式 

P = a× 1

S+  r
(1+r) n-1

  = 1
S+  Fn

  

a：純収益   s：報酬利率   r：蓄積利率   n：稼行年数 
Fn：償還基金率 

 
純収益は、生産額から原料、資材、燃料、電力、その他支出及び給与総額等を控除

する。稼行年数は可採粗鉱量を採掘粗鉱量で除して求める。基礎資料として、『経済

センサス活動調査報告』（総務省・経済産業省）、『埋蔵鉱量統計調査』（経済産業省）

等を用いる。 
還元利率は、蓄積利率と報酬利率の２種の利率を用いる。 
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蓄積利率は、鉱石を採掘・販売し、鉱業権の価値を回収するため安全確実に得られ

る利率であり、国債、公社債、預金等の利率を勘案して設定する。 
報酬利率は、投下資本に対する報酬を得るための利率で、蓄積利率にリスクを加え

たものであり、各種資料により設定する。 
ホスコルド方式による評価額には、鉱物・エネルギー資源に加えて設備資産が含ま

れる。設備資産のうち地上設備については、固定資産の計数を用い、鉱物・エネルギ

ー資源の評価額からその分を控除する｡ 
 

ⅱ．制度部門分割 
民間非金融法人企業に分類する。 
 

（ｃ）非育成生物資源 
ⅰ．漁場 

漁場の範囲は、粗放養殖を除く全ての養殖漁場であり、内水面（河川及び湖沼）及

び外海と仕切られた沿岸における養魚池及び養魚場、養殖かき及び真珠の養殖場等

が含まれる。また、関連施設については、固定資産として別途評価されること等から

対象としない。 
（ⅰ）推計方法 

収益還元法により推計する。 
 
推計式 

  P ＝ 
a
 r

 

 a：魚種別純収益    ｒ：還元利率 
 

原資料から得られる各年の純収益は好不況による価格や収穫量の変化などを含

むため、過去５年間の平均純収益率を用いる。 
 

純収益＝生産額×純収益率（過去５か年平均) 
 

生産額の基礎資料は「漁業生産額」（農林水産省）を用いる。 
純収益率は、海面養殖業については『漁業経営調査』（農林水産省）を用い、養

殖収入から養殖支出（減価償却費を含む）、見積もり家族労賃を控除した額を用い

る。内水面養殖業については『漁業センサス』（農林水産省）、『産業連関表』（総務

省等）等を用い、収穫金額から「種苗費、飼育費、労賃等を合計した額」を控除し

た額を、産業連関表の投入比率等で補間して求める。 
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なお、漁場において養殖されている魚介類については、生産資産の在庫として別

に計上されるため、育成生物資源の仕掛品推計額における魚介類相当分を上記推

計額から控除する。 
 

（ⅱ）制度部門分割 
家計（個人企業を含む）に分類する。 
 

ⅱ．非育成森林資源 
国有林等を対象とする。 
『財政金融統計月報（国有財産特集）』の立木竹の現在額、『国有林野事業統計書』

（林野庁）、『農林業センサス』（農林水産省）等を基に、面積に対応する単価を乗じ

て資産額を推計する。なお、単価は、上記立木竹の現在額を対応する林地面積で除す

ること等により求める。 
制度部門については、一般政府及び公的非金融法人企業に計上する。 

 
（２）金融資産及び負債 

第 10 章「２．金融勘定」参照。 
 

３．調整勘定 

（１）調整勘定の役割 
貸借対照表勘定の期首と期末の変動のうち資本・金融勘定における変動以外の要因が

計上される。調整勘定には、 
ａ．価格変化による再評価 
ｂ．債権者による不良資産の抹消 
ｃ．予測不可能な事態に基づく調整 
ｄ．資本勘定から除外されている非金融資産の価値の純増 
ｅ．制度部門分類の変更等による調整 
ｆ．基礎資料や推計上の不突合及び不連続の調整項目 が概念上含まれる。 
このうち､「ａ．」は、期首・期末間の実現、未実現のキャピタル・ゲイン及びキャピタ

ル・ロス（名目保有利得及び損失）である。これは、資本・金融勘定では、資産・負債を

取得時価格で評価し、また、貸借対照表勘定において期首の資産・負債は期首価格で評価

されるのに対し、期末の資産・負債は、期末価格で評価されることから生じる名目値の差

を計上するものである。 
調整勘定の推計には、調整項目を積み上げて算出する方法と、期首と期末の残高差額か

ら接近する方法がある。 
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前者は、固定資産、在庫及び一部の金融資産・負債の推計に適用され、価格変化による

再評価、分類の変更による調整等の調整項目を加えて全体の調整額を算出する。 
後者は、土地、一部の金融資産・負債に適用され、まず期首と期末の残高差額を算出し、

それから期中の資本取引を差し引いて調整額を求める。次に調整額を価格変化による再

評価、自然成長等の調整項目に細分化する。 
調整勘定は、更に数量的な変化に起因する｢その他の資産量変動勘定｣と、価格変化に起

因する｢再評価勘定｣に分割される。 
 
（２）その他の資産量変動勘定 

「2008SNA マニュアル」によると、その他の資産量変動勘定は、地下資源の発見や減

耗、戦争又は政治事件による破壊や自然災害による破壊のような要因による数量の変化

であり、現実に資産の量を変化させるものを記録する、とされている。 
我が国では、その他の資産量変動勘定として以下の項目を推計している。 
ａ．経済的出現・消滅 
ｂ．災害等による壊滅的損失 
ｃ．他に分類されないその他の量的変動 
ｄ．分類変更 
なお、「経済的出現・消滅」には、地下資源などの非金融非生産資産の変動と債権者に

よる不良債権の抹消等が含まれるが、特に「債権者による不良債権の抹消」は内訳として

別掲する。 
実際の推計については、前述の非金融資産と金融資産・負債に係るそれぞれの項目の調

整額で記載したとおりであり、計数表においては、統合勘定と制度部門別勘定において、

資産側（非金融資産と金融資産を合算）と負債側を掲載する。 
 
（３）再評価勘定 

再評価勘定は、金融・非金融資産及び負債の所有者に対して、当該会計期間中に生じた

名目保有利得又は損失（いわゆるキャピタル・ゲイン／ロス）を記録する。ただし、名目

保有利得又は損失は、毎期末の時価再評価に伴い計算される、未実現のものを含んだ金額

であり、本勘定から不動産や株式等の譲渡益（キャピタル・ゲインの実現額）等を把握す

ることはできない。 
ａ．名目保有利得・損失 

名目保有利得・損失には、調整勘定に計上される調整額から「その他の資産量変動

勘定」への計上額を控除した残差を計上する。 
ｂ．中立保有利得・損失 

中立保有利得・損失は、当該資産の価格が、ある特定された一般物価指数とまった

く同様な動きを経時的に示す場合に、結果として生じるであろう保有利得として定義
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される。推計時においては、一般物価指数として GDP デフレーターを使用する。 
ｃ．実質保有利得・損失 

実質保有利得は、資産・負債に対する名目保有利得・損失と中立保有利得・損失の

差を計上する。 
 

４．家計の耐久消費財残高（参考表） 

国民経済計算の概念では、家計の耐久消費財の取得は家計最終消費支出に区分され、その

価値は期間中で費消されるものと扱われるため、家計の資産残高には含まれない。しかし実

際には、耐久消費財は 1 年を超えて家計内で継続的に使用されることが想定されるため、

国民経済計算の国際基準では、耐久消費財の残高を参考系列として示すことが推奨されて

おり、我が国の「国民経済計算年次推計」でも参考表１として、家計の耐久消費財の残高に

ついて、参考として推計・表章している。 
推計の対象範囲は､家計最終消費支出の形態分類における「耐久財」に準ずるものとし、

さらに財の種類に応じて「①家具・敷物、②家庭用器具、③個人輸送機器、④情報・通信機

器、⑤その他」の５分類に集計する（家計最終消費支出の分類については、第７章「１．民

間最終消費支出」を参照）。ただし、通常の経年使用による減価償却を適用できない、貴金

属、宝石、骨とう品、美術品等（目的別分類における「宝石及び時計」に該当する品目）は

推計対象から除外する。 
推計方法については、各年における財別の家計消費データ（名目：購入者価格）、『昭和 45

年国富調査（家計資産調査）』（総理府、経済企画庁）及び家計消費に係る財別の基本単位デ

フレーターを基礎資料とし、恒久棚卸法により推計を行う。経年の減価償却と偶発損による

減耗分を計算するための償却率については、原則的に家計（個人企業を含む）の固定資産の

推計に用いられるものを援用する（基礎資料は『民間企業投資・除却調査』による）。 
また実質値の計算は、平成 27年を参照年とするラスパイレス連鎖価格表示による。なお、

耐久消費財（名目値）の調整額には、減耗額に加え価格変化による再評価と大規模自然災害

による毀損額を含める。 
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表 11－2 耐久消費財分類と家計最終消費の目的別分類との対応表 

 
 

５．金融機関のノン・パフォーミング貸付（参考表） 

「国民経済計算年次推計」の参考表２では、金融機関のノン・パフォーミング貸付に係

る計数について、各金融機関のリスク管理債権の開示情報等から推計を行い表章してい

る。 
民間金融機関については、国内銀行、中小企業金融機関等、農林水産金融機関、生命保

険会社及び定型保証機関を除く非生命保険会社を対象とする。国内銀行と中小企業金融

機関等については、金融庁で公表される『金融再生法開示債権の状況等』を使用する。同

資料のうち中小企業金融機関等（うち公的金融機関に該当）の額については、同機関の公

表資料からリスク管理債権の額等を把握し、合計から控除することでノン・パフォーミン

グ貸付残高を推計する。農林水産金融機関については、農林水産省で公表する農協系統金

融機関のリスク管理債権等の状況に関する資料や水産庁で公表する漁業系統金融機関の

リスク管理債権等の状況に関する資料を使用する。生命保険会社や非生命保険会社につ

いては、ディスクロージャー誌などの積上げによりノン・パフォーミング貸付残高の推計

を行う。貸付の合計については原則として『資金循環統計』の簿価ベースの貸付額を使用

するが、この貸付額と上記に記載した各種資料の貸付額は必ずしも一致しないため、この

2 つの貸付額の比と先に求めたノン・パフォーミング貸付残高との積により、ノン・パフ

ォーミング貸付の額を確定する。ノン・パフォーミング貸付の毀損額には個別貸倒引当金

の額を計上するが、この金額は『資金循環統計』やディスクロージャー誌などの積上げに

より計算する。 
公的金融機関については、リスク管理債権を公表している機関のディスクロージャー

誌や行政コスト計算書等から、貸付額、ノン・パフォーミング貸付及びノン・パフォーミ

ング貸付の毀損額（個別貸倒引当金）を積み上げる。 
民間金融機関、公的金融機関ともに、本体系とは対象とする金融機関の範囲や使用す

る資料が異なる。このため、ここでの貸付額とストック編付表６で公表される民間金融

1 家具・敷物 5101 家具及び装備品

5102 絨毯及びその他の敷物
2 家庭用器具 5301 家庭用器具
3 個人輸送機器 7101 自動車

7102 オートバイ
7103 自転車及びその他の輸送機器

4 情報・通信機器 9101 ラジオ・テレビ受信機及びビデオ機器
9103 情報処理装置
9105 パソコン

5 その他 6102 治療用機器
9102 写真・撮影用装置及び光学器械
9201 楽器

12201 宝石及び時計

家計最終消費目的別分類（耐久財のみ掲載）耐久消費財

集計対象外
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機関貸出及び公的金融機関貸出とは一致しない。 
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第 12章 その他参考表等の推計方法 

 

１．経済活動別就業者数・雇用者数・労働時間 

（１）就業者数・雇用者数 
 就業者とは、あらゆる生産活動に従事する者をいい、雇用者とは、就業者のうち自

営業主と無給の家族従業者を除くすべての者をいう。就業者数・雇用者数は、基本的

に『国勢統計』を用いて日本標準産業分類に基づく産業別及び従業上の地位別（雇用者

（役員を含む）、自営業主、家族従業者）に推計する。 
具体的には、『国勢統計』は５年に１度の統計であるため、『国勢統計』が実施された

年の９月分については同調査を用いるが、それ以外の月は『労働力統計』を用いて月次

毎に推計する。国民経済計算では、いくつかの仕事を兼ねている者、例えば自営業主を

本業としながら副業として雇用者でもある者、あるいは２か所の事業所に雇用されてい

るような者については、２人と数えているため、『就業構造基本統計』（総務省、５年ご

と）や『経済センサス－活動調査』から就業者に占める副業者の割合で求めた副業者比

率によって副業者数を推計し、就業者数に加算する。 
次に、日本標準産業分類による産業別及び従業上の地位別の人数を、『経済センサス

－活動調査』、『工業統計』、『科学技術研究統計』、『学校基本調査』等を用い、経済活動

別分類に組み替える。年及び四半期値については、月次の値のそれぞれ 12 か月、３か

月の平均値とする。 

 
（２）労働時間数（雇用者） 

日本標準産業分類ベースで延べ労働時間（一人当たり労働時間×雇用者数）を推計し、

経済活動別雇用者数をウェイトにして分割し、経済活動別労働時間を求める。 
具体的には、一人当たり労働時間については、『毎月勤労統計』や『労働力統計』等

を用いて月次の値を産業別に推計する。雇用者数は上記（１）の推計途中で得られた結

果を用いる。これらを掛け合わせることにより得られた月間の延べ労働時間を積み上

げて四半期値とする。こうして求めた日本標準産業分類ベースの延べ労働時間を、経済

活動別の雇用者数をウェイトにして分割・統合し、経済活動別の延べ労働時間とする。

さらに、四半期値を積み上げて年間（暦年・年度）の延べ労働時間とする。最後に年間

延べ労働時間を上記（１）の経済活動別雇用者数で除して、経済活動別一人当たりの労

働時間を算出する。 
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２．実質国民総可処分所得 

 実質国民総可処分所得について、以下のように推計する。 
（１）交易利得・損失を以下の式により推計する。 

：実質輸入：実質輸出、　　　　　　　　　

：輸入価格指数：輸出価格指数、　　　　　　　

：名目輸入：名目輸出、　　　　　　　　　

フレーター）　（ニュメレール・デ　　ここで、

　　・・・　　交易利得・損失＝
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（２）実質 GDP に（１）の交易利得・損失を加え、実質国内総所得（実質 GDI）を推計

する。 
（３）実質 GDI に海外からの所得の純受取を加え、実質国民総所得を推計する。海外か

らの所得の純受取は、国内需要デフレーターで除すことにより実質化する。 
（４）実質国民総所得に海外からの経常移転の純受取を加え、実質国民総可処分所得を

推計する。海外からの経常移転の純受取は、国内需要デフレーターで除すことによ

り実質化する。 
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